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第1部

土地に関する動向





令和４年度の土地に関する動向

令和４年度は、 地価公示の全用途の全国平均が２年連続で上昇し、 Ｊリート市場の時価総額が昨年

度に引き続き高水準であるなど、 コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつある中、 緩やか

な持ち直しが続いている。

第１部では、 令和４年度における地価の動向、 土地取引の動向、 土地利用の動向、 不動産市場の

動向、 不動産投資市場の動向等についてみていく。

	 第１節	 地価の動向

（令和４年の地価動向）

国土交通省 「地価公示」 により、 令和５年１月１日時点における全国の地価動向をみると、 全用途

平均 ・ 住宅地 ・ 商業地のいずれも２年連続で上昇し、 上昇率が拡大した。

三大都市圏の平均変動率でみると、 全用途平均 ・ 住宅地は東京圏、 大阪圏及び名古屋圏のいず

れも２年連続で上昇し、 上昇率が拡大した。 商業地は東京圏及び名古屋圏において２年連続で上昇

し、 上昇率が拡大するとともに、 大阪圏では３年ぶりに上昇に転じた。

地方圏では、 全用途平均 ・ 住宅地 ・ 商業地のいずれも２年連続で上昇し、 上昇率が拡大した。 地

方圏のうち地方四市 （札幌市、 仙台市、 広島市及び福岡市） では、 全用途平均 ・ 住宅地 ・ 商業地

のいずれも１０年連続で上昇し、 上昇率が拡大した。 地方四市を除くその他の地域では、 全用途平

均 ・ 商業地は３年ぶり、 住宅地は２８年ぶりに上昇に転じた。

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で弱含んでいた地価は、 Ｗｉｔｈコロナの下で、 景気が緩や

かに持ち直している中、 地域や用途等により差があるものの、 都市部を中心に上昇が継続するととも

に、 地方部においても上昇範囲が広がるなど、 新型コロナウイルス感染症拡大前への回復傾向が顕

著となった。

住宅地については、 都市中心部や生活利便性に優れた地域では、 住宅需要は堅調であり、 地価

上昇が継続し、 生活スタイルの変化に伴う需要者のニーズの多様化により、 郊外部にも上昇範囲が

拡大している。 また、 地方四市は上昇率が拡大しており、 四市の中心部の地価上昇に伴い需要が波

及した周辺の市町では、 高い上昇率を見せている。

商業地については、 都市部を中心に、 店舗需要は回復傾向にあり、 堅調なオフィス需要やマンショ

ン用地需要等から地価の回復傾向がより進んでいる。 また、 国内来訪客が戻りつつある観光地や、

人流が回復しつつある繁華街では、 店舗等の需要の回復が見られており、 多くの地域で地価は回復

傾向にある （図表１-１-１、 １-１-２、 １-１-３）。
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図表１-１-１ 地価変動率の推移 （年間）

（％）
住宅地 商業地 全用途

R２公示 R３公示 R４公示 R５公示 R２公示 R３公示 R４公示 R５公示 R２公示 R３公示 R４公示 R５公示

全国 0.8 ▲ 0.4 0.5 1.4 3.1 ▲ 0.8 0.4 1.8 1.4 ▲ 0.5 0.6 1.6

三大都市圏 1.1 ▲ 0.6 0.5 1.7 5.4 ▲ 1.3 0.7 2.9 2.1 ▲ 0.7 0.7 2.1

東京圏 1.4 ▲ 0.5 0.6 2.1 5.2 ▲ 1.0 0.7 3.0 2.3 ▲ 0.5 0.8 2.4

大阪圏 0.4 ▲ 0.5 0.1 0.7 6.9 ▲ 1.8 0.0 2.3 1.8 ▲ 0.7 0.2 1.2

名古屋圏 1.1 ▲ 1.0 1.0 2.3 4.1 ▲ 1.7 1.7 3.4 1.9 ▲ 1.1 1.2 2.6

地方圏 0.5 ▲ 0.3 0.5 1.2 1.5 ▲ 0.5 0.2 1.0 0.8 ▲ 0.3 0.5 1.2

札幌・仙台・

広島 ・ 福岡
5.9 2.7 5.8 8.6 11.3 3.1 5.7 8.1 7.4 2.9 5.8 8.5

その他 0.0 ▲ 0.6 ▲ 0.1 0.4 0.3 ▲ 0.9 ▲ 0.5 0.1 0.1 ▲ 0.6 ▲ 0.1 0.4

-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0

R2
公示

R5
公示

R4
公示

R3
公示

R2
公示

R5
公示

R4
公示

R3
公示

R2
公示

R5
公示

R4
公示

R3
公示

住宅地 商業地 全用途（％）

-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
（％）

-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
（％）

全　国 東京圏 大阪圏 名古屋圏 札幌・仙台・広島・福岡 地方圏　その他

資料：国土交通省「地価公示」

注１：地域区分は、以下のとおり。

　　　三大都市圏：東京圏、大阪圏、名古屋圏

　　　東　京　圏：首都圏整備法による既成市街地及び近郊整備地帯を含む市区町の区域

　　　大　阪　圏：近畿圏整備法による既成都市区域及び近郊整備区域を含む市町村の区域

　　　名 古 屋 圏：中部圏開発整備法による都市整備区域を含む市町村の区域

　　　地　方　圏：三大都市圏を除く地域

　　　そ　の　他：地方圏のうち札幌市・仙台市・広島市・福岡市を除いた市町村の区域

注２：Ｒ２公示：令和２年地価公示（平成３１年１月１日〜令和２年１月１日）

　　　Ｒ３公示：令和３年地価公示（令和２年１月１日〜令和３年１月１日）

　　　Ｒ４公示：令和４年地価公示（令和３年１月１日〜令和４年１月１日）

　　　Ｒ５公示：令和５年地価公示（令和４年１月１日〜令和５年１月１日）

注３： 前年よりも下落率縮小・上昇率拡大　 前年よりも下落率拡大・上昇率縮小　 前年と変動幅同一
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図表１-１-２ 三大都市圏における地価の対前年平均変動率の推移

住宅地 商業地

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元
（平成） （令和）

2 3 4 5（年）
-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20
（％）

資料：国土交通省「地価公示」

　注：三大都市圏：東京圏、大阪圏、名古屋圏

　　　東　京　圏：首都圏整備法による既成市街地及び近郊整備地帯を含む市区町の区域

　　　大　阪　圏：近畿圏整備法による既成都市区域及び近郊整備区域を含む市町村の区域

　　　名 古 屋 圏：中部圏開発整備法による都市整備区域を含む市町村の区域

図表１-１-３ 地方圏における地価の対前年平均変動率の推移

住宅地 商業地

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元
（平成） （令和）

2 3 4 5（年）
-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20
（％）

資料：国土交通省「地価公示」

　注：地方圏：三大都市圏を除く地域
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（長期的な地価動向）

全国の長期的な地価の動向について、 昭和４９年以降の地価公示をみると、 住宅地 ・ 商業地共に

昭和６２年頃から平成３年にかけて大幅な上昇となった。

その後、 平成１９年、 平成２０年を除き下落が続いたが、 景気回復や低金利環境等を背景に、 住宅

地は平成３０年、 商業地は平成２８年以降上昇を示していた。

令和３年は新型コロナウイルス感染症の影響により住宅地は平成２８年以来５年ぶりに、 商業地は平

成２６年以来７年ぶりに下落に転じたが、 令和４年は景況感の改善等を背景に住宅地 ・ 商業地共に上

昇に転じ、 令和５年も上昇が継続している （図表１-１-４）。

図表１-１-４ 地価の推移 （全国）

 

住宅地 商業地

0

50

100

150

200

250

300

350

49
（昭和）

5051525354555657585960616263元
（平成）

2 3 4 5 6 7 8 910 1112131415161718192021222324252627282930元
（令和）

2 3 4 5（年）

資料：国土交通省「地価公示」

　注：全都道府県を対象に調査が実施された昭和４９年地価公示を１００とし、各年の平均変動率を用いて指

数化したものである。
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（地価に関する意識）

企業の地価に関する意識は、 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会不動産総合研究所

「不動産市況ＤＩ調査」 によれば、 現在の地価水準の実感に関するＤＩ 1 （３か月前と比較して調査時点

の地価が、 「大きく上昇している」 と回答した企業の割合と 「やや上昇している」 と回答した企業の割

合の１／２との和から、 「大きく下落している」 と回答した企業の割合と 「やや下落している」 と回答し

た企業の割合の１／２との和を差し引いたもの） は、 令和５年１月に関東で６．４ポイント、 近畿で１２．２

ポイント、 全国で５．６ポイントとなり、 いずれもプラスとなった （図表１-１-５）。

図表１-１-５ 現在の地価水準の実感に関するDI

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 14 7 10

平成30 31・令和元 2 3 4 5

（月）

（年）

（％ポイント）

6.4 6.4 
12.2 12.2 

5.6 5.6 

関東 近畿 全国

資料：（公社）全国宅地建物取引業協会連合会不動産総合研究所「不動産市況ＤＩ調査」より国土交通省作成

注１：ＤＩ＝(「大きく上昇している」×２＋「やや上昇している」－「やや下落している」－「大きく下落

している」×２）／２

注２：「大きく上昇している」、「やや上昇している」、「やや下落している」、「大きく下落している」の数値は、 

「大きく上昇している」と回答した企業、「やや上昇している」と回答した企業、「やや下落している」

と回答した企業、「大きく下落している」と回答した企業の有効回答数に対するそれぞれの割合。

注３：対象地域は、

　　　関東：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

　　　近畿：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

1	 Diffusion	Indexの略。 企業の業況感や設備、 雇用人員の過不足等の各種判断を指数化したもの
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３か月後の地価水準の予想に関するＤＩ （３か月後の地価の予想について、 「大きく上昇している」

と回答した企業の割合と 「やや上昇している」 と回答した企業の割合の１／２との和から、 「大きく下

落している」 と回答した企業の割合と 「やや下落している」 と回答した企業の割合の１／２との和を差

し引いたもの） は、 令和５年１月に関東で-６．４ポイント、 全国で-２．９ポイントとマイナスとなった。

一方、 近畿では６．１ポイントとプラスとなった。

図表１-１-６ ３か月後の地価水準の予想に関するDI

-60.0

-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 14 7 10

平成30 31・令和元 2 3 4 5

（月）

（年）

（％ポイント）

-2.9-2.9

6.16.1

-6.4-6.4

関東 近畿 全国

資料：（公社）全国宅地建物取引業協会連合会不動産総合研究所「不動産市況ＤＩ調査」より国土交通省作成

注１：ＤＩ＝(「大きく上昇している」×２＋「やや上昇している」－「やや下落している」－「大きく下落

している」×２）／２

注２：「大きく上昇している」、「やや上昇している」、「やや下落している」、「大きく下落している」の数値は、

「大きく上昇している」と回答した企業、「やや上昇している」と回答した企業、「やや下落している」

と回答した企業、「大きく下落している」と回答した企業の有効回答数に対するそれぞれの割合。

注３：対象地域は、図表１-１-５に同じ。
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	 第２節	 土地取引の動向

（土地取引件数等の推移）

令和４年における土地の売買による所有権の移転登記の件数は、 法務省 「登記統計月報」 によれ

ば、 全国で約１３０万件であり、 ほぼ横ばいで推移している （図表１-２-１）。

図表１-２-１ 売買による土地取引件数の推移

全国 地方圏 東京圏 大阪圏 名古屋圏

0

50

100

150

200

250

（平成） （令和）
（年）

（万件）

130130

6969

3737
1616
99

5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930 元 2 3 4

資料：法務省「登記統計月報」より国土交通省作成

注１：圏域区分は、以下のとおり。

　　　東 京 圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

　　　大 阪 圏：大阪府、京都府、兵庫県

　　　名古屋圏：愛知県、三重県

　　　地 方 圏：上記以外の地域

注２：千の位を四捨五入。四捨五入の関係で４圏の和が全国の値と一致しない場合がある。
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令和５年度の企業の土地投資額の計画値は、 日本銀行 「全国企業短期経済観測調査」 によれば、

全産業で３兆４，００４億円 （前年度比１２．１％減） であり、 全ての分類で前年度に対し減少の見込み

となっている （図表１-２-２）。

図表１-２-２ 企業の土地投資額の推移

全産業 大規模 中堅 中小 製造業 非製造業

規模別 業種別

令和元 令和2 令和3 令和4 令和5（年度）

40,000
（億円）

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

27,797

15,891

5,507
6,399

4,221

23,576

31,808

20,222

4,581

7,005

3,602

28,206

33,931

19,219

5,415

9,297

3,879

30,052

38,704

24,793

4,392
9,519

4,401

34,30334,004

23,154

3,838
7,013

2,885

31,11927,797

15,89115,89115,891

5,5075,5075,507
6,3996,3996,399

4,2214,2214,221

23,57623,57623,576

31,808

20,22220,22220,222

4,5814,5814,581

7,0057,0057,005

3,6023,6023,602

28,20628,20628,206

33,931

19,21919,21919,219

5,4155,4155,415

9,2979,2979,297

3,8793,8793,879

30,05230,05230,052

38,704

24,79324,79324,793

4,3924,3924,392
9,5199,5199,519

4,4014,4014,401

34,30334,30334,30334,004

23,15423,15423,154

3,8383,8383,838
7,0137,0137,013

2,8852,8852,885

31,11931,11931,119

資料：日本銀行「全国企業短期経済観測調査」より国土交通省作成

注１：「大規模」とは資本金１０億円以上、「中堅」とは資本金１億円以上１０億円未満、

　　　「中小」とは資本金２千万円以上１億円未満の企業を指す。

注２：令和５年、令和４年の数値は計画値。それ以前の数値は実績値。

令和４年の 「国土利用計画法」 （昭和４９年法律第９２号） 第２３条第１項に基づく事後届出は、

１８，３７９件、 ４８，６５５ｈａであり、 件数、 面積共に前年より増加した （図表１-２-３）。

図表１-２-３ 事後届出の件数及び面積の推移

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

（平成） （令和）
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18,37918,379

48,65548,655

土地取引件数（左軸） 土地取引面積（右軸）（件） （ha）

資料：国土交通省

　注：事後届出面積及び件数は、届出の受理月で計上。
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（土地取引に関する意識）

企業の土地取引に関する意識は、 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会不動産総合研究

所 「不動産市況ＤＩ調査」 によれば、 現在の土地取引に関するＤＩ （３か月前と比較して調査時点の土

地取引件数が、 「大きく増加している」 と回答した企業の割合と 「やや増加している」 と回答した企業

の割合の１／２との和から、 「大きく減少している」 と回答した企業の割合と 「やや減少している」 と回

答した企業の割合の１／２との和を差し引いたもの） は、 令和５年１月に関東が-９．５ポイント、 近畿が

-１６．３ポイント、 全国が-１０．３ポイントとなり、 いずれもマイナスとなった （図表１-２-４）。

図表１-２-４ 現在の土地取引の状況の実感に関するＤＩ

-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 14 7 10

平成30 31・令和元 2 3 4 5

（月）

（年）

（％ポイント） 関東 近畿 全国

-10.3-10.3
-9.5-9.5

-16.3-16.3

資料：（公社）全国宅地建物取引業協会連合会不動産総合研究所「不動産市況ＤＩ調査」より国土交通省作成

注１：ＤＩ＝(「大きく増加している」×２＋「やや増加している」－「やや減少している」－「大きく減少

している」×２）／２

注２：「大きく増加している」、「やや増加している」、「やや減少している」、「大きく減少している」の数値は、

「大きく増加している」と回答した企業、「やや増加している」と回答した企業、「やや減少している」

と回答した企業、「大きく減少している」と回答した企業の有効回答数に対するそれぞれの割合。

注３：対象地域は、図表１-１-５に同じ。
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３か月後の土地取引に関するＤＩ （３か月後の土地取引件数の予想について、 「大きく増加している」

と回答した企業の割合と 「やや増加している」 と回答した企業の割合の１／２との和から、 「大きく減

少している」 と回答した企業の割合と 「やや減少している」 と回答した企業の割合の１／２との和を差

し引いたもの） は、 令和５年１月に関東が-１２．５ポイント、 近畿が-８．８ポイント、 全国が-１２．３ポイ

ントとなり、 いずれもマイナスとなった （図表１-２-５）。

図表１-２-５ ３か月後の土地取引の状況の予想に関するＤＩ

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 14 7 10

平成30 31・令和元 2 3 4 5

（月）

（年）

-50.0

-60.0

-70.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

-12.3-12.3
-8.8-8.8

-12.5-12.5

（％ポイント） 関東 近畿 全国

資料：（公社）全国宅地建物取引業協会連合会不動産総合研究所「不動産市況ＤＩ調査」より国土交通省作成

注１：ＤＩ＝(「大きく増加している」×２＋「やや増加している」－「やや減少している」－「大きく減少

している」×２）／２

注２：「大きく増加している」、「やや増加している」、「やや減少している」、「大きく減少している」の数値は、

「大きく増加している」と回答した企業、「やや増加している」と回答した企業、「やや減少している」

と回答した企業、「大きく減少している」と回答した企業の有効回答数に対するそれぞれの割合。

注３：対象地域は、図表１-１-５に同じ。
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	 第３節	 土地利用の動向

（土地利用等の概況）

令和２年における我が国の国土面積は約３,７８０万ｈａであり、 このうち森林が約２,５０３万ｈａと最

も多く、 次いで農地が約４３７万ｈａとなっており、 これらで全国土面積の約８割を占めている。 このほ

か、 住宅地、 工業用地等の宅地は約１９７万ｈａ、 道路は約１４２万ｈａ、 水面 ・ 河川 ・ 水路が約

１３５万ｈａ、 原野等が約３１万ｈａとなっている （図表１-３-１、 １-３-２）。

図表１-３-１ 我が国の国土利用の概況

資料：国土交通省

注１：令和２年の数値

注２：四捨五入により、内訳の和が１００％にならない場合がある。

森林
2,503万ha
(66.2%)

原野  31万ha(0.8%)
水面・河川・水路  135万ha(3.6%)

道路  142万ha(3.7%)
住宅地  120万ha(3.2%)
工業用地  16万ha(0.4%)

その他の宅地  61万ha(1.6%)

農地
437万ha
(11.6%)

その他
334万ha
(8.8%)

森林
2,503万ha
(66.2%)

原野  31万ha(0.8%)
水面・河川・水路  135万ha(3.6%)

道路  142万ha(3.7%)
住宅地  120万ha(3.2%)
工業用地  16万ha(0.4%)

その他の宅地  61万ha(1.6%)

農地
437万ha
(11.6%)

その他
334万ha
(8.8%)

図表１-３-２ 我が国の国土利用の推移

（万ha、 ％）

調査年 昭和50年 （1975年） 昭和60年 （1985年） 平成７年 （1995年） 平成17年 （2005年） 平成27年 （2015年） 令和元年 （2019年） 令和２年 （2020年）

区　分
地　目

全　国
三　大
都市圏

地方圏 全　国
三　大
都市圏

地方圏 全　国
三　大
都市圏

地方圏 全　国
三　大
都市圏

地方圏 全　国
三　大
都市圏

地方圏 全　国
三　大
都市圏

地方圏 全　国
三　大
都市圏

地方圏

1． 農　　　地 557 80 477 538 72 466 504 66 438 470 61 409 450 56 393 440 55 385 437 54 383
(14.8) (15.0) (14.7) (14.2) (13.5) (14.4) (13.3) (12.2) (13.5) (12.4) (11.4) (12.6) (11.9) (10.5) (12.1) (11.6) (10.2) (11.9) (11.6) (10.1) (11.8)

2． 森　　　林 2,529 324 2,205 2,530 323 2,207 2,514 318 2,195 2,509 316 2,193 2,505 314 2,191 2,503 314 2,190 2,503 313 2,190
(67.0) (60.7) (68.0) (67.0) (60.3) (68.1) (66.5) (59.3) (67.7) (66.4) (58.8) (67.7) (66.3) (58.5) (67.6) (66.2) (58.3) (67.5) (66.2) (58.3) (67.5)

3． 原　野　等 62 2 60 41 1 40 35 1 34 36 1 35 35 1 34 35 1 33 31 1 30
(1.6) (0.4) (1.9) (1.1) (0.2) (1.2) (0.9) (0.2) (1.1) (1.0) (0.2) (1.1) (0.9) (0.2) (1.0) (0.9) (0.2) (1.0) (0.8) (0.2) (0.9)

4． 水面・河川・水路 128 18 110 130 18 112 132 19 113 134 19 115 134 19 115 135 19 116 135 19 116
(3.4) (3.4) (3.4) (3.4) (3.4) (3.5) (3.5) (3.6) (3.5) (3.5) (3.6) (3.5) (3.6) (3.6) (3.5) (3.6) (3.6) (3.6) (3.6) (3.6) (3.6)

5． 道　　　路 89 19 70 107 23 84 121 25 95 132 27 105 139 28 110 141 29 112 142 29 113
(2.4) (3.6) (2.2) (2.8) (4.3) (2.6) (3.2) (4.7) (2.9) (3.5) (5.1) (3.2) (3.7) (5.3) (3.4) (3.7) (5.4) (3.5) (3.7) (5.4) (3.5)

6． 宅　　　地 124 43 81 150 51 99 170 57 113 185 61 124 193 63 130 197 64 132 197 65 133
(3.3) (8.1) (2.5) (4.0) (9.6) (3.0) (4.5) (10.6) (3.5) (4.9) (11.3) (3.8) (5.1) (11.8) (4.0) (5.2) (12.0) (4.1) (5.2) (12.0) (4.1)

住　宅　地 79 26 53 92 31 61 102 34 68 112 37 74 118 40 78 120 41 80 120 41 80
(2.1) (4.9) (1.6) (2.4) (5.7) (1.9) (2.7) (6.4) (2.1) (3.0) (7.0) (2.3) (3.1) (7.4) (2.4) (3.2) (7.6) (2.5) (3.2) (7.6) (2.5)

工 業 用 地 14 6 8 15 6 9 17 6 11 16 5 10 15 5 10 16 6 11 16 6 11
(0.4) (1.1) (0.2) (0.4) (1.1) (0.3) (0.5) (1.1) (0.3) (0.4) (1.0) (0.3) (0.4) (1.0) (0.3) (0.4) (1.0) (0.3) (0.4) (1.0) (0.3)

その他の宅地 31 11 20 44 15 29 51 17 35 57 18 39 60 18 41 60 18 42 61 18 43
(0.8) (2.1) (0.6) (1.2) (2.7) (0.9) (1.4) (3.1) (1.1) (1.5) (3.4) (1.2) (1.6) (3.4) (1.3) (1.6) (3.4) (1.3) (1.6) (3.4) (1.3)

7． そ　の　他 286 48 238 283 47 235 303 51 252 312 52 261 324 55 269 330 55 274 334 56 278
(7.6) (9.0) (7.3) (7.5) (8.8) (7.3) (8.0) (9.4) (7.8) (8.3) (9.6) (8.0) (8.6) (10.2) (8.3) (8.7) (10.3) (8.5) (8.8) (10.4) (8.6)

合　　　計
3,775 534 3,241 3,778 536 3,242 3,778 537 3,242 3,779 537 3,242 3,780 537 3,243 3,780 537 3,242 3,780 537 3,242

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

資料：国土交通省

注１：道路は、一般道路、農道及び林道である。

注２：四捨五入により、内訳の和と合計等との数値が一致しない場合がある。

注３：( )内は、全国・三大都市圏・地方圏ごとの合計の面積に占める割合である。

　　　三大都市圏： 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良

県の１都２府８県

　　　地　方　圏：三大都市圏を除く地域

注４：平成２３年から地目区分を変更し、従来の「採草放牧地」、「原野」の区分を統合し、「原野等」とした。

注５：平成２９年から工業用地の対象を変更し、従来の「従業者１０人以上の事業所敷地面積」から「従業者４人以

上の事業所敷地面積」とした。
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令和２年の土地利用転換面積は約１９,５００ｈａで、 前年より減少した。 主な内訳として、 農地、 林

地及び埋立地から都市的土地利用 （住宅地、 工業用地、 公共用地等） への転換面積は約１３,４００

ｈａ （前年比約３,９００ｈａ減）、 農地から林地への転換面積は約４,０００ｈａ （前年比約９００ｈａ増） と

なった （図表１-３-３）。

図表１-３-３ 土地利用転換の概況

（ha、 ％）
年 ・ 転換源

用途
平成23年 24 25 26 

農地 林地 埋立地 計 農地 林地 埋立地 計 農地 林地 埋立地 計 農地 林地 埋立地 計

（都市的土地利用）

住 　 宅 　 地 (37.7) (36.8) (31.7) (25.8)

3,900 100 0 4,000 4,200 100 0 4,300 4,500 -100 0 4,400 4,100 0 0 4,100 

工　 業　 用　 地 (13.2) (14.5) (15.8) (24.5)

1,000 400 0 1,400 1,100 600 0 1,700 1,000 1,100 100 2,200 1,200 2,600 100 3,900 

公　 共　 用　 地 (21.7) (19.7) (19.4) (14.5)

1,300 900 100 2,300 1,300 800 200 2,300 1,500 1,100 100 2,700 1,600 700 0 2,300 

レジャー施設用地 (0.9) (1.7) (0.7) (0.6) 

100 0 0 100 100 100 0 200 100 0 0 100 100 0 0 100 

その他の都市的土地利用 (27.4) (29.1) (31.7) (35.8)

2,800  - 100 2,900 3,300  - 100 3,400 4,300  - 100 4,400 5,500 　　　- 200 5,700 

うち商業用地(店舗等施設) (5.7) (6.8) (5.8) (5.0)

600  - 0 600 800  - 0 800 800  - 0 800 800 　　　-  - 800 

小　　　　　計 (100) (100) (100) (100)

9,000 1,300 300 10,600 9,800 1,600 300 11,700 11,500 2,100 300 13,900 12,400 3,200 300 15,900 

（農林業的土地利用）

農 　 　 　 地 (21.4) (27.3) (12.5) (15.4)

 - 300  - 300 - 300  - 300 - 100  - 100 - 200  - 200 

林 　 　 　 地 (78.6) (72.7) (87.5) (84.6)

1,100  -  - 1,100 800  -  - 800 700  -  - 700 1,100 　　　-  - 1,100 

小　　　　　計 (100) (100) (100) (100)

1,100 300 0 1,400 800 300 0 1,100 700 100 0 800 1,100 200 0 1,300 

そ　　　 の　　　 他 1,200 1,000 0 2,200 1,300 1,000 0 2,300 1,600 1,400 0 3,000 1,800 1,400 0 3,200 

合　　　　　計 11,300 2,600 300 14,200 12,000 2,900 300 15,200 13,800 3,700 300 17,800 15,200 4,800 300 20,300 

年 ・ 転換源
用途

27 28 29 30 

農地 林地 埋立地 計 農地 林地 埋立地 計 農地 林地 埋立地 計 農地 林地 埋立地 計

（都市的土地利用）

住 　 宅 　 地 (26.9) (26.4) (26.6) (25.5)

4,200 0 0 4,200 4,200 100 0 4,300 4,000 100 0 4,100 4,100 0 0 4,100 

工　 業　 用　 地 (25.0) (25.8) (25.2) (23.6)

1,000 2,600 0 3,600 1,100 3,000 100 4,200 1,100 2,700 100 3,900 1,100 2,700 0 3,800 

公　 共　 用　 地 (12.2) (12.9) (9.7) (9.9)

1,300 600 0 1,900 1,300 700 100 2,100 1,100 400 0 1,500 1,300 300 0 1,600 

レジャー施設用地 (0.6) (0.6) (0.6) (0.6) 

100 0 - 100 100 0 0 100 100 0 0 100 100 0 0 100 

その他の都市的土地利用 (35.9) (34.4) (38.1) (40.4)

5,500  - 100 5,600 5,500 - 100 5,600 5,800 - 100 5,900 6,400 - 100 6,500 

うち商業用地(店舗等施設) (4.5) (4.3) (4.5) (3.7)

700  - 0 700 700 - 0 700 700 - 0 700 600 - 0 600 

小　　　　　計 (100) (100) (100) (100)

12,200 3,200 200 15,600 12,200 3,800 300 16,300 12,000 3,200 200 15,400 13,000 3,100 100 16,200 

（農林業的土地利
用）

農 　 　 　 地 (7.1) (5.7) (4.1) (2.9)

- 200  - 200 - 200  - 200 - 200  - 200 - 100  - 100 

林 　 　 　 地 (92.9) (94.3) (95.9) (97.1)

2,600  -  - 2,600 3,300 -  - 3,300 4,700 -  - 4,700 3,400 -  - 3,400 

小　　　　　計 (100) (100) (100) (100)

2,600 200 0 2,800 3,300 200 0 3,500 4,700 200 - 4,900 3,400 100  - 3,500 

そ　　　 の　　　 他 1,600 1,200 0 2,800 1,000 1,300 0 2,300 800 1,000 0 1,800 900 1,100  - 2,000 

合　　　　　計 16,500 4,600 200 21,300 16,400 5,400 300 22,100 17,500 4,400 200 22,100 17,300 4,300 100 21,700 

年 ・ 転換源
用途

令和元年 2 

農地 林地 埋立地 計 農地 林地 埋立地 計

（都市的土地利用）

住 　 宅 　 地 (23.1) (25.4)

3,900 100 0 4,000 3,400 0 0 3,400 

工　 業　 用　 地 (29.5) (19.4)

1,100 3,900 100 5,100 1,100 1,500 0 2,600 

公　 共　 用　 地 (8.7) (11.2)

1,100 400 0 1,500 1,100 400 0 1,500 

レジャー施設用地 (0.6) (1.5) 

100 0 0 100 100 100 0 200 

その他の都市的土地利用 (38.7) (42.5)

6,600 - 100 6,700 5,600 - 100 5,700 

うち商業用地(店舗等施設) (2.9) (3.7)

500 - 0 500 500 - 0 500 

小　　　　　計 (100) (100)

12,800 4,300 200 17,300 11,300 2,000 100 13,400 

（農林業的土地利用）

農 　 　 　 地 (6.1) (4.8)

- 200  - 200 - 200  - 200 

林 　 　 　 地 (93.9) (95.2)

3,100 -  - 3,100 4,000 -  - 4,000 

小　　　　　計 (100) (100)

3,100 200  - 3,300 4,000 200 - 4,200 

そ　　　 の　　　 他 900 1,400 - 2,300 800 1,000 - 1,800 

合　　　　　計 16,800 5,800 200 22,800 16,100 3,300 100 19,500 

資料：農林水産省、国土交通省の資料に基づき、国土交通省で推計。

注１：農地、林地及び埋立地からの転換ベースの面積であり、原野等からの転換面積は含まれていない。

注２：農地からの公共用地への転換面積については、農道、農業用排水路等農業的土地利用が一部含まれている。

注３：林地からの転換には、１ｈａ未満のものは含まれていない。

注４：林地からの転用については、当該年度の新規許可面積に対して変更許可による面積の減が大きければ負数となる

場合がある。

注５：十の位を四捨五入。四捨五入の関係で内訳の和が小計又は合計と一致しない場合がある。

注６：（ ）内は、小計の面積に占める割合である。
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（土地利用の推移）

令和２年度の全国における宅地供給量は４,５２４ｈａ （平成３０年度比２４．２％減） で、 その内訳は、

公的供給が２４９ｈａ （平成３０年度比３４．５％減）、 民間供給が４,２７５ｈａ （平成３０年度比２３．５％

減） となっており、 いずれも平成３０年度から大きく減少した （図表１-３-４）。

図表１-３-４ 全国の宅地供給量の推移

4941
（昭和）

5042 484344454647 51525354555657585960616263元
（平成）

2 3 4 5 6 7 8 910 111213141516171819202122232425262830 2
（令和）

（年）

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

（ha） 総数
23,400

総数4,524
公的249
民間4,275

総数
12,300
公的
3,700

民間
8,600

公的
5,500

民間
17,900

公的供給 民間供給

資料：国土交通省「全国の宅地供給量の推移」

注１：昭和４１年度から昭和６３年度の間、Ｍ．Ｇ．（ミディアムグロス＝住宅の敷地面積に細街路、プレ

イロット等を含めたもの）により推計を行っていたが、平成元年度以降については推計手法を一部

変更し、住宅用地に係る部分のみを推計している。

注２：公的供給とは、（独）都市再生機構、地方公共団体等の公的機関による供給、これらの機関の土地区

画整理事業による供給を含む。

注３：民間供給とは、上記以外の事業者による供給を含む。

注４：岩手県、宮城県及び福島県においては、平成２３～２６年度の宅地供給量について農地及び林地か

ら住宅用地への転用面積を計上している。

注５：平成２６年度以降は、隔年集計。

令和３年度の開発許可面積は２，２１６ｈａ、 土地区画整理事業認可面積は６３７ｈａとなっている （図

表１-３-５）。

図表１-３-５ 開発許可面積及び土地区画整理事業認可面積の推移

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000
（ha）

4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930 元 2 3
（平成） （令和）

（年）

2,2162,216

637637

開発許可面積 土地区画整理事業認可面積

資料：国土交通省

注１：開発許可とは、都市計画法に基づく開発許可のうち、主として住宅の建築の用に供する目的で

行われる開発行為に係るもの。

注２：土地区画整理事業認可面積は、個人・共同、組合、公共団体、行政庁、（独）都市再生機構、

地方住宅供給公社施行の合計。
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令和３年の全国における市街化区域内農地面積は４７,７４６ｈａ、 生産緑地地区指定面積は

１２,１２９ｈａとなっており、 近年はいずれも減少傾向である （図表１-３-６）。

図表１-３-６ 市街化区域内の農地面積の推移

（面積 ： ha、 農地率 ： ％）

年

地域
昭和６０ 平成７ １２ １７ ２２ ２７ 令和２ ３

市
街
化
区
域
農
地
面
積

全国 （A） 186,787 118,257 100,505 84,552 71,625 60,816 49,390 47,746

三大都市圏 85,775 48,217 40,062 33,457 30,771 25,475 20,600 19,820

東京圏 40,779 23,468 20,094 16,457 13,446 10,717 8,687 8,366

東京都 8,764 2,666 2,013 1,478 1,161 917 726 702

区部 1,877 603 438 247 176 113 77 72

地方圏 101,012 70,130 60,443 51,094 40,854 35,341 28,790 27,926

生
産
緑
地
地
区
指
定
面
積

全国 15,497 15,381 14,696 14,248 13,442 12,310 12,129

三大都市圏 15,494 15,378 14,690 14,193 13,361 12,212 12,026

東京圏 8,695 8,794 8,487 8,157 7,735 7,075 6,987

東京都 4,060 3,925 3,746 3,521 3,296 3,021 2,973

区部 591 558 515 472 464 401 396

地方圏 2 3 6 55 81 98 103

市 街 化 区 域 面 積

（B）

1,342,936 1,403,822 1,432,302 1,434,640 1,440,000 1,448,850 1,450,520 1,453,149
(4.5) (2.0) (0.2) (0.4) (0.6) (0.1) (0.2)

農地率　A／B 13.9 8.4 7.0 5.9 5.0 4.2 3.4 3.3

資料：総務省「固定資産の価格等の概要調書」及び国土交通省「都市計画現況調査」より国土交通省作成

注１：地域区分は、以下のとおり。

　　　三大都市圏：東京圏、中部圏及び近畿圏

　　　東　京　圏：茨城県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県

　　　中　部　圏：静岡県、愛知県及び三重県

　　　近　畿　圏：京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県

　　　地　方　圏：三大都市圏以外の道県

注２：各年とも市街化区域内農地面積は１月１日現在、生産緑地地区指定面積は３月３１日現在の数値。

　　　最新のデータについては、市街化区域内農地面積が令和３年、生産緑地地区指定面積が令和３年の数値。

注３：（ ）内は、左隣の欄に掲載している数値に対する伸び率。

注４：市街化区域内農地面積には、生産緑地、都市計画施設として定められた公園または緑地の区域等の内の農地面積

を含まない。
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（不動産供給等の推移）

令和４年の都市別事務所着工面積は、 東京都で約１,１１２千㎡ （前年比５９．４％減）、 大阪府で約

５１２千㎡ （前年比４２．７％減）、 愛知県で約３７２千㎡ （前年比１９．０％減） であり、 いずれも前年よ

り減少した （図表１-３-７）。

図表１-３-７ 都市別事務所着工面積の推移

東京都 大阪府 愛知県

5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930 元
（平成） （令和）
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500

（千㎡）

1,1121,112

512512
372372

資料：国土交通省「建築着工統計調査」

令和４年の新設住宅着工戸数は約８６．０万戸であり、 前年と比較すると０．５％の増加となった。 圏

域別にみると、 首都圏、 近畿圏で増加、 中部圏、 その他の地域で減少となった （図表１-３-８）。

図表１-３-８ 圏域別新設住宅着工戸数の推移

5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930 元
（平成）
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2 3 4（年）

首都圏 中部圏 近畿圏 その他の地域
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180

86.086.0

32.032.0

13.813.8
10.010.0
30.130.1

資料：国土交通省｢建築着工統計調査｣

注１：圏域区分は、以下のとおり。

　　　首都圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

　　　中部圏：岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

　　　近畿圏：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

　　　その他の地域：上記以外の地域

注２：四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。
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令和４年における店舗着工面積は約４，１７２千㎡ （前年比２．４％減）、 １棟当たりの床面積は７１２㎡

（前年比１０．０％減） であり、 いずれも前年より減少した （図表１-３-９）。

図表１-３-９ 店舗着工面積の推移
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資料：国土交通省「建築着工統計調査」

令和４年における宿泊業用建築物の着工面積は約１，２０１千㎡ （前年比８．９％減）、 １棟当たりの床

面積は５０６㎡ （前年比４５．４％減） であり、 いずれも前年より減少した （図表１-３-１０）。

図表１-３-１０ 宿泊業用建築物着工面積の推移
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資料：国土交通省「建築着工統計調査」

28



令和３年における工場立地件数は８６４件 （前年比４．０％増）、 立地面積は１２，８４０千㎡ （前年比

１１．２％増） であり、 いずれも前年より増加した （図表１-３-１１）。

図表１-３-１１ 工場立地件数及び立地面積の推移
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資料：経済産業省「工場立地動向調査」

令和４年における倉庫着工面積は約１３,２９１千㎡ （前年比１．０％増）、 １棟当たりの床面積は

１,０２４㎡ （前年比７．６％増） であり、 いずれも前年より増加した （図表１-３-１２）。

図表１-３-１２ 倉庫着工面積の推移
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資料：国土交通省「建築着工統計調査」

29

土
地
に
関
す
る
動
向

令和４年度の土地に関する動向



令和３年度の駐車場整備は、 「駐車場法」 （昭和３２年法律第１０６号） に基づく附置義務駐車施設

が最も多く、 約３,５０６千台であり、 調査開始以来、 増加を続けている。 次いで多いのが届出駐車

場で、 約１,８９９千台であった。 都市計画駐車場 （約１１３千台） と路上駐車場 （約０．５千台） は、

ほぼ横ばいで推移している （図表１-３-１３）。

図表１-３-１３ 駐車場整備の推移

6 9 12 15 18 21 24 27 30
（昭和） （平成） （令和）

3333 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63
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附置義務駐車施設 届出駐車場 都市計画駐車場 路上駐車場

資料：国土交通省「自動車駐車場年報」
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	 第４節	 不動産市場の動向

（オフィス市場の動向）

東京都心５区 （千代田区、 中央区、 港区、 新宿区、 渋谷区） では、 令和２年Ⅱ期 （４～６月） 以

来上昇が続いていたオフィスビルの空室率が、 令和３年Ⅲ期 （７～９月） 以降ほぼ横ばいとなってお

り、 令和４年Ⅳ期 （１０～１２月） は６．４％である。 オフィスビルの平均募集賃料は、 令和２年Ⅲ期 （７

～９月） をピークに下落が続いているが、 令和４年に入り下落幅が鈍化している （図表１-４-１）。

図表１-４-１ オフィスビル賃料及び空室率の推移 （東京都心５区）
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ⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣ
平成25 26 27 28 29 30 31・令和元 2 3 4 （年）

（期）

平均募集賃料（右軸）

20,08520,085

6.46.4

空室率（左軸）

資料：三鬼商事㈱「MIKI OFFICE REPORT TOKYO」より国土交通省作成

注１：Ⅰ～Ⅳ期の値は、月次の値を平均した値。

注２：対象地域は、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区

注３：対象ビルは、基準階面積１００坪以上の主要貸事務所ビル

　　　（調査月を含め、築１年未満の新築ビルと築１年以上の既存ビルの合計）

大阪市においても、 令和４年からオフィスビルの空室率がほぼ横ばいとなっている。 名古屋市では、

令和４年Ⅱ期 （４～６月） まで空室率が上昇していたが、 Ⅲ期 （７～９月） から下落している。 オフィ

スビルの平均募集賃料は、 大阪市でほぼ横ばいとなっている一方で、 名古屋市では令和３年以降上

昇が続いている （図表１-４-２）。
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図表１-４-２ オフィスビル賃料及び空室率の推移 （大阪 ・名古屋）
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5.15.1

5.55.5

資料：三鬼商事㈱「MIKI OFFICE REPORT OSAKA」・「MIKI OFFICE REPORT NAGOYA」より国土交通省作成

注１：Ⅰ～Ⅳ期の値は、月次の値を平均した値。

注２：対象地域は、

　　　大　阪：梅田地区、南森町地区、淀屋橋・本町地区、船場地区、心斎橋・難波地区、新大阪地区

　　　名古屋：名駅地区、伏見地区、栄地区、丸の内地区

注３：対象ビルは、

　　　大　阪：延床面積１，０００坪以上の主要貸事務所ビル

　　　名古屋：延床面積５００坪以上の主要貸事務所ビル

　　　（調査月を含め、築１年未満の新築ビルと築１年以上の既存ビルの合計）

札幌市、 仙台市のオフィスビルの空室率は、 令和３年Ⅳ期 （１０～１２月） 以降、 下落している。 横

浜市の空室率は令和３年に引き続き上昇傾向であり、 福岡市の空室率は令和４年Ⅲ期 （７～９月） ま

では上昇していたがⅣ期 （１０～１２月） は下落に転じた。 オフィスビルの平均募集賃料は、 札幌市、

横浜市、 福岡市で上昇傾向、 仙台市で下落傾向となった （図表１-４-３）。

図表１-４-３ オフィスビル賃料及び空室率の推移 （札幌 ・仙台 ・ 横浜 ・福岡）
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資料： 三鬼商事㈱「MIKI OFFICE REPORT SAPPORO」・「MIKI OFFICE REPORT SENDAI」・「MIKI OFFICE REPORT YOKOHAMA」・「MIKI OFFICE REPORT 

FUKUOKA」より国土交通省作成

注１：Ⅰ～Ⅳ期の値は、月次の値を平均した値。

注２：対象地域は、

　　　札幌：駅前通・大通公園地区、駅前東西地区、南１条以南地区、創成川東・西１１丁目近辺地区、北口地区

　　　仙台：駅前地区、一番町周辺地区、県庁・市役所周辺地区、駅東地区、周辺オフィス地区

　　　横浜：関内地区、横浜駅地区、新横浜地区、みなとみらい２１地区

　　　福岡：赤坂・大名地区、天神地区、薬院・渡辺通地区、祇園・呉服町地区、博多駅前地区、博多駅東・駅南地区

注３：対象ビルは、

　　　札幌：延床面積１００坪以上の主要貸事務所ビル

　　　仙台：延床面積３００坪以上の主要貸事務所ビル

　　　横浜：延床面積５００坪以上の主要貸事務所ビル

　　　福岡：延床面積１００坪以上の主要貸事務所ビル

　　　（調査月を含め、築１年未満の新築ビルと築１年以上の既存ビルの合計）
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（住宅市場の動向）

令和４年における新築マンションの１㎡当たり単価は、 首都圏はⅠ期 （１～３月） に１００万円を超え

たが、 その後９０万円台となっている。 近畿圏はⅠ期 （１～３月）、 Ⅱ期 （４～６月） に下落したが、

Ⅲ期 （７～９月） 以降は再び上昇している。 平均価格は、 首都圏、 近畿圏とも１㎡当たり単価とおお

むね同じ傾向で推移している （図表１-４-４）。

図表１-４-４ 首都圏 ・近畿圏の新築マンション価格の推移
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資料：㈱不動産経済研究所「首都圏 新築分譲マンション市場動向」、「近畿圏 新築分譲マンション市場動向」

より国土交通省作成

　注：圏域区分は、以下のとおり。

　　　首都圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

　　　近畿圏：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

令和４年におけるマンションの在庫戸数は、 首都圏、 近畿圏共に減少し、 首都圏は５,９１９戸、 近

畿圏は３,９０５戸となった。

また、 契約率 （新規に発売されたマンションのうち、 当月内に成約となった物件の割合） は、 首都

圏は下落し７０．４％となったが、 近畿圏は上昇し、 ７２．７％となった （図表１-４-５）。
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図表１-４-５ 首都圏 ・近畿圏のマンションの在庫戸数と契約率の推移
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首都圏（在庫戸数）（左軸）

近畿圏（契約率）（右軸）
近畿圏（在庫戸数）（左軸）

資料：㈱不動産経済研究所「首都圏 新築分譲マンション市場動向」、「近畿圏 新築分譲マンション市場動向」

より国土交通省作成

注１：圏域区分は、図表１-４-４に同じ。

注２：在庫戸数は、その年から過去５年間に新規に販売されたマンションのうち、その年の年末時点で未成

約の物件の戸数。

令和４年における賃貸マンションの賃料指数 （平成２１年Ⅰ期 （１～３月） を１００とする。） は、 東京

２３区は、 ほぼ横ばいで推移し、 令和４年Ⅳ期 （１０～１２月） に１１４．１となった。 大阪市はⅡ期 （４～

６月） 以降上昇し、 Ⅳ期 （１０～１２月） に１２６．７となった （図表１-４-６）。

図表１-４-６ 東京２３区 ・大阪市のマンション賃料指数の推移
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27

ⅠⅡⅢⅣ
28

ⅠⅡⅢⅣ
29 30 31・

令和元
2 3 4 （年）

（期）

資料：「マンション賃料インデックス（アットホーム㈱、㈱三井住友トラスト基礎研究所）

　　　（部屋タイプ：総合：１８㎡以上１００㎡未満、エリア：東京２３区・大阪市）」より国土交通省作成

　注：平成２１年Ⅰ期を１００とした指数値である。
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令和４年における中古マンションの成約平均価格は、 首都圏で４,２７６万円 （前年比１０．５％増）、

近畿圏で２,６６９万円 （前年比６．４％増） であり、 上昇基調である。 成約件数は、 首都圏が

３５,４２９件 （前年比１１．０％減）、 近畿圏では１６,８１４件 （前年比１．６％減） となり、 首都圏、 近畿

圏共に、 前年から減少した （図表１-４-７）。

図表１-４-７ 首都圏 ・近畿圏における中古マンション成約件数及び成約平均価格の推移
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成約平均価格（近畿圏）（右軸）
成約件数（近畿圏）（左軸）

25 26 27 28 29 30 元 2 3 4
（平成） （令和）

（年）

資料：（公財）東日本不動産流通機構「月例マーケットウォッチ」及び「年報マーケットウォッチ」、

　　　（公社）近畿圏不動産流通機構「マンスリーレポート」より国土交通省作成

注１：圏域区分は、図表１-４-４に同じ。

注２：近畿圏は、専有面積が３５０㎡以下の物件を計上。

令和４年における中古戸建住宅の成約件数は、 首都圏で１３,４４６件 （前年度比１２．９％減）、 近畿

圏では１０,１９４件 （前年度比３．７％減） といずれの圏域でも減少となった。 成約平均価格について

は、 首都圏で３,７５３万円 （前年度比８．８％増）、 近畿圏で２,２４３万円 （前年度比５．９％増） とい

ずれの圏域でも上昇した （図表１-４-８）。

図表１-４-８ 首都圏 ・近畿圏における中古戸建住宅の成約件数及び成約平均価格の推移
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資料：（公財）東日本不動産流通機構「月例マーケットウォッチ」及び「年報マーケットウォッチ」、

　　　（公社）近畿圏不動産流通機構「マンスリーレポート」より国土交通省作成

注１：圏域区分は、図表１-４-４に同じ。

注２：近畿圏は、土地面積が５０～３５０㎡の物件を計上。
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（店舗、 宿泊施設、 物流施設の市場の動向）

主要都市の店舗賃料は、 令和４年Ⅳ期 （１０～１２月） は、 東京 ・ 横浜で３４，７３８円／坪 （対前年

同月期比０．２％増）、 京都 ・ 大阪 ・ 神戸で２１，５９３円／坪 （対前年同月期比７．６％増）、 名古屋で

１７，８８５円／坪 （対前年同月期比０．１％減）、 札幌で１３，８５４円／坪 （対前年同月期比８．７％増）、

福岡で２０，１３８円／坪 （対前年同月期比１．９％増） となり、 名古屋以外の都市で上昇となった （図

表１-４-９）。

図表１-４-９ 主要都市の店舗賃料の推移
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（期）
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東京・横浜 京都・大阪・神戸 名古屋 札幌 福岡

資料：（一財）日本不動産研究所、㈱ビーエーシー・アーバンプロジェクト「店舗賃料トレンド」

　　　（データ提供：スタイルアクト㈱）より作成

　注：対象地域は、

　　　東京・横浜：銀座エリア、渋谷エリア、新宿エリア、池袋エリア、表参道エリア、横浜エリア

　　　京都・大阪・神戸：四条河原町エリア、心斎橋エリア、三宮エリア

　　　名古屋：栄エリア

　　　札幌：大通エリア

　　　福岡：天神エリア

36



令和３年の旅館 ・ ホテルの客室稼働率は、 いずれの宿泊施設タイプでも令和２年と大きく変わらず、

令和元年までの水準と比較して下落している （図表１-４-１０）。

図表１-４-１０ 旅館 ・ホテルの客室稼働率の推移

0

（%）

24 25 26 27 28 29 30 元 2 3
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資料：国土交通省「宿泊旅行統計調査」

　注：総合には、簡易宿所、会社・団体の宿泊所及び宿泊施設タイプ不詳を含む。

令和４年における物流施設の賃料は、 首都圏４エリア全てが高水準で横ばいとなっている。 空室率

については低水準であるものの、 外環道エリア、 国道１６号エリア、 圏央道エリアでは若干の上昇が

みられた （図表１-４-１１）。

図表１-４-１１ 首都圏における物流施設の賃料と空室率
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国道16号エリア・空室率（左軸） 圏央道エリア・空室率（左軸）

資料：シービーアールイー㈱公表資料より国土交通省作成

注１：空室率は、竣工１年以上の物流施設を対象。

注２：東 京 ベ イ エ リ ア：東京都湾岸のコアなエリア

　　　外 環 道 エ リ ア：東京ベイエリアを除く、東京外かく環状道路に囲まれたエリア

　　　国道１６号エリア：東京外かく環状道路から環状道路・国道１６号線沿線までの半ドーナツ状のエリア

　　　圏 央 道 エ リ ア： 国道１６号線の外側に当たるエリア（東京都、埼玉県、茨城県、千葉県を通る  

環状道路・首都圏中央連絡自動車道がその中心）
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	 第５節	 不動産投資市場の動向

（不動産証券化市場の動向）

不動産証券化には、 主なスキームとして、 ① 「投資信託及び投資法人に関する法律」 （昭和２６年

法律第１９８号） に基づく不動産投資信託 （リート）、 ② 「不動産特定共同事業法」 （平成６年法律第

７７号） に基づく不動産特定共同事業、 ③ 「資産の流動化に関する法律」 （平成１０年法律第１０５号）

に基づく特定目的会社 （ＴＭＫ）、 ④合同会社を資産保有主体として、 匿名組合出資等で資金調達を

行うＧＫ-ＴＫスキーム （合同会社-匿名組合方式） 等がある。

国土交通省では、 令和１２年頃までにリート等 （上記①及び②） の資産総額を約４０兆円にするとい

う目標を設定しているところ、 令和４年３月末時点の資産総額は取得価額ベースで約２７兆円であり、

その主な用途の資産取得額割合は、 事務所が３２．７％、 倉庫が２２．３％、 住宅が１９．４％、 商業施

設が９．３％、 ヘルスケア施設が２．４％、 ホテル ・ 旅館が１．２％となった （図表１-５-１、 １-５-２）。

図表１-５-１ リート等の資産総額の推移
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＜不動産特定共同事業＞資料：国土交通省「不動産証券化実態調査」

　　　　　　　　　　　　注：平成２２年度以前は本調査項目を設けていなかったため、データはなし。

＜私募リート＞　　　　資料： （一社）不動産証券化協会「私募リート・クォータリー（２０２２年３月末）」より

国土交通省作成

　　　　　　　　　　　注１：平成２３年、２４年は前年１２月と当年６月との中間値であり、推測値。

　　　　　　　　　　　注２：取得価格に基づく。

＜Ｊリート＞　　　　　資料：（一社）不動産証券化協会「ARES J-REIT Databook」より国土交通省作成

　　　　　　　　　　　注１：平成１３年９月、平成１４年３月は（一社）不動産証券化協会推計値。

　　　　　　　　　　　注２：取得価額に基づく。

注：四捨五入により、内訳の和が合計値と一致しない場合がある。
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図表１-５-２ リート等の用途別資産取得額の割合
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資料：国土交通省｢不動産証券化実態調査｣

　注：令和３年度の数値

（Ｊリート市場の動向）

Ｊリートについて、 令和４年１２月末現在、 ６１銘柄が株式会社東京証券取引所に上場されており、

時価総額は約１５．８兆円となっている （図表１-５-３）。

図表１-５-３ Ｊリート上場銘柄数と時価総額の推移
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資料：（一社）不動産証券化協会「ARES J-REIT Databook」より国土交通省作成
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Ｊリート市場全体の値動きを示す東証ＲＥＩＴ 2指数は、 令和４年の年初に２，０００ポイント台であった

が、 米金利上昇への警戒感、 新型コロナウイルス感染症の再拡大等による投資家心理の悪化やロシ

アによるウクライナ侵略が影響し、 同年２月末には１，８００ポイント台まで下落した。 同年３月にはウクラ

イナ情勢についての改善期待等により一時２，０００ポイント台まで回復したが、 その後の金融引き締め

に積極的なＦＲＢ 3の姿勢や日本銀行による長期金利の上限の引上げを受け、 同年１２月末時点で

１，８００ポイント台となっている （図表１-５-４）。

図表１-５-４ 東証ＲＥＩＴ指数と日経平均株価の推移
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資料：㈱日本経済新聞社、㈱東京証券取引所公表資料より国土交通省作成

　注：双方とも、平成１５年３月３１日を１，０００とした指数値である。

投資部門別Ｊリート売買動向を令和４年の購入金額割合でみると、 海外投資家が７１．３％、 投資信

託が１０．８％、 金融機関が８．６％、 国内個人投資家が７．５％、 事業法人が１．１％、 証券会社が

０．５％、 その他法人等が０．２％を占めており、 海外投資家の動向がＪリート市場に与える影響は大き

い （図表１-５-５）。

図表１-５-５ 投資部門別のＪリート売買動向
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海外投資家 個人 証券会社 投資信託 事業法人 金融機関 その他法人等
令和3 令和4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

売却金額 購入金額

各投資部門によるJリート売買の合計
令和３年計 ： 25.7兆円
令和４年計 ： 22.6兆円

買い越し（売り越し）金額

8,821,768 
8,043,489 

1,132,851 845,056 
101,029 54,298 

1,414,657 1,217,294 
136,282 126,549 

1,113,695 974,958 
14,761 18,505 260,554 69,291 75,687 

8,821,768 8,821,768 8,821,768 
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136,282 136,282 136,282 126,549 126,549 126,549 

1,113,695 1,113,695 1,113,695 974,958 974,958 974,958 
14,761 14,761 14,761 18,505 18,505 18,505 260,554 260,554 260,554 69,291 69,291 69,291 75,687 75,687 75,687 

(8,561,214)
(7,974,199)

(1,348,681) (922,502) (111,388) (56,670)
(1,587,231)

(1,141,607) (142,299) (126,968) (1,194,858) (1,057,113) (17,280) (39,765)
(215,830) (77,446) (10,359) (2,372) (172,574) (6,017) (419) (81,162) (82,154) (2,519) (21,260)

(8,561,214)
(7,974,199)

(1,348,681) (922,502) (111,388) (56,670)
(1,587,231)

(1,141,607) (142,299) (126,968) (1,194,858) (1,057,113) (17,280) (39,765)
(215,830) (77,446) (10,359) (2,372) (172,574) (6,017) (419) (81,162) (82,154) (2,519) (21,260)

（年）

資料：㈱東京証券取引所公表資料より国土交通省作成

2	 Real	Estate	Investment	Trust （不動産投資信託） の略
3	 The	Federal	Reserve	Board （米国連邦準備制度理事会） の略
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（不動産業向けの貸出動向）

銀行等による不動産業向け新規貸出は、 日本銀行 「貸出先別貸出金」 によれば、 令和４年は前年

から増加し１２兆３，５１７億円となっている （図表１-５-６）。

図表１-５-６ 不動産業向け新規貸出の推移
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資料：日本銀行「貸出先別貸出金」より国土交通省作成

銀行等による不動産業向け貸出残高は、 日本銀行 「貸出先別貸出残高」 によれば、 引き続き増加

傾向が顕著であり、 令和４年は過去最高の９３兆８,３９３億円となっている （図表１-５-７）。

図表１-５-７ 不動産業向け貸出残高の推移
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資料：日本銀行「貸出先別貸出残高」より国土交通省作成
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	 第６節	 土地 ・ 不動産の所有 ・ 利用 ・ 管理に関する意識

（国民の土地 ・ 不動産に関する意識）

国民にとって、 土地の所有は、 生活の基盤である住宅用地等としての目的だけでなく、 資産として

の目的を有する。

国土交通省では 「土地問題に関する国民の意識調査」 （以下 「意識調査」 という。） を毎年行って

いるが、 令和２年度においては新型コロナウイルス感染症の影響により、 調査方法をこれまでの面接

聴取法から郵送法に変更して実施した。 また、 令和３年度より調査方法を郵送法に加え、 オンライン

による回答も可能として実施した。

令和４年度の意識調査 4によると、 「土地は預貯金や株式などに比べて有利な資産か」 という質問に

対し、 「そう思う」 と回答した者の割合は１７．９％、 「そうは思わない」 と回答した者の割合は２８．１％、

「どちらともいえない」 と答えた者の割合が３５．７％となった。 過去の調査結果では、 平成２１年度意

識調査から令和３年度意識調査まで 「そうは思わない」 の割合が 「そう思う」 の割合を上回る結果

が続いており、 今回の意識調査でも 「そうは思わない」 の割合が 「そう思う」 の割合を上回った。

これらの回答を土地の所有の有無別にみると、 土地所有者のうち 「そう思う」 と回答した者の割合

は１９．２％、 土地を所有していない者のうち 「そう思う」 と回答した者の割合は１５．７％となっており、

土地所有者の方が 「そう思う」 と回答した割合が高くなった。 また、 都市圏別にみると、 「そう思う」

と回答した者の割合が大都市圏で２１．５％、 地方圏で１５．０％となっており、 大都市圏が地方圏より高

くなった （図表１-６-１）。

4	 「土地問題に関する国民の意識調査」 （令和４年度調査対象） ： 母集団は、 全国の市区町村に居住する満１８歳以上の者。 サ
ンプルサイズ ： ３,０００人。 抽出方法 ： 層化二段無作為抽出法。 有効回答数 ： １,５０６人 （有効回答率５０．２％）。 調査期
間 ： 令和４年１１月２２日～令和５年２月２０日。 令和２年度から令和４年度の調査手法はそれぞれ、 それ以前の調査手法と異
なるため、 当該各年度の調査結果とそれ以前の調査結果を単純に比較することはできない。
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図表１-６-１ 土地は預貯金や株式などに比べて有利な資産か
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資料：国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」

　注：大都市圏：東京圏、大阪圏、名古屋圏

　　　東 京 圏：首都圏整備法による既成市街地及び近郊整備地帯を含む市区町村

　　　大 阪 圏：近畿圏整備法による既成都市区域及び近郊整備区域を含む市町村

　　　名古屋圏：中部圏開発整備法による都市整備区域を含む市町村

　　　地 方 圏：大都市圏以外の市町村
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「そう思う」 と回答した者にその理由を聞いたところ、 「土地はいくら使っても減りもしなければ、 古

くもならない、 なくならない （物理的に滅失しない）」 と回答した者の割合が３６．３％と最も高かった

（図表１-６-２）。

図表１-６-２ 土地を資産として有利と考える理由
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価格の変動リスクの大きい株式等と比べて、地価が大きく下落するリスクは小さい
長い目でみれば、地価上昇による値上がり益が期待できる
土地を保有していると信用力が高まり、融資を受ける際に有利である
地価は自分の労力や資本の投下によらず、周辺の開発などにより上昇するため、土地への投資はほかの資産への投資に比べて有利である
その他
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資料：国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」

　注：「地価は大きく下落するリスクが小さい」、「地価上昇による値上がり益が期待できる」の選択肢は 

平成１２年度調査より追加。

「そう思わない」 と回答した者にその理由を聞いたところ、 「土地は預貯金などに比べて、 維持管理

にかかるコスト負担が大きいから」 が４３．３％と最も高く、 以下、 「不動産である土地は株式などと比

べて流動性が低く、 運用方法が限定的であるから」 が２１．７％、 「地価上昇による短期的な値上がり

益が期待できないから」 が１４．７％、 「地価は自然災害や周辺開発等の影響を受けると、 下落するリ

スクが大きいから」 が１４．２％の順となった （図表１-６-３）。

図表１-６-３ 土地を資産として有利と考えない理由
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資料：国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」
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次に、 「土地を所有したいか」 という質問に対し、 「所有したい」 と回答した者の割合が４４．２％と

なり、 「所有したくない」 と回答した者の割合が２３．８％となった。 また、 「どちらともいえない」 が

３０．７％となった （図表１-６-４）。

図表１-６-４ 土地を所有したいと思うか
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資料：国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」

「土地を所有したい」 と回答した者にその理由を聞いたところ、 「居住用住宅等の用地として自らで

利用したいから」 と回答した者の割合が６４．９％と最も高く、 次いで、 「子供や家族に財産として残し

たい （相続させたい） から」 が２５．４％と高かった （図表１-６-５）。

図表１-６-５ 土地を所有したいと思う理由
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わからない
その他
無回答
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資料：国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」
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また、 「土地を所有したくない」 と回答した者にその理由を聞いたところ、 「所有するだけで費用や

手間がかかるから」 と回答した者の割合が４１．８％と最も高く、 次いで、 「使い道がないから」 が

２４．５％となった （図表１-６-６）。

図表１-６-６ 土地を所有したいと思わない理由

令和元

（年度）

2

3

4

所有するだけで費用や手間がかかるから
使い道がないから
取得費用がかかるから
相続手続が複雑で面倒だから
子供や家族が相続する意向ではないから
売却する時に金銭的な損失が発生するかもしれないから
わからない
その他
無回答
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資料：国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」資料：国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」
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次に、 自らが住むための住宅の所有に関する国民の意識をみると、 「土地 ・ 建物については、 両方

とも所有したい」 と回答した者の割合が６５．５％となった。

また、 圏域別の結果では、 「土地・建物については、 両方とも所有したい」 と回答した者の割合が、

大都市圏で６４．２％、 地方圏で６６．７％となった （図表１-６-７）。

図表１-６-７ 持ち家志向か借家志向か
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資料：国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」

　注：圏域区分は、図表１-６-１に同じ。

47

土
地
に
関
す
る
動
向

令和４年度の土地に関する動向



	 第７節 適正な土地の利用 ・ 管理及び円滑な取引に向けたデジタル技術の活用

1 デジタル技術の活用の必要性

人口減少や土地利用ニーズの低下を背景として、 空き家 ・ 空き地の増加に加え、 不動産登記情報

等では所有者がわからない所有者不明土地や、 管理不全状態にあり外部不経済をもたらす土地の増

加が懸念されている。 これらの土地等は、 生活環境の悪化に加え、 インフラ整備や防災対策の遅れに

もつながることから、 早急な対応が必要である。

土地の利用 ・ 管理の担い手が減少する一方、 市場では解決が困難な課題が多くなっている。 この

ため、 地方公共団体等の公的主体の役割が期待されるが、 人手不足等の課題を克服する必要があ

る。 近年発展が著しいデジタル技術の利点として、 従来は場所や時間の制約で実現できなかった活

動、 サービスの提供が可能となることや、 分野や主体の垣根を越えたデータ連携により複合的な課題

に効率的 ・ 効果的に対応できることが挙げられる。 土地政策の分野においても、 デジタル技術を積極

的に活用することで、 土地の利用 ・ 管理 ・ 取引の各局面における効率化 ・ 高度化が期待される。

また、 「デジタル田園都市国家構想総合戦略」 （令和４年１２月２３日閣議決定） では、 地方の社会

課題の解決や魅力の向上のためにデジタルの力を活用していくことが取組方針として掲げられており、

魅力的な地方都市生活圏の形成や地域の安全 ・ 安心の確保等の観点からも、 デジタル技術の活用が

求められている。

これらを踏まえ、 官民が保有するデータの連携 ・ 活用を促進するための基盤の整備を進めるととも

に、 インフラ整備 ・ 防災対策、 土地の適正な管理、 不動産流通等の各分野において、 デジタル技術

を活用し、 取組の効率化 ・ 高度化を進め、 地方の社会課題の解決や魅力の向上につなげていくこと

が必要である。
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２ デジタル技術の活用の経緯

土地政策に活用できる代表的なデジタル技術としては、 ＧＩＳ 5が挙げられる。 ＧＩＳは、 位置に関す

る情報を持ったデータ （空間データ） を総合的に管理 ・加工し、 電子地図上に可視化することにより、

高度な分析や迅速な判断を可能にする技術である。

政府におけるＧＩＳに関する本格的な取組は、 平成７年に発生した阪神 ・ 淡路大震災を契機として始

まった。 関係機関が保有するデータを相互に利用するシステムがなかったため、 早期の被害状況の把

握、 震災直後の救援活動の支援、 復興の支援等を迅速かつ効率的に進めることができなかったこと

が大きな反省点として提起され、 関係省庁の連携の下にＧＩＳの効率的な整備及びその相互利用を促

進することとされたのである。 平成７年９月に、 「地理情報システム （ＧＩＳ） 関係省庁連絡会議」 が設

置され、 平成８年１２月には 「国土空間データ基盤の整備及びＧＩＳの普及の促進に関する長期計画」

が策定された。 これは、 ＧＩＳを利用する上で不可欠な、 国土に関する基礎的データである 「国土空

間データ基盤」 の整備を中核的な取組として推進するもので、 ハードウェア、 ソフトウェアの低価格化

が進み、 簡易なＧＩＳ導入が可能になる一方で、 地図データ等については電子化が進んでいないなど

の課題があったことを踏まえた取組であった。 その後、 「国土空間データ基盤標準及び整備計画」 （平

成１１年３月）、 「ＧＩＳアクションプログラム２００２－２００５」 （平成１４年２月） 等が策定され、 異なる主

体により整備された空間データの相互利用を容易にするための標準化、 空間データ基盤の整備 ・ 提

供、 ＧＩＳの普及啓発等が行われてきた。

さらに、 こうした地理空間情報を高度に活用できる社会の実現には、 地図情報の電子化のみなら

ず、 それを活用していく技術、 制度、 人材等の総合的 ・ 体系的な整備を図る必要があるとの認識の

下、 平成１９年５月に 「地理空間情報活用推進基本法」 （平成１９年法律第６３号） が制定された。 同

法に基づき、 地理空間情報の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、 平成

２０年４月に第１期 「地理空間情報活用推進基本計画」 が策定され、 基盤地図情報等の基礎的な地

理空間情報の整備やその提供 ・ 流通に関する仕組みの構築等が更に進められた。

基盤地図情報とは、 建物の外周線や道路縁、 市区町村の境界線や代表点等の位置情報であり、

電子地図における位置の基準となる情報として、 「地理空間情報活用推進基本法」 に基づき、 国土交

通省等が整備している。 このほか、 国土交通省では、 地形、 土地利用、 公共施設、 災害リスク情報、

都市計画等の国土に関する基礎的な地理空間情報をＧＩＳデータにした 「国土数値情報」 の整備及び

ウェブサイトでの無償提供も行っており、官民問わず様々な主体において活用されているところである。

その後、 第２期、 第３期の計画に基づく取組を経て、 ＧＩＳは、 現在、 都市計画、 公共施設管理、

防災、 農地管理、 森林管理、 建築確認 ・ 建築指導等の様々な分野で、 国、 地方公共団体、 民間事

業者の多様な業務において活用されている。 令和４年３月に閣議決定された第４期 「地理空間情報活

用推進基本計画」 では、 地理空間情報に関する技術の進化等を踏まえ、 そのポテンシャルを最大限

に活用した多様なサービスの創出 ・ 提供の実現を目指し、 統合型Ｇ空間防災 ・ 減災システムの構築

の推進、 スマート農業の加速化、 ３Ｄ都市モデルの整備 ・ 活用 ・ オープンデータ化等の様々な施策に

取り組むこととされている。

5	 Geographic	Information	System （地理情報システム） の略
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３ 情報連携基盤の整備

（１）　オープンデータ、 ベース ・ レジストリ

近年、 行政活動の透明性を確保し、 市民の参画や官民の連携 ・ 協働を促進するオープンガバメン

トの流れを受けて、 官民が保有するデータの活用促進、 すなわち 「オープンデータ」 への関心が高ま

りつつある。 東日本大震災の復旧 ・ 復興を通じて得られた教訓や、 スマートフォンの急速な普及をは

じめとする情報通信技術を取り巻く環境の変化も相まって、 政府においてもオープンデータに対する

取組を強化しており、 「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」 （平成２５年６月１４日閣議決定） に公共データ

の民間開放の推進が盛り込まれた。 また、 「官民データ活用推進基本法」 （平成２８年法律第１０３号）

において、 国及び地方公共団体は自ら保有するデータの利活用の促進のために必要な措置を講ずる

こととされており、 オープンデータ ・ バイ ・ デザイン 6の考えに基づき、 国、 地方公共団体、 事業者が

公共データの公開及び活用に取り組む上での指針として 「オープンデータ基本指針」 を示すなどオー

プンデータへの取組を推進しており、 国民参加 ・ 官民協働による諸課題の解決、 経済活性化、 行政

の高度化 ・ 効率化等が期待されている。

各府省が地図情報やアドレス情報等をそれぞれ整備 ・ 運用していると、 データ連携が困難であるこ

とから、 内閣官房は、 令和３年５月に 「ベース・レジストリ 7」 を指定し、 データベースの整備を進める

こととした。 例えば、 土地に関しては、 住所や所在地等のアドレスや不動産登記情報等を整備対象と

している。 関係省庁は、 令和７年度にこれらの情報の一元管理を開始すべく、 マスターデータの整備

に取り組んでいるところである。

地方公共団体においても、 住民や民間企業と連携を図りつつ地域の課題を解決するため、 防災計

画やまちづくり、 生活等に関連する公共データの電子化や公開が進められているが、 公開されている

データセットが異なっている場合があり、 データの利活用に必ずしもつながっていない。 このため、 デ

ジタル庁では、 政府として公開を推奨するデータセットと、 データ作成に当たって準拠すべきルールや

フォーマット等を取りまとめた 「自治体標準オープンデータセット」 を公開している。

公共データの公開 ・ 利活用に向けた取組として、 国土交通省では、 各地方公共団体が保有する都

市計画基礎調査 8情報のオープン化に向け、 個人情報保護委員会事務局と協議を行い、 個人情報該

当性の判断基準、 公開 （オープン化） に関する方法論の整理を行い、 地方公共団体向けの通知

（「都市計画基礎調査のオープンデータ化に向けた土地利用現況及び建物利用現況の取り扱いについ

て （令和５年３月）」） を発出している。 また、 個人情報保護等の観点も踏まえた 「都市計画基礎調

査情報の利用 ・ 提供ガイドライン」 等を策定 ・ 公表するとともに、 想定されるユースケースごとにオー

プン化された情報を利用して分析する手順について解説した手順書を作成している。 こうしたデータ

は、 コンパクト ・ プラス ・ ネットワーク 9の取組における市町村間での都市構造の比較や、 民間利用に

よる地域課題の解決への活用、 官民が連携したスマートシティの取組において、 関係者がプラット

フォーム上で共有するオープンデータとしての活用等が期待されている。

また、 一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会が運営する 「Ｇ空間情報センター」 は、 地理空

間情報の流通 ・ 利活用のハブとして、 産官学の様々な機関が保有するデータを公開している。 ３Ｄ都

市モデルや人流等、 新規データの登録も増加してきており、 令和５年１月には登記所備付地図データ

の無償公開が開始された。 登記所備付地図は、 土地の境界や面積等の基礎情報を明らかにする地籍

6	 公共データについて、 オープンデータを前提として情報システムや業務プロセス全体の企画、 整備及び運用を行うこと
7	 公的機関で登録 ・ 公開された、 様々な場面で参照される、 人、 法人、 土地、 資格等の社会の基本データ
8	 「都市計画法」 （昭和４３年法律第１００号） に基づき、 全国の都市計画区域を対象として都道府県がおおむね５年ごとに調査
するものであり、 人口や土地利用、 建物の現況等のデータが行政内部において都市計画の策定等に役立てられている。

9	 行政や医療 ・ 福祉、 商業等、 生活に必要な各種のサービスを維持し、 効率的に提供していくため、 各種機能を一定のエリ
アに集約化 （コンパクト化） し、 各地域を公共交通ネットワークで連絡すること

50



調査の成果である地籍図が最大の供給源となっており、 国土交通省では 「国土調査法」 （昭和２６年

法律第１８０号） に基づき地籍調査を推進している。 登記所備付地図データが加工可能な形で公開さ

れたことにより、 都市計画 ・ まちづくり、 災害対応等の様々な分野で利用され、 新たな経済効果や社

会生活への好影響をもたらすことが期待される。

（２）　３次元点群データ

３次元点群データは、 航空機や車両に搭載したレーザスキャナを用いて地形や建物等の位置や高さ

等の情報を大量に集めることで、 その形状を３次元的に表現するものである。 現実空間をデジタル空

間に再現し、 水害等のシミュレーションを可能とするデジタルツイン 10を構築するには、 自然地形や建

物等の人工物に関する３次元データが必要である。 防災意識の高まりや、 地理空間情報を活用した

情報通信技術の進展を踏まえた社会情勢やニーズの変化等を受け、 平成２６年４月に国土交通省国

土地理院が 「基本測量に関する長期計画」 （第８次長期計画） を策定して以降、 ３次元点群データの

取得技術が普及した。 ３次元点群データを活用して作成される３次元地図は、 都市開発や浸水想定、

自動車の自動運転、 ドローンの運行管理等の多様な分野での活用が期待されている。

同院は、 令和３年度に、 航空レーザ測量により得られた３次元点群データ等の試行提供を行うとと

もに、 ３次元点群データを活用した浸水対策計画の立案や被災地の復興状況の把握等について公募

により実証を行った。

静岡県では、 自然災害の激甚化や社会インフラの老朽化、 担い手不足等の深刻化する課題に対応

するため、 ３次元点群データを取得し、 仮想空間の中に県土を再現する 「ＶＩＲＴＵＡＬ	ＳＨＩＺＵＯＫＡ」

の構築を進めている。 これにより、 災害時の早期の被害状況把握や、 自動運転用地図の作成、 デー

タで作成した筆界案を用いた境界確認、 津波や景観シミュレーション等の様々な分野へ活用している。

また、 取得した３次元点群データは、 誰もが自由に使えるオープンデータとしており、 新たなサービス

やビジネスの創出にも寄与している。 同県は、 国土交通省が推進する建設現場の生産性向上を目的

としたｉ-Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの取組を受けて、 以前から公共工事等でＩＣＴ 11を活用しており、 工事完成時

のデータを収集し、 蓄積してきている。

図表１-７-１ ３次元点群データを用いた浸水対策計画立案

 

浸水箇所の可視化

検討時の資料 3次元点群データより作成した資料

内水浸水想定区域
45cm以上
20cm以上～45cm未満
5cm以上～20cm未満

浸水高
0.1ｍ

0.5ｍ

0.9ｍ

資料：国土交通省国土地理院

10	平成１４年に米ミシガン大学のマイケル ・ グリーブスによって広く提唱された概念であり、 現実世界と対になる双子 （ツ
イン） をデジタル空間上に構築し、 モニタリングやシミュレーションを可能にする仕組み

11	Information	ａｎｄ	Communication	Technology （情報通信技術） の略
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コラム プライバシーの確保

行政機関等が保有する地理空間情報は、 幅広い行政分野にわたる多様な情報が含まれること

から、 個人の権利利益を保護する必要があることに留意する必要がある。

原データが個人情報を含み、 秘匿する必要がある場合、 データの合算や一部非表示を行った

上で提供する方法が考えられるが、 二つの統計量の差分を取ることや、 公開された統計情報を

連立方程式のように解くといった、 統計量の組合せを通じて秘匿対象のデータを復元できてしま

う場合があることに注意を要する。

このような課題を解決する技術の一つとして、「差分プライバシー」 がある。 「差分プライバシー」

は、 秘匿データに基づく統計データに、 プライバシーを保護するノイズを注入することによって、

統計的有用性を維持したまま、 統計データにおける数学的に証明可能なプライバシー保証を提供

するものである。

既に米国では政府レベルで活用が進められており、 米国勢調査局ではこの技術を活用すること

によって、 国民の匿名性を担保したまま、 人口統計や、 大卒者の収入と雇用に関する統計情報

を公表している。 また、 電力分野でも電力消費量の統計データにこの技術の活用が進んでいる。

差分プライバシーを活用したプライバシー保証

資料：㈱ＬａｙｅｒＸ
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４ 土地の適正な利用及び管理におけるデジタル技術の活用

（１）　Ｐｒｏｊｅｃｔ ＰＬＡＴＥＡＵ

Ｐｒｏｊｅｃｔ	ＰＬＡＴＥＡＵは、 国土交通省が主導する、 日本全国の３Ｄ都市モデルの整備・活用・オー

プンデータ化のプロジェクトである。

３Ｄ都市モデルは、 都市空間に存在する建物、 道路等の地物に名称や用途、 建築年等の属性情報

を付与することにより、 都市空間そのものを再現する３Ｄ都市空間情報プラットフォームである。

様々な都市活動データが３Ｄ都市モデルに統合され、 実世界 （フィジカル空間） と仮想的な世界

（サイバー空間） の高度な融合が実現することにより、 都市計画の立案の高度化や、 都市活動のシ

ミュレーション、 分析等を行うことができる。 ＰＬＡＴＥＡＵでは、 これまで全国約１３０都市 （面積約

２万㎢） の３Ｄ都市モデルのオープンデータ化を実現するとともに、 データ仕様やプロジェクトの成果

をガイドブックシリーズ等として公開し、 地方公共団体における３Ｄ都市モデルの整備 ・ 活用 ・ オープ

ンデータ化を支援している。

また、 ＰＬＡＴＥＡＵの３Ｄ都市モデルは防災分野との親和性も高く、 浸水想定区域図等を重ね合わ

せることで、 災害リスク情報を三次元で分かりやすく可視化することに加え、 リスクコミュニケーション

や行政のオペレーションに資するアプリケーションを開発するなど、 防災に関する様々な取組も行われ

ている。 加えて、 防災以外の分野でもＰＬＡＴＥＡＵではこれまで様々なベストプラクティスを開発して

おり、 例えば景観計画や開発計画をＶＲ 12空間で容易に再現可能なツールの開発や、 太陽光発電ポテ

ンシャルの精緻な推計等、 カーボンニュートラルの推進に向けた取組等が進められている。

国土交通省では、 今後、 ＰＬＡＴＥＡＵと、 建築物の３次元データと属性情報を併せ持つ 「建築ＢＩ

Ｍ 13」、不動産を一意に特定する共通コードである 「不動産ＩＤ 14」 の一体的な運用により、建物内部か

ら都市スケールまで高精細なデジタルツインを構築し、 官民のデータ連携による都市開発 ・ 維持管理

の効率化や地域政策の高度化、 新産業の創出を図ることを目指している。

図表１-７-２ ３Ｄ都市モデルを活用するメリット （例）

ビジュアライズ（視認性）
都市空間を立体的に認識可能となり、説明力や説得力
が向上

インタラクティブ（双方向性）
フィジカル空間とサイバー空間が相互に情報を交換し
作用し合うためのプラットフォームを提供

シミュレーション（再現性）
立体情報を持った都市空間をサイバー上に再現する
ことで、幅広く、精密なシミュレーションが可能

資料：国土交通省

12	Ｖｉｒｔｕａｌ	Ｒｅａｌｉｔｙ （仮想現実） の略
13	Building	Information	Modeling （ビルディング	インフォメーション	モデリング） の略。 設計 ・ 施工 ・ 維持管理と

いった建築生産プロセスを横断して建築物のデータを連携 ・ 蓄積 ・ 活用する建築分野のデジタル ・ インフラとしての役割が
期待される。

14	不動産登記簿の不動産番号 （１３桁） と特定コード （４桁） で構成される１７桁の番号。 不動産ＩＤを使用することによ
り、 住所の表記ゆれや同一住所 ・ 地番に複数の建物がある場合も含めて、 一義的に不動産を特定することが可能となる。
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（２）　流域治水におけるＤＸ 15

気候変動による、 水災害の頻発化、 激甚化に対応するため、 本川 ・ 支川、 上流 ・ 下流など流域

全体を俯瞰し、 あらゆる関係者が協働して行う 「流域治水」 の推進が重要である。 その中で、 国土

交通省ではＤＸにより防災 ・ 減災対策の高度化 ・ 効率化を推進している。

例えば、 本川 ・ 支川が一体となった洪水予測やＡＩ 16を用いたダム運用に向けた技術開発 ・ 実装を

進めているほか、 小型で安価なセンサーによる浸水範囲のリアルタイム把握に向けた実証に取り組ん

でいる。 さらに、 デジタル技術を活用したイノベーション推進のため、 過去の水位や流量等のデータ

のオープンな提供に取り組むこととしている。

また、 官民連携によるオープンイノベーションにより、 洪水予測や治水対策効果の 「見える化」 等

の技術開発を促進するため、 令和４年度から、 仮想空間上に流域を再現した実証実験基盤 （デジタ

ルテストベッド） の整備に着手した。 仮想空間上に地形 ・ 地物、 実績降雨、 気候変動予測データ等

の流域関連の各種データと、 演算 ・ 評価機能を組み合わせ、 民間企業等にも開放してオープンイノ

ベーションで洪水予測技術等の開発を促進する。 また、 流域の災害リスクや危機管理対応の効果を

「見える化」 し、 平時から水災害リスクを分かりやすく発信するなどのリスクコミュニケーションを推進

することにより、 防災に係るあらゆる主体の自発的な行動を喚起し、 流域全体での防災能力の飛躍的

な向上を図ることを目指している。

図表１-７-３ 実証実験基盤 （デジタルテストベッド） の整備イメージ

 

3次元データ等
オープンデータ

実績降雨

予測降雨・気候変動
予測データ

河川対策

流域対策
土地利用情報

地質・土壌

3次元地形データ

建物データ

対策効果の
見える化技術

↓
多様な主体間の
ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

の推進

次世代の
洪水予測技術

↓
予測の精度向上
・長時間化、
分かりやすい
情報伝達

民間企業等の
有する最新技術

（オープン
イノベーション）

資料：国土交通省

15	Digital	Transformation （デジタル ・ トランスフォーメーション） の略
16	Artificial	Intelligence （人工知能） の略
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（３）　エリアマネジメントＤＸ

都市が様々な人々のライフスタイルや価値観に応じた多様な選択肢を提供し、 人々の多様性の相互

作用により新たな価値を生み出すためのプラットフォームとしての役割を果たしていくには、 都市にお

ける生活の質や活動の利便性を向上させる 「デジタル化」 から更に踏み込み、 「既存の仕組みの変

革」 を伴うＤＸが必要である。

国土交通省は、 住民ニーズを的確に捉えたきめ細かい都市サービスを継続的に提供していくため、

デジタル技術の導入により、 身近な地域におけるまちづくり活動 （エリアマネジメント） の高度化を図

る 「エリアマネジメントＤＸ」 を推進している。

東京都港区の竹芝地区では、 令和元年７月から、 都市開発やエリアマネジメントに強みを持つ東急

不動産株式会社とデジタル技術に強みを持つソフトバンク株式会社が共創で最先端のテクノロジーを

街全体で活用するスマートシティのモデルケースの構築に取り組んでいる。 災害時における一時滞在

施設のクラウド上でのステータス （開設状況） 管理機能、 スマートフォンを用いたまちの被害情報投

稿機能をはじめとするサービス等を用いて、 混雑状況や被災状況を把握しやすくすることで地域の防

災力の強化を目指す他、 データ活用による回遊性の向上等の取組を推進している。

図表１-７-４ ３Ｄ都市モデルを活用して作成された竹芝エリアのデジタルツイン

資料：国土交通省
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コラム ドローンコンソーシアム

広島県神
じん

石
せき

高
こう

原
げん

町
ちょう

は、平成３０年７月豪雨の際、土砂災害の発生により道路が通行止めとなり、

複数の集落が孤立状態に陥った。 同町は面積が約４００㎢であるのに対し、 常駐の消防駐在員

が１０人程度しかいなかったことから、 豪雨発生時に被害状況を迅速に把握できないこと等が課

題とされた。

このことから、 同町は、 令和元年にドローン技術を有する民間企業や大学等が参画する 「神

石高原町ドローンコンソーシアム」 を設立し、 ドローンを活用した災害対応に必要な操作スキル

や知識を学び、 ４年間で町民の２６名をドローン操作の担い手として育成した。 あわせて、 災害

前後の状況把握や情報共有を図るため、 ほぼ自動的にドローンの飛行と撮影、 現場地図 （オ

ルソ画像 17） の作成を行うことができる情報収集アプリの開発に関わった。 また、 通信が途絶す

るリスクの高い山林においても支援物資の配送ができるよう、 電波中継ドローンを使用し、 操

縦者の配置を工夫することでドローンを常時目視できる体制を整備した。

令和４年には、 ドローンの体験や実証実験が可能なドローンフィールドを２か所開設するなど、

町全体でドローン活用の拡大に向けて取り組んでいる。

神石高原町ドローンコンソーシアムの実施体制

神石高原町、油木協働支援センター、（国研）防災科学技術研究所、
パーソルプロセス＆テクノロジー（株）、ドローン・ジャパン（株）、
慶應義塾大学SFC研究所、（株）アイ・ロボティクス、楽天（株）

担い手

担い手育成 マップ作成 物資配送

資料：総務省

このように、 自然災害が激甚化 ・ 頻発化する中、 被災地における広範囲な情報の把握や初

動対応の迅速化、 施設の被害状況の迅速かつ正確な情報の把握、 さらに救援活動のリスク軽

減や二次災害の防止等にドローンの利活用が期待されている。 このため、 国土交通省は、 令

和３年１０月に、 関係団体と行政機関、 有識者も交えた新たな検討会 18を立ち上げ、 耐候性、

高重量、 長時間航行等にも対応した汎用性の高いドローンの現場実装に向け、 官民が連携し

て取組を加速している。

17	写真上の像の位置ズレをなくし空中写真を地図と同じく、 真上から見たような傾きのない、 正しい大きさと位置に表
示される画像に変換したもの

18	行政ニーズに対応した汎用性の高いドローンの利活用等に係る技術検討会
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（４）　農林水産省地理情報共通管理システム （ｅＭＡＦＦ地図）

農林水産省は、 農地に関する情報に基づいて農業 ・ 農村の振興施策を実施しているが、 農地の面

積や所在地等の農地情報は、 農業委員会事務局や地域農業再生協議会等の機関ごとに管理されてお

り、 それらの情報が整合していないケースも存在する。

このため、 同省は、 これらの情報を一元的に管理する 「農林水産省地理情報共通管理システム」

（ｅＭＡＦＦ地図） を開発し、 令和４年度に一部機能の運用を開始した。 ｅＭＡＦＦ地図は、 農地台帳、

水田台帳等の現場の農地情報を、 農地の区画情報を基に作成したデジタル地図に紐付けることで、

現場の農地関係業務を抜本的に効率化するものである。 農業者にとっては、 各種申告のオンライン申

請、 窓口の一本化 （ワンストップ）、 既入力情報の省略 （ワンスオンリー） 等の利点がある。

将来的には、 自動運転やドローン等を用いたスマート農業、 衛星画像等による現地確認や災害状

況の把握等に活用されることも検討されている。

図表１-７-５ ｅＭＡＦＦ地図による農地情報の一元管理

資料：農林水産省
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（５）　森林情報のデジタル化

市町村や森林組合等の林業経営体等が森林の経営管理を行うに当たっては、 森林資源や地形、

林道の整備状況、 森林所有者等の情報が必要となる。

このうち、 生育する樹種や林齢及び法規制等が取りまとめられた森林簿並びに森林の区域や林道

等を示した森林計画図は、 個人や法人が所有する民有林については都道府県が、 国が管理する国有

林については農林水産省林野庁がそれぞれ管理している。 また、 森林所有者に関する情報等が整備

された林地台帳については市町村が管理している。

農林水産省林野庁では、 森林施業の集約化に向け、 これらの主体が保有する情報を一元的に管理

し、 地方公共団体間の連携、 林業経営体へのデータ提供を効率的に行えるようにするため、 クラウド

技術を活用した 「森林クラウドシステム」 の仕様やデータ形式の標準化を行い、 都道府県等によるシ

ステムの導入を促進している。

さらには、 レーザ計測等による高精度なデータの取得 ・ 解析が全国の地方公共団体で実施され、

この情報を 「森林クラウドシステム」 に集積する取組も進んでいる。

岡山県真庭市では、 平成２４年度に総務省のＩＣＴ街づくり推進事業として採択された 「真庭の森林

を生かすＩＣＴ地域づくりプロジェクト」 に基づいて、 地番を共通ＩＤとするクラウドシステムを構築し、

真庭市役所と真庭森林組合の間で相互に地域資源情報を共有できるようにした。 また、 当該プラット

フォームの情報を活用し、 タブレット端末による森林情報の確認を現地で可能にするとともに、 平成３１

年４月に開始した森林経営管理制度 19に基づく森林所有者への意向調査 20を実施するなど、機能拡張

を続けている。

「森林クラウドシステム」 は、 地域ごとの森林管理の特徴や関係者のニーズに応じて機能をカスタマ

イズすることが可能であることから、 森林資源の管理にとどまらず、 災害対策等にも活用されることが

期待される。

図表１-７-６ 森林クラウドを活用した森林施業の集約化のイメージ

資料：農林水産省林野庁

19	手入れの行き届いていない森林について、 市町村が森林所有者から経営管理の委託 （経営管理権の設定） を受け、
林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、 林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理 （市町
村森林経営管理事業） をする制度

20	市町村が森林所有者に対して経営管理の現況や今後の見通し等を確認する調査
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５ 不動産流通における活用

（１）　不動産取引のオンライン化

不動産取引のオンライン化は、 平成２５年の 「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」 を皮切りに、 社会実

験等を経て、 順次進められてきた。

テレビ会議等のＩＴを活用して行う重要事項説明については、 法令上の明確な位置付けがなかった

ことから、 「宅地建物取引業法の解釈 ・ 運用の考え方」 において、 対面で行う重要事項説明と同様に

取扱うものと明確化された。

また、 重要事項説明書等の書面の交付については、 「宅地建物取引業法」 （昭和２７年法律第１７６

号） の関連規定が改正され、 電子書面が改変されていないかどうかを確認することができる措置を講

じるなど、 一定の技術的基準に適合するなどの条件を満たすことにより、 重要事項説明書等を電磁的

方法により提供することが可能となった （図表１-７-７）。

これにより、 不動産取引に係る国民の利便性向上が期待されるところ、 不動産取引のオンライン化

の実態調査結果等を基に、 更なる不動産取引のオンライン化に向けた適切な環境整備を進めていく。

さらに、 不動産取引を行うに当たって、 必要な関連情報を誰もが容易に取得できるよう、 システム

開発も進められている。 不動産取引価格情報や防災情報、 都市計画情報、 周辺施設情報等、 不動

産取引に際し必要となる情報は多岐にわたる一方で、 情報サイトが散在している状況にある。 国土交

通省では、 これらの不動産関連情報について、 地図上に重ね合わせて分かりやすく表示する 「土地・

不動産情報ライブラリ」 の構築に取り組んでいる。 「土地 ・ 不動産情報ライブラリ」 により、 ハザード

マップや周辺施設等の情報と価格情報を地図上に重ね合わせて確認することができるようになること

で、 不動産購入の検討や地域情報の収集等を行う消費者等の負担が大きく軽減することになる。 令

和５年度に 「土地 ・ 不動産情報ライブラリ」 の設計や開発等を行い、 令和６年度に運用開始すること

を目指しており、 情報の非対称性の解消推進、 不動産市場の透明性の向上、 不動産取引の活性化

等に資すると期待される。

図表１-７-７ 不動産取引のオンライン化に向けた取組の概要及び経緯

資料：国土交通省
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（２）　不動産ＤＸ

２０００年代後半から米国を中心に拡大し、 国内の不動産業界でもＩＴやＡＩ等を用いて不動産業の

新たなサービスを提供する不動産テックが普及しており、 物件情報の発信、 物件の内見、 契約手続

及び不動産投資等、 不動産の流通ステージに応じた様々なサービスが提供されている。

不動産市場におけるＤＸの活用 ・ ユースケースの例として、 ＡＩやビッグデータを活用した不動産売

買の判断に役立つ情報の提供、 最適な物件や取引時期の可視化等のサービスが提供されている。 例

えば、 不動産取引に当たって、 判断材料となる周辺の公共施設や商業施設、 ハザードマップ等の情

報についても提供している会社がある。

また、 所有する不動産に応じた最適な活用法を診断するサービスも提供されており、 不動産の有効

活用につながることが期待されている。 さらに、 個人等が少額から不動産投資を行える不動産クラウ

ドファンディングも導入されており、 不動産の投資や利活用の機会が提供されている。

図表１-７-８ 不動産流通分野で提供される不動産テックサービス （例）

サービス事例 内容

不動産価格の可視化 ・ 査定
マンションの売却価格をＡＩやビッグデータを駆使して複数の不動産会社に一括

見積依頼を行うサービス

最適土地活用診断 所有する土地に合わせた活用方法が簡単に分かる最適土地活用診断サービス

クラウド

ファンディング

インターネットを通じて個人を中心とした投資者から資金を集め、 不動産への

投資を行うサービス

資料：国土交通省
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コラム ＶＲ ・ ＡＲ21技術の活用

ＶＲは、 現実にない世界又は体験し難い状況をＣＧ 22によって仮想空間上に作り出す技術で

あり、 ＡＲは、 目の前にある現実世界にコンピュータで作られた映像や画像を重ね合わせ、 現

実世界を拡張する技術である。 これらの技術は、 不動産分野での物件の内見や、 観光分野で

の旅先の疑似体験等に応用されている。

鳥取県米
よ な ご し

子市や奈良県高
たか

取
とり

町
ちょう

では、 かつて城跡に存在した天守閣や石垣等を高精度３次元

コンピュータ ・ グラフィックス （３ＤＣＧ） で復元し、 スマートフォン向けのアプリケーションで公

開している。 ＶＲ ・ ＡＲ技術を活用し、 付加価値の高いコンテンツを提供することで、 観光振興

を図っている。

天守閣や石垣等が高精度３ＤＣＧで復元された米子城

資料：鳥取県米子市

21		Augmented	Reality （拡張現実） の略
22		Computer	Graphics （コンピュータ ・ グラフィックス） の略
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６ 適正な土地の利用 ・管理及び円滑な取引に向けた今後の方向性

前述のとおり 「デジタル田園都市国家構想総合戦略」 では、 地方の社会課題解決 ・ 魅力向上のた

めにデジタルの力を活用していくことが取組方針として掲げられており、 土地分野においても、 デジタ

ル技術を活用する取組が広がっている。

具体的には、 「Ｇ空間情報センター」 が令和５年１月から登記所備付地図データを無償公開してい

るほか、 データ連携が容易な形での都市計画基礎調査情報等のオープンデータ化や、 ＰＬＡＴＥＡＵ、

建築ＢＩＭと不動産ＩＤの取組を一体的に進める 「建築 ・ 都市のＤＸ」 が進められている。 また、 これ

に関連して不動産登記ベース ・ レジストリやアドレス ・ ベース ・ レジストリの整備と連動した不動産ＩＤ

の取得 ・ 確認手法の実用化に向けた技術実証、 「不動産ＩＤ官民連携協議会」 の設置や不動産ＩＤを

活用したモデル事業等も進められており、 土地分野におけるＤＸが一層進展することが期待される。

なお、 土地分野の関係者やデジタル技術が利用されるケースは多岐にわたることから、 データの汎

用性、 ほかのデータとの接続性、 拡張性を高めることが重要である。 また、 適切な頻度で最新のデー

タに更新することも重要である。 国や地方公共団体においては、 そのことを踏まえつつ、 データの整

備 ・ 更新やシステムの構築等のＤＸに向けた施策を進める必要がある。
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第２部

令和４年度
土地に関して講じた
基本的施策





第1章
土地の利用及び管理に関する
計画の策定等

	 第１節	 国土計画における適正な土地利用の推進

（１）　国土利用計画は、 健康で文化的な生活環境の確保を図ること等の基本理念に基づき、 総合

的かつ計画的な国土の利用に関する基本構想等を示すものであり、 全国計画、 都道府県計画、

市町村計画により構成される。

	 　「第五次国土利用計画 （全国計画）」 （平成２７年８月１４日閣議決定） について、 計画の推進に

向け必要な調査 ・ 検討を行うとともに、 「第六次国土利用計画 （全国計画）」 の策定に向け、 令

和３年９月から国土審議会計画部会での検討を開始した。

　　　さらに、 「第五次国土利用計画 （全国計画）」 に示された国土の選択的利用等の方針に基づ

き、 人口減少下における適切な国土管理のあり方を示す 「国土の管理構想」 を令和３年６月に

取りまとめた。 これに基づき、 市町村や地域において現状把握 ・ 将来予測を行い、 土地の管理

のあり方を示す管理構想の策定支援等を行った。

（２）　地域の特性を踏まえた適正かつ合理的な土地利用の実現を図るため、 各都道府県において、

土地取引や各種土地利用転換の動向、 個別規制法等に基づく諸計画の地域 ・ 区域の指定状況

等の土地利用現況を把握し、 関係方面との調整を経て、 土地利用基本計画を変更した （令和４

年度変更実績 ： ４０都道府県、 計画書の変更２件、 計画図の変更４５６件）。

　　　土地利用規制に係る地図情報について、 整備状況の整理、 収集を行い、 加工した上で、 ＬＵ

ＣＫＹ 1において国民に情報提供した。

（３）　「第二次国土形成計画 （全国計画）」 （平成２７年８月１４日閣議決定） に基づき、 以下の施策

を行った。 また、 「広域地方計画」 （平成２８年３月２９日国土交通大臣決定） に定められた、 各

ブロックの特性、 資源をいかした広域連携プロジェクトを推進した。

　	①	　人口減少や高齢化が著しい中山間地域等において、 将来にわたって地域住民が暮らし続け

ることができるようにするため、 各種生活サービス機能が一定のエリアに集約され、 集落生活

圏内外をつなぐ交通ネットワークが確保された拠点である 「小さな拠点」 の形成に向けた取組

を推進した。

　	② 　「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」 （平成１９年法律

第４０号） に基づき地方公共団体が策定する基本計画について、 令和４年１２月までに２６３計

画に主務大臣が同意した。 これらの基本計画に基づき都道府県が承認する地域経済牽引事業

計画について、 令和４年１２月までに３，６３３計画が承認された。 産業用地の確保に関連し、 同

法に基づき、 市町村と都道府県との間で３７件の土地利用調整が行われた。

　		　	　	地域経済牽引事業のうち、 地域の成長発展の基盤強化に特に資する事業について、 法人税

等の特別償却 ・ 税額控除の措置 （地域未来投資促進税制） や地方税を減免した地方公共団

体に対する減収補てん措置等により支援した。

　	③ 　広域ブロック相互を結ぶ道路 ・ 鉄道 ・ 港湾 ・ 空港等の国内交通基盤を総合的に整備 ・ 活用

し、 基幹的なネットワークや拠点の機能確保を推進した。

1	 Land	Use	Control	bacK-up	sYstem （土地利用調整総合支援ネットワークシステム） の略
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（４）　コロナ禍やデジタル化の進展を踏まえ、 国土審議会計画部会で新たな 「国土形成計画 （全国計

画）」 の検討を進め、 令和４年７月に中間とりまとめを公表し、 引き続き最終とりまとめに向けて重

点テーマ等について検討を進めた。 また、 新たな 「広域地方計画」 について、 骨子策定に向け、

広域地方計画協議会で協議を開始した。

	 第２節	 都市計画における適正な土地利用の推進

（１）　「都市計画法」 （昭和４３年法律第１００号） に基づく土地利用制度の適切な運用を推進した。

また、 人口減少や少子高齢化の進展の中で、 居住者の健康 ・ 快適な暮らしや持続可能な都市

経営を実現するため、 市町村による 「都市再生特別措置法」 （平成１４年法律第２２号） に基づく

立地適正化計画の作成を支援 （令和４年１２月末現在で立地適正化計画を作成 ・ 公表したのは、

４７０都市） し、 コンパクトシティの形成を促進した。

（２）　激甚化 ・ 頻発化する自然災害に対応するため、 「都市再生特別措置法等の一部を改正する

法律」 （令和２年法律第４３号） に基づき、 災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制、 災害ハ

ザードエリアからの移転の促進、 立地適正化計画の居住誘導区域内での防災対策の促進を図る

ことにより、 防災対策等とも連携した適正な土地利用を進めた。

（３）　立地適正化計画と一体となった地域公共交通計画の策定と計画に係る事業の実施により、 地

方公共団体が中心となった地域公共交通ネットワークの形成を図り、 コンパクトシティ施策と連携

した適正な土地利用の誘導を促進した。

（４）　防災対策の強化、 中心市街地の活性化、 土地の有効・高度利用の推進等の課題に対応して、

土地区画整理事業を推進した。 特に集約型都市構造の実現に向けて、 拠点的市街地等に重点

を置いて事業を促進した。

	 第３節 農業振興地域整備計画等による優良農地の確保と有効利用の取組の推進

優良農地の確保と有効利用の取組を推進するため、 「農業振興地域の整備に関する法律」 （昭和

４４年法律第５８号） に基づく農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定等を通じ、 農業

振興に関する施策を計画的に推進するとともに、 地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の

姿を明確化する地域計画の策定及び農地中間管理機構を活用した農地の集約化等を進めるため、

「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」 （令和４年法律第５６号） が令和４年５月２０日

に成立し、 同月２７日に公布された。

	 第４節	 森林計画等による適正な利用 ・ 管理の推進

森林の適正な利用及び管理に向け、 「森林法」 （昭和２６年法律第２４９号） に基づく森林計画制度

等の運用を通じ、 森林の有する多面的機能の十分な発揮を確保するための造林 ・ 間伐等の適切な推

進を図るとともに、 「森林経営管理法」 （平成３０年法律第３５号） に基づく森林の経営管理の集積 ・

集約化を進めた。
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第2章
適正な土地利用及び管理の 
確保を図るための施策

	 第１節	 地方創生 ・ 都市再生の推進等

1 地方創生の推進

（１）　デジタルの力も活用しつつ、 地方の社会課題解決や魅力向上の取組を加速化 ・ 深化するた

め、 令和４年１２月に、 「デジタル田園都市国家構想」 の実現に向けた中長期的な施策の方向や

ＫＰＩ 2等を示した 「デジタル田園都市国家構想総合戦略」 を閣議決定した。

（２）　国 ・ 地方が一体となった地方創生の取組を推進するため、 国家戦略特区、 構造改革特区、

総合特区、 ＳＤＧｓ 3未来都市、 「環境未来都市」 構想、 都市再生、 地域再生及び中心市街地活

性化をはじめとする各般の施策を総合的 ・ 効果的に実現していくための取組を推進した。 特に、

スーパーシティ型国家戦略特区とデジタル田園健康特区については、 令和５年３月に区域会議を

立ち上げ、 それぞれ特区の目標や事業の方向性等を定めた区域方針に即して、 スタートアップ支

援の取組を盛り込んだ第一弾の区域計画を作成し、 内閣総理大臣の認定を受けた。

（３）　地域の価値向上を図り、 土地の適正な利用に資するエリアマネジメント活動を推進するため、

地域再生エリアマネジメント負担金制度について、 制度の内容や必要な手続を解説したガイドラ

インを活用したコンサルティング等により、 制度の活用を促進した。

（４）　多様な主体や施策と連携し、 人口規模の小さな地域における住民の日常生活を支える生活

サービス機能が一定のエリアに集約され、 集落生活圏内外をつなぐネットワークが確保された拠

点である 「小さな拠点」 の形成を図り、 地域の活性化や持続可能性を高める観点からの適正な

土地利用の確保を推進した。

2 都市再生の推進

（１）　「都市再生緊急整備地域」 における都市再生を推進するため、 以下の施策を行った。

　	①	　「都市再生特別措置法」 に基づき指定された 「都市再生緊急整備地域」 （令和５年３月末現

在５２地域） においては、 税制措置や都市計画の特例等、 一般財団法人民間都市開発推進

機構 （以下 「ＭＩＮＴＯ機構」 という。） がミドルリスク資金の調達を支援するメザニン支援業

務といった各種支援措置の積極的な活用を推進した。

　	② 　都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として 「特定都市再生緊急整備地域」

（令和５年３月末現在１５地域） を指定し、 多くの地域において、 官民連携の協議会により整備

計画が作成されている。 「特定都市再生緊急整備地域」 においては、 上述の 「都市再生緊急

整備地域」 における支援措置に加え、 シティプロモーション等の民間事業者による都市の国際

競争力強化に資する取組に対する支援のほか、 国際競争拠点都市整備事業を活用し、 地域

の拠点や基盤となる都市拠点インフラの整備を重点的かつ集中的に支援し、 都市の再生を推

進した。

　	③	　「都市再生緊急整備地域」 及び 「特定都市再生緊急整備地域」 の評価を実施し、 指定地域

や地域整備方針の見直しを図るとともに、 地域整備方針の実施を推進した。

2	 Key	Performance	Indicator （重要業績評価指標） の略
3	 Sustainable	Development	Goals （持続可能な開発目標） の略
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（２）　全国都市再生を推進するため、 以下の施策を行った。

　	①	　社会資本整備総合交付金 （都市再生整備計画事業） により、 地域の創意工夫を活用した全

国都市再生を推進した。 特に、 持続可能で強靱な都市構造の再編に向けて、 立地適正化計

画に基づき実施される取組等について、 令和２年度創設の都市構造再編集中支援事業 （個別

支援制度） により集中的に支援した。

　	② 　都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行される民間都市開発事業等について、

支援措置の積極的活用を促進した。

　	③ 　「都市再生特別措置法」 に基づき、 法律 ・ 予算 ・ 税制等による支援を行うことにより、 まち

なかにおける街路、 公園、 広場等の官民空間の一体的な利活用等による 「居心地が良く歩き

たくなる」 まちなかの創出を促進した。

（３）　都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、 内閣総理大臣に

よる中心市街地活性化基本計画の認定を受けた区域において、 市街地の整備改善、 都市福利

施設の整備、 街なか居住の推進、 経済活力の向上等に資する事業を支援した。

	 　	令和５年３月末時点で認定を受けている基本計画は、 ５３計画 （５１市１町） であり、 計画期間

を終了した基本計画を含めると、 令和５年３月末までに２７６計画 （１５０市３町） が認定された。

3 民間能力の活用の推進等

（１）　「都市再生緊急整備地域」 等における優良な民間都市開発事業を推進するため、 認定民間都

市再生事業計画等に基づく税制特例等の措置を講じた。

（２）　都市再生分野における民間の新たな事業機会を創出し、 民間の潜在力を最大限に引き出す

ため、 都市再生に民間事業者を誘導するための条件整備として、 独立行政法人都市再生機構

（以下 「都市再生機構」 という。） が計画策定、権利関係の調整等のコーディネート業務を行った。

（３）　「ＰＰＰ 4／ＰＦＩ 5推進アクションプラン （令和４年改定版）」 （令和４年６月３日民間資金等活用事

業推進会議決定） の目標の達成に向けて、 以下の取組を実施した。

　	① 　ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入を優先的に検討する仕組みについて、 優先的検討規程の策定 ・ 運用状

況の 「見える化」、 フォローアップ等を通じた人口規模に応じた課題 ・ ノウハウの抽出と横展開

により、 策定済みの地方公共団体における的確な運用、 人口１０万以上で未策定の地方公共

団体における速やかな策定を図るとともに、 地域の実情や運用状況、 先行事例を踏まえ、 人

口２０万未満の地方公共団体への適用拡大を図った。 また、 ＰＰＰ／ＰＦＩの経験の少ない地方

公共団体や小規模の地方公共団体に裾野を拡大するため、 導入可能性調査等の初期段階か

らの支援や実施主体の負担を軽減する導入検討手法の普及を図った。

　	② 　具体的なＰＰＰ／ＰＦＩ案件形成を促進するため、 地域プラットフォームの全国への普及を促進

した。 その際、 人口規模が小さい地方公共団体においても案件形成がなされるよう、 また、

地方企業の案件への参加が促進されるよう、 全国の地方公共団体や、 地元企業、 地域金融

機関の地域プラットフォームへの参画を促した。 あわせて、 専門家の派遣や地方公共団体職

員 ・ 地域事業者向けの研修 ・ セミナーの実施等による人材育成、 官民対話の機会創出のほ

かに、 市町村長との意見交換会を開催し、 地方公共団体におけるＰＰＰ／ＰＦＩの案件形成を促

した。

　	③ 　一定の要件を満たす地域プラットフォームの代表者と協定を結び、 講師の派遣やＰＰＰ／ＰＦＩ

4	 Public	Private	Partnership （公共施設等の建設、 維持管理、 運営等を行政と民間が連携して行うことにより、 民間の
創意工夫等を活用し、 財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図るもの） の略

5	 Private	Finance	Initiative （「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」 （平成１１年法律第
１１７号） に基づき、 公共施設等の建設、 維持管理、 運営等を民間の資金、 経営能力及び技術的能力を活用して行う手法）
の略
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の事業化支援等を継続的に行う地域プラットフォーム協定制度に基づき、 令和４年４月に新た

に協定を締結した５つの地域プラットフォームを含め、 合計３２の地域プラットフォームを支援

した。

（４）　民間の創意工夫と事業意欲を積極的に活用しつつ良好なまちづくりを進めていくため、 ＭＩＮ

ＴＯ機構の支援業務を推進した。 具体的には、 エリアマネジメントを行うまちづくりファンドを地域

金融機関と共同で立ち上げ、 複数のリノベーション事業等を連鎖的に進めた。 あわせて、 地方

公共団体等のまちづくりファンドを通じて、 クラウドファンディングやふるさと納税等を活用したま

ちづくり事業を支援した。 また、 地域金融機関等とともに出資等を通じて老朽ストックを活用した

テレワーク拠点等の整備を支援するファンドを立ち上げ、 アフターコロナに対応したまちづくりを支

援した。

	 第２節	 災害に強いまちづくりの推進

1 地震対策 ・津波対策の推進

（１）　災害に強い都市の整備を推進するため、 以下の施策を行った。

　	① 　「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」 （平成９年法律第４９号） に基づ

く施策を推進するとともに、 密集市街地総合防災事業等により、 道路等の基盤整備を推進し

つつ、 老朽化した建築物の建替え等を促進し、 防災上危険な密集市街地の解消を図った。

　	② 　防災上危険な密集市街地の解消や都市基盤施設をより一層整備するため、 土地区画整理事

業を推進した。

　	③ 　都市防災総合推進事業により、 地震津波対策や被災地の復興まちづくりを支援するなど、 都

市の防災対策を総合的に推進した。

　	④ 　市街地再開発事業等による建築物の不燃化 ・ 耐震化、 避難地 ・ 避難路の整備による市街地

の防災安全性の向上、 防災活動拠点整備による災害応急対策への対応等、 安全 ・ 安心なま

ちづくりを推進した。

　	⑤ 　大地震時等における宅地の滑動崩落及び液状化による被害を防止するため、 宅地耐震化推

進事業により変動予測調査及び防止対策の実施を推進した。

　	⑥ 　人口 ・ 都市機能が集積する大都市の主要駅周辺等において、 大規模な地震が発生した場

合における滞在者等の安全の確保と都市機能の継続を図るため、 官民協議会による都市再生

安全確保計画等の策定や計画に基づくソフト ・ ハード両面の取組に対する支援を継続して実

施した。

　	⑦ 　都市の弱みである災害脆
ぜい

弱性への対応を図るため、 国際競争業務継続拠点整備事業等によ

り、 災害時の業務継続性を確保するためのエネルギーの面的ネットワークの整備を推進した。

（２）　住宅市街地の整備による防災性の向上を推進するため、 以下の施策を行った。

　	① 　既成市街地において、 道路整備と一体的に沿道の建築物を耐火建築物等に建替え、 延焼遮

断帯を形成することを中心とした安全で快適な拠点住宅地の形成や防災上危険な密集市街地

の整備改善等、 住宅市街地の再生 ・ 整備を総合的に行うため、 住宅市街地総合整備事業や

密集市街地総合防災事業等を推進した。

　	② 　災害の危険性が高い不良住宅の密集する地区において、 防災性を向上するため、 良質な従

前居住者用住宅の建設、 地区施設及び生活道路等の整備を行う住宅地区改良事業等を推進

した。
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（３）　緊急輸送道路として実働部隊が迅速に活動できるよう、 代替性確保のためのミッシングリンク

の解消、 渡河部の橋梁
りょう

や河川に隣接する道路構造物の流失防止対策、 橋梁の耐震化、 道路法

面 ・ 盛土の防災対策、 倒壊による道路閉塞を回避するための無電柱化等を推進した。 また、 道

路高架区間等を津波等からの緊急避難場所として活用できるよう、 施設整備を行った。

（４）　「津波防災地域づくりに関する法律」 （平成２３年法律第１２３号） に基づき、 津波浸水想定の

設定等を促進するとともに、 海岸保全施設等の整備と併せた総合的な津波防災対策を推進した。

具体的には、 令和５年３月末現在、 全国で４０都道府県において、 最大クラスの津波を想定した

津波浸水想定が公表された。

	 　	また、 ２５道府県において、 津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域と

して津波災害警戒区域が指定された。

	 　	さらに、 １２道県１９市町において 「津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画」 （推

進計画） が作成された。

2 水災害対策の推進

（１）　近年の水災害の激甚化 ・ 頻発化を踏まえ、 流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で治

水対策に取り組む 「流域治水」 の考え方に基づき、 以下の施策を行った。

　	①	　都市における浸水被害を軽減するため、 集中豪雨の頻発や地下空間利用の進展を踏まえ、

浸水実績のある地区又は一定規模の浸水被害のおそれのある地区において、 下水道幹線や

雨水貯留浸透施設等のハード整備に加え、 内水ハザードマップの公表やリアルタイムの降雨情

報、 下水道幹線の水位等の災害情報の提供によるソフト対策、 さらに、 地下街の入口等にお

ける止水板の設置や災害情報を活用した住民自らによる取組等、 総合的な浸水対策を重点的

に推進した。

　		　	　	また、 地方公共団体による浸水被害対策区域の指定等を促進するとともに、 民間等による

雨水貯留浸透施設等の整備を促進し、 流出抑制対策を推進した。

　		　	　	さらに、 大規模な地震時でも、 防災拠点におけるトイレ機能や下水処理場における消毒機能

等、 地震時に下水道が果たすべき機能を確保し、 住民の健康や社会活動への影響を軽減する

ため、 防災拠点と下水処理場を結ぶ管路施設や水処理施設の耐震化等の 「防災」、 被災を想

定して被害の最小化を図る 「減災」 を組み合わせた総合的な地震対策を推進した。

　	② 　水害を未然に防ぐ事前防災対策、 激甚な被害を受けた地域や床上浸水が頻発している地域

を対象とした再度災害防止対策を推進した。 また、 想定最大規模の降雨による浸水想定区域

（河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域） の指定 ・ 公表、 関係市町村のハザードマッ

プ作成のための支援に取り組んだ。 さらに、 浸水範囲と浸水頻度の関係を分かりやすく図示し

た 「水害リスクマップ （浸水頻度図）」 を新たに整備し、 水害リスク情報を踏まえた土地利用

等を促進した。

　	③ 　総合治水対策特定河川流域において、 国、 都道府県、 市町村の河川担当部局と都市 ・ 住

宅 ・ 土地等の関係部局からなる流域総合治水対策協議会で策定された流域整備計画に基づ

き、 流域の適正な土地利用の誘導、 雨水の流出抑制等を推進した。

　	④ 　土砂災害の頻発化 ・ 激甚化を踏まえ、 従来の土砂災害防止施設整備による事前防災対策、

砂防指定地等における行為制限、 土砂災害警戒区域等の指定及び標識の設置等による土砂

災害リスクに関する周知に加えて、 関係部局と連携した土砂 ・ 洪水氾濫対策、 流木対策、 ま

ちづくりの計画と一体的に実施する土砂災害対策等、 効率的 ・ 効果的な土砂災害対策を推進

した。

　	⑤ 　気候変動の影響による降雨量の増加等に対応するため、 流域全体を俯
ふ

瞰
かん

し、 あらゆる関係
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者が協働して取り組む 「流域治水」 の実現を図る 「特定都市河川浸水被害対策法等の一部

を改正する法律」 （令和３年法律第３１号。 通称 「流域治水関連法」） が令和３年に全面施行さ

れた。

　		　	　	また、 「特定都市河川浸水被害対策法」 （平成１５年法律第７７号） に基づき指定された特定

都市河川流域において、 土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為に対する対策

工事の義務付け等を行うとともに、 河川管理者、 下水道管理者及び地方公共団体によって共

同で策定された流域水害対策計画に基づき、 流域一体となった浸水被害対策を推進した。

　	⑥ 　局地的な大雨 （いわゆるゲリラ豪雨） 等による浸水被害に対応するため、 河川管理者及び

下水道管理者による河川と下水道の整備に加え、 住民 （団体） や民間企業等の参画の下、

浸水被害の軽減を図るために実施する取組を定めた計画である 「１００ｍｍ／ｈ安心プラン」 に

基づき、 住宅や市街地の浸水被害の軽減対策を推進した。

　	⑦ 　近年、 洪水 ・ 内水 ・ 高潮等により浸水被害が多発している。 これらの浸水被害に対応した

避難体制等の充実 ・ 強化を図るため、 「水防法」 （昭和２４年法律第１９３号） に基づき、 想定

し得る最大規模の洪水 ・ 内水 ・ 高潮に係る浸水想定区域の指定を推進するとともに、 三大湾

及び地下街を有する都市等の地方公共団体と連携して、 内水 ・ 高潮に係る浸水想定区域及び

水位周知下水道 ・ 水位周知海岸の指定を促進した。

（２）　盛土等による災害から国民の生命 ・ 身体を守るため、 令和４年５月に 「宅地造成等規制法」

（昭和３６年法律第１９１号） が抜本的に改正され、 盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわ

らず、 危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する 「宅地造成及び特定盛土等規制法」

が公布された。 法施行後の円滑な運用のため、 規制区域の指定等のための基礎調査実施要領

や盛土等の安全対策に必要なマニュアル、 ガイドライン等の検討を行った。

3 迅速な復旧 ・復興等に資する地籍調査の推進

市町村等が行う地籍調査について、 令和２年度からの 「第７次国土調査事業十箇年計画」 （令和２

年５月２６日閣議決定） に基づき、 災害後の迅速な復旧 ・ 復興等に資するものを重点的に支援し、 地

域における災害対応力の向上を図った。 また、 「防災 ・ 減災、 国土強靱化のための５か年加速化対

策」 （令和２年１２月１１日閣議決定） に基づき、 今後土砂災害が発生する可能性が高いエリア （土砂

災害特別警戒区域等） のうち、 特に緊急性が高い地域で行われる地籍調査を重点的に支援した。

	 第３節	 低未利用土地の利用促進等

（１）　譲渡価額が低額であるため取引に係るコストが相対的に高い低未利用土地等を譲渡した場合

の個人の譲渡所得に係る税制特例措置により、 売主の取引に当たっての負担感を軽減し売却す

るインセンティブを付与することで譲渡を促し、 新たな利用意向を示す者による適正な利用 ・ 管

理を促進した。

（２）　空き地の利活用や流通に向けたマッチング ・ コーディネート、 啓発活動等に取り組む法人等の

取組を促進するため、 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」 （平成３０年法

律第４９号。 以下 「所有者不明土地法」 という。） の改正により所有者不明土地利用円滑化等

推進法人の指定制度を創設した。 また、 空き家のリノベーション等の低未利用の不動産の再生

の取組による住宅ストックを有効活用することで適正な土地利用を推進した。

（３）　地方公共団体が把握 ・ 提供している空き地 ・ 空き家の情報について、 地方公共団体を横断

して簡単に検索できる 「全国版空き家 ・ 空き地バンク」 の活用促進を通じた需要と供給のマッチ

ングにより低未利用の土地 ・ 不動産の取引を促進した。
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（４）　「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」 （令和４年法律第５６号） が令和５年４

月１日から施行されることに伴い、 農地を取得する際の面積要件が廃止され、 「農地付き空き家」

の取得が容易になることを周知するとともに、 農村に移住する際に利用できる支援施策を公表す

るなど、 「農地付き空き家」 のより一層の流通 ・ 利活用を促進した。

（５）　小規模不動産特定共同事業の活用促進、 クラウドファンディングに対応した環境整備、 不動

産特定共同事業に係る税制特例措置等を通じた地域における小規模不動産の再生等により、 適

正な低未利用の土地 ・ 不動産の取引 ・ 利用を促進した。

	 　	また、 クラウドファンディング等による特定の地域の発展や個々の活動を期待する 「志ある資

金」 等を活用し、 地域の土地 ・ 不動産を再生する事業に対する円滑な資金調達を促進した。

（６）　低未利用土地の集約等と併せて公益施設や都心居住に資する住宅等の立地誘導を図る土地

区画整理事業及び敷地の集約化を主眼とした敷地整序型土地区画整理事業を推進した。

（７）　土地の高度利用を推進するため、 換地の特例制度である高度利用推進区及び市街地再開発

事業区を活用した土地区画整理事業を推進した。

（８）　低未利用土地利用促進協定制度を活用し、 市町村や都市再生推進法人等が所有者等に代わ

り低未利用の土地、 建築物を有効かつ適切に利用する取組を推進した。

（９）　低未利用土地の有効利用を促進するため、「公的不動産 （ＰＲＥ 6） ポータルサイト」 7において

民間活用等に積極的な地方公共団体等が公表しているＰＲＥ情報を一元的に集約し公開した。

（１０）　公園が不足する地域等において、 民間主体が都市の空き地等を住民の利用に供する緑地

（市民緑地） として設置 ・ 管理する制度やみどり法人 （緑地保全 ・ 緑化推進法人） 制度等の活

用を推進した。

	 　	また、 令和２年度に創設された 「グリーンインフラ活用型都市構築支援事業」 や 「先導的グ

リーンインフラモデル形成支援」 において、 グリーンインフラの導入を目指す地方公共団体や民間

事業者等を対象に、 地域の特性に応じた技術的 ・ 財政的支援を実施した。 さらに、 生態系を活

用した防災 ・ 減災の実装に向けた 「生態系保全 ・ 再生ポテンシャルマップ」 の作成 ・ 活用方法

の手引き 8とその材料となる全国規模のベースマップを公表した。

（１１）　都市再生機構において、 都市再生のための条件整備として低未利用土地等の土地の整形 ・

集約化及び基盤整備を行った。

（１２）　換地の特例制度である誘導施設整備区を活用し、 低未利用土地の集約と併せて医療 ・ 福

祉施設等の誘導施設の整備を図る土地区画整理事業 （空間再編賑わい創出事業等） を推進し

た。

（１３）　都市内部で空き地 ・ 空き家等の低未利用土地がランダムに発生する 「都市のスポンジ化」

に対応するため、 低未利用土地の集約再編や利用促進を図るための制度 （低未利用土地権利

設定等促進計画、 立地誘導促進施設協定等） の利用促進を図った。

（１４）　「臨海部土地情報」 9により、 臨海部における分譲地等について情報提供を実施した。

6	 Public	Real	Estate （公的不動産） の略
7 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000102.html
8	 「持続可能な地域づくりのための生態系を活用した防災 ・ 減災 （Ｅｃｏ－ＤＲＲ） の手引き」
9 https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk4_000018.html
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	 第４節	 国公有地の利活用等

1 国公有財産の最適利用の推進

（１）　「新経済 ・ 財政再生計画改革工程表２０２１」 （令和３年１２月２３日経済財政諮問会議決定） に

おいて、 国公有財産の最適利用を推進することとされたように、 地方公共団体等と連携しながら、

一定の地域に所在する国公有財産等の情報を共有し、 地方公共団体等の意見も尊重しつつ、 各

地域における国公有財産の最適利用について調整した。

	 　	庁舎について、 既存庁舎の効率的な活用を推進するとともに、 老朽化等により建替えを要する

場合は、 利用者の利便性向上に十分配慮しつつ、 移転 ・ 集約化等を推進した。

（２）　未利用国有地について、 売却等を通じて国の財政に貢献するとともに、 地域や社会のニーズ

に対応した有効活用を図った。 具体的には、 地域や社会のニーズに対応した有効活用を推進す

るため、 まちづくりに配慮した土地利用を行いつつ、 民間の企画力 ・ 知見を具体的な土地利用

に反映させる入札等の手法の活用も行ったほか、 「今後の国有財産の管理処分のあり方につい

て」 （令和元年６月１４日財政制度等審議会答申） に基づき、 将来世代におけるニーズに対応す

るため所有権を留保する財産や、 保育 ・ 介護等の人々の安心につながる分野で利用される財産

について、 定期借地権による貸付けを行うなど、 管理処分方法の多様化を図った。

（３）　「コロナ克服 ・ 新時代開拓のための経済対策」 （令和３年１１月１９日閣議決定） を踏まえ、 庁

舎等の国有財産を新型コロナウイルス感染症のワクチン接種等のための施設として、 地方公共団

体等に無償提供し、 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組んだ。 また、 ２０５０年カーボ

ンニュートラルの実現に向けて、 庁舎等の国有財産を民間事業者による太陽光発電設備や電気

自動車向け充電設備等の設置場所として提供し、 国有財産の新たな活用策に取り組んだ。

	 　	また、 「防災 ・ 減災、 国土強靱化のための５か年加速化対策」 を踏まえ、 防災 ・ 減災、 国土

強靱化の推進等安全 ・ 安心の確保の観点から、 国有地を活用した遊水地 ・ 雨水貯留浸透施設

の整備の推進等に引き続き取り組んだ。

2 公有地の計画的な取得等

公共投資の円滑な実施に資するとともに、 地方公共団体等による計画的な公共用地の先行取得を

支援するため、 以下の施策を実施した。

①　公共用地先行取得等事業債について、 所要の資金の確保を図った。

②	　公有化が必要と認められる森林等を取得するための経費を地方債の対象とし、 当該経費に対し

て地方交付税措置を講じた。

③ 　公共用地取得の迅速化・適正化に向けて、 公共用地の取得に関連する法令等の改正を踏まえ、

損失補償基準に基づく各種調査算定要領の一部改正を行うなど、 所要の措置を講じた。

④ 　令和５年度税制改正において、 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲

渡所得の課税の特例について、 対象事業等を一部見直した上で、 適用期限を３年延長した。

⑤ 　都市開発資金を活用し、 大都市等において、 計画的な都市整備を図るために必要な用地を先

行取得するための資金を融資した。
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	 第５節	 住宅対策の推進

（１）　住宅建設 ・ 宅地開発に関連して必要となる道路、 公園、 下水道、 河川等の関連公共施設の

整備等を住宅市街地基盤整備事業により総合的に推進した。

	 　	また、 防災性の向上、 市街地環境の整備、 土地の合理的利用等を図りつつ、 市街地住宅の

供給を促進するため住宅市街地総合整備事業等を推進した。

（２）　住環境の整備改善等を図るため、 空き家住宅等の活用 ・ 除却について支援を行うほか、 「空

家等対策の推進に関する特別措置法」 （平成２６年法律第１２７号） に基づく市町村の取組を一層

促進するため、 「空家等対策計画」 （令和４年３月末現在、 １，３９９市区町村が策定済み） に基づ

き民間事業者等と連携して行う総合的な空き家対策を支援した。 また、 専門家と連携した空き家

相談体制の構築、 住宅市場を活用した空き家対策に関する新たなビジネスの構築等のモデル的

な取組を支援した。

	 　	さらに、 空家等活用促進区域に関する制度の創設、 空家等管理活用支援法人の指定制度の

創設等を行う 「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」 を令和５年通

常国会に提出した。

（３）　土地区画整理組合等に対する無利子貸付金の貸付け等により、 土地区画整理事業を支援

した。

（４）　「優良田園住宅の建設の促進に関する法律」 （平成１０年法律第４１号） により、 農山村地域、

都市の近郊等における優良な住宅の建設の促進を図った。

	 　	また、 居住者の高齢化、 住宅 ・ 施設の老朽化等の問題を抱えるニュータウンにおいて、 バリ

アフリー化などの住宅 ・ 住環境の再整備等、 安心で快適に居住できる住宅地として再生する取

組を支援した。

	 　	さらに、 ニュータウン等において地域における良好な環境や地域の価値を維持 ・ 向上させるた

めの住民 ・ 事業主 ・ 地権者等による主体的な取組を推進するために、 地方公共団体、 民間事

業者等からなる 「住宅団地再生」 連絡会議を開催し、 推進の手法や取組事例等の情報提供及

び意見交換等を行った。

（５）　地域住宅団地再生事業 （用途規制の緩和手続やコミュニティバスの導入等に必要な許認可手

続のワンストップ化等） をはじめ多様な建物用途の導入、 地域公共交通の利便性向上等を通じ

た住宅団地の再生を図るなど、 低未利用土地の発生抑制や適正な利用等を促進した。 また、 令

和２年度から、 住宅団地再生に係るハンズオン支援を開始し、 地域住宅団地再生事業を含む住

宅団地再生に係る取組に対する伴走支援等を実施した。

	 第６節	 都市と緑 ・ 農が共生するまちづくりの推進

（１）　産学官の多様な主体が参画する　「グリーンインフラ官民連携プラットフォーム」 を令和２年３月

に設立し、 グリーンインフラの社会的な普及、 技術に関する調査 ・ 研究、 資金調達手法の検討

等を進めた。 また、 「グリーンインフラ活用型都市構築支援事業」 や 「先導的グリーンインフラモ

デル形成支援」 において、 グリーンインフラの導入を目指す地方公共団体や民間事業者等を対

象に、 地域の特性に応じた技術的 ・ 財政的支援を実施した。 さらに、 生態系を活用した防災 ・

減災の実装に向けた 「生態系保全 ・ 再生ポテンシャルマップ」 の作成 ・ 活用方法の手引きとそ

の材料となる全国規模のベースマップを公開した。 自然環境の持つ多様な機能を賢く利用するグ

リーンインフラの推進等を通じて、 持続可能で魅力ある都市 ・ 地域づくりを促進し、 土地 ・ 不動

産の適正な利用を推進した。
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（２）　潤いある豊かな都市環境の形成を図るための市民緑地認定制度やみどり法人制度、 生産緑

地や田園住居地域等の制度の周知を関係団体等と連携して行うことで、 円滑な施行に努めるとと

もに、 活用に際しての課題や対応方針等について調査検討した。 また、 都市農地の貸借の円滑

化の制度について関係団体等と連携して周知を行い、 制度の適切かつ円滑な運用に努めた。 さ

らに、 良好な都市環境の形成や農業の有する多様な機能の発揮に資する取組を支援するため、

都市と緑 ・ 農が共生するまちづくりの推進に関する調査を実施した。

	 第７節	 農地の適切な保全

（１）　農地の大区画化や排水対策、 農業水利施設の整備等を行う農業競争力強化基盤整備事業等

や、 地方公共団体による農山漁村地域の基盤整備を支援する農山漁村地域整備交付金により、

土地条件の改善を推進した。

（２）　農業 ・ 農村の多面的機能の維持 ・ 発揮の促進に向けた取組を着実に推進するため、 「農業の

有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」 （平成２６年法律第７８号） に基づき、 日本型直

接支払制度の下で、 多面的機能の維持 ・ 発揮を支える地域資源の保全管理を行う共同活動、

中山間地域等における農業生産活動及び自然環境の保全に資する農業生産活動を支援した。

（３）　農地の転用規制及び農業振興地域制度の適正な運用を通じ、 優良農地の確保に努めた。

（４）　人 ・ 農地プランを法定化し、 地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化

する地域計画の策定を推進し、 それを実現すべく、 地域内外から農地の受け手を幅広く確保し

つつ、 農地中間管理機構を活用した農地の集約化等を進めるため、 「農業経営基盤強化促進法

等の一部を改正する法律」 （令和４年法律第５６号） が令和４年５月２０日に成立し、 同月２７日に

公布された。

（５）　全都道府県に設立されている農地中間管理機構を軸として、 担い手への農地の集積 ・ 集約

化を進めた。

（６）　上記の取組に加え、 令和４年１０月１日に改正法が施行された 「農山漁村の活性化のための定

住等及び地域間交流の促進に関する法律」 （平成１９年法律第４８号） 等により、 農業者等による

地域ぐるみの話合いを通じて荒廃農地の有効活用や低コストな肥培管理による農地利用 （粗放

的な利用） の取組を推進するとともに、 「農地法」 （昭和２７年法律第２２９号） に基づく、 農業委

員会による利用意向調査 ・ 農地中間管理機構との協議の勧告等の一連の手続を活用して遊休農

地の農地中間管理機構への利用権設定を進めることにより、 遊休農地及び荒廃農地の発生防

止 ・ 解消に努めた。

	 第８節	 森林の適正な保全 ・ 利用の確保

（１）　森林の有する多面的機能の高度発揮のため、 「森林法」 に規定する森林計画制度に基づき、

地方公共団体や森林所有者等の計画的な森林の整備について、 指導 ・ 助言を行うとともに、 我

が国の森林面積の約３割を占める国有林野について、 公益重視の管理経営を推進した。

（２）　水源の涵
かん

養、 国土の保全等の森林の有する公益的機能を確保するために指定される保安林

について、 計画的な配備及び伐採 ・ 転用規制等の措置を通じた適正な管理を進めるとともに、

荒廃地等の復旧整備、 水土保全機能が低下した森林の整備等の治山対策による保全 ・ 管理を

推進した。

（３）　林地の適正な利用を確保するため、 都道府県知事が行う林地開発許可制度に関する処分及び

連絡調整について、 必要な助言等を行うとともに、 違法な開発行為等への対応の徹底を図った。
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（４）　「森林経営管理法」 に基づき、 適切な経営管理が行われていない森林について、 その経営管

理を市町村や林業経営者に集積 ・ 集約化する森林経営管理制度を推進した。

	 第９節	 環境保全等に係る施策の推進

（１）　環境基本計画は、 「環境基本法」 （平成５年法律第９１号） に基づき環境の保全に関する総合

的かつ長期的な施策の大綱等を定める計画であり、 「第五次環境基本計画」 （平成３０年４月１７

日閣議決定） では、 今後の環境政策の展開の方向として、 特定の施策が複数の異なる課題を統

合的に解決するような、 横断的な６つの重点戦略を掲げている。 例えば、 「国土のストックとして

の価値の向上」 では、 自然との共生を軸とした国土の多様性の維持、 持続可能で魅力あるまち

づくり ・ 地域づくり、 環境インフラやグリーンインフラ等を活用した強靱性の向上といった環境に

配慮するとともに、 経済 ・ 社会的な課題にも対応するような国土づくりを行う必要があるとしてい

る。 また、 同計画では、 各地域が自立 ・ 分散型の社会を形成しつつ、 地域の特性に応じて資源

を補完し支え合う 「地域循環共生圏」 の創造を推進することとしている。

	 　	令和４年度は、 同計画に基づき、 「地域循環共生圏」 の創造を目指しながら、 環境保全のた

めの土地に関する施策を推進するとともに、 各種の土地に関する施策、 事業の策定 ・ 実施に当

たって環境保全に配慮した。 また、 土地に関する各種計画であって環境の保全に関する事項を

定めるものについて、 環境基本計画との連携を図った。

（２）　自然環境保全のための以下の土地に関する施策を行った。

　	①	　「自然環境保全法」 （昭和４７年法律第８５号） に基づく自然環境保全地域等の指定等及び管

理の充実を推進した。

　	② 　「自然公園法」 （昭和３２年法律第１６１号） に基づく自然公園の指定等及び管理の充実を推進

した。

　	③ 　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 （平成４年法律第７５号） に基づ

く生息地等保護区の指定等及び管理の充実を推進した。

　	④ 　「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」 （平成１４年法律第８８号） に基づ

く鳥獣保護区等の指定等及び管理の充実を推進した。

　	⑤ 　「都市緑地法」 （昭和４８年法律第７２号） 等に基づく特別緑地保全地区等における行為制限

や土地の買入れ等を行った。

　	⑥ 　「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律」 （平

成２６年法律第８５号） に基づき、 ナショナル ・ トラスト活動を促進した。

　	⑦ 　自然保護のための民有地買上げを推進した。

　	⑧ 　民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域を国が 「自然共生サイト」 に

認定しＯＥＣＭ
10として国際的に登録する仕組みの検討を進め、 認定の試行を実施した。

（３）　工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、 「工場立地法」 （昭和３４

年法律第２４号） に基づき、 工場立地に関する調査を実施するとともに、 個々の工場の敷地利用

の適正化を図った。 また、 全国の工場適地に関する調査を行い、 その結果を産業用地情報検索

サイト 「Ｊビジネス土地ナビ」 で公開し、 工場立地を検討している企業等に効果的な情報提供を

行った。

（４）　交通公害の低減を図るため、 以下の土地に関する施策を行った。

　	① 　交通公害の低減を図るため、 交差点を改良するとともに、 交通管制技術の高度化を推進し、

10	Other	Effective	area-based	Conservation	Measures （保護地域以外で生物多様性保全に資する地域） の
略
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交通状況に応じた信号制御の導入による交通の円滑化、 きめ細かな交通情報の提供による交

通流 ・ 交通量の誘導及び分散、 公共車両優先システムの導入によるマイカー需要の低減と交

通総量の抑制等の諸対策を推進した。

　	② 　「幹線道路の沿道の整備に関する法律」 （昭和５５年法律第３４号） に基づき、 道路交通騒音

の著しい幹線道路の障害防止と、 土地利用の適正化を促進した。

　	③ 　「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」 （昭和４２年法律

第１１０号） 等に基づき、 同法で指定する特定飛行場の周辺において建物等の移転補償、 土地

の買入れ、 緑地帯の整備等を推進した。

　	④ 　「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」 （昭和４９年法律第１０１号） 等に基づき、

自衛隊等の飛行場等周辺において移転の補償等、 緑地帯の整備等を推進した。

　	⑤ 　「新幹線鉄道騒音対策要綱」 （昭和５１年３月５日閣議了解） に沿って、 新幹線鉄道とその沿

線地域の土地利用との調和を推進した。

（５）　水質、 水量等総合的な水環境保全を図り健全な水循環を維持又は回復するため、 森林や農

地の適切な維持管理、 下水道の整備や合流式下水道の改善、 都市域における緑地の保全 ・ 創

出、 河川 ・ 湖沼の水質浄化等の環境保全対策を推進した。

（６）　土壌環境保全対策として、 以下の施策を行った。

　	① 　土壌汚染対策について、 「土壌汚染対策法」 （平成１４年法律第５３号） に基づき、 健康被害

の防止の観点から、 土壌汚染に関する適切な調査や対策の実施及び汚染土壌の適正な処理

を推進した。

　	② 　農用地の土壌汚染対策について、 「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」 （昭和４５年

法律第１３９号） に基づき、 特定有害物質による農用地の土壌汚染を防止又は除去するための

対策事業を実施した。

　	③ 　ダイオキシン類による土壌汚染対策について、 「ダイオキシン類対策特別措置法」 （平成１１年

法律第１０５号） に基づく施策を推進した。

（７）　「工業用水法」 （昭和３１年法律第１４６号） 及び 「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」

（昭和３７年法律第１００号） により、 地下水採取規制を実施した。 濃尾平野、 筑後 ・ 佐賀平野

及び関東平野北部の３地域について、 関係機関と連携した地盤沈下防止等対策の実施状況の把

握、 地下水情報の共有化等について調査 ・ 検討し、 総合的な対策を推進した。

（８）　中長期的な温室効果ガスの排出削減実現のための脱炭素に資するまちづくりを進めるため、

「地球温暖化対策の推進に関する法律」 （平成１０年法律第１１７号。 以下 「地球温暖化対策推進

法」 という。） に基づく地方公共団体実行計画の策定 ・ 実施の推進や、 「都市の低炭素化の促

進に関する法律」 （平成２４年法律第８４号） に基づく 「低炭素まちづくり計画」 や 「都市再生特

別措置法」 に基づく 「立地適正化計画」 の作成や同計画に基づく取組を支援した。 具体的には、

地方公共団体実行計画の策定 ・ 実施の支援のための情報基盤の整備、 「地球温暖化対策推進

法」 に基づく促進区域の設定等の推進、 再生可能エネルギーや自然資本の活用による災害に強

く環境負荷の少ない都市構造への転換や、 「低炭素まちづくり計画」 や 「立地適正化計画」 に

基づく財政措置や各種の税制等を活用し、 脱炭素型まちづくりに向けて、 都市のコンパクト化、

街区単位での効率的なエネルギー利用に向けた施設整備等の取組、 都市空間の緑化等の取組

を推進した。

（９）　「環境影響評価法」 （平成９年法律第８１号） に基づき、 規模が大きく環境影響の程度が著し

いものとなるおそれのある事業について適切な審査の実施を通じた環境保全上の配慮の確保に

努めた。
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	第１０節	 歴史的風致の維持 ・ 向上及び良好な景観形成の推進

（１）　地域の歴史的な風情、 情緒を活用したまちづくりを推進するため、 「地域における歴史的風致

の維持及び向上に関する法律」 （平成２０年法律第４０号） に基づき、 歴史的風致維持向上計画

の認定を進めるとともに （令和５年３月末現在９０市町）、 計画に基づく取組を支援した。 また、

良好な景観の形成や歴史的風致の維持 ・ 向上を推進するため、 景観 ・ 歴史資源となる建造物の

改修等を支援した。

（２）　良好な景観の形成への取組を総合的かつ体系的に推進するため、 「景観法」 （平成１６年法律

第１１０号） の基本理念の普及、 良好な景観形成に関する国民の意識向上を目的とした各種の普

及啓発活動を重点実施しており、 このほかにも、 多様な主体の参加に向けた景観に関する教育、

法制度の効果的な活用のあり方や優良事例に関する情報提供等の取組を推進した。

	第１１節	 適正な土地の管理の確保方策の推進

1 周辺に悪影響を与える管理不全の土地等に関する対策

（１）　公共事業によるハード整備等の対策や、 空き地等に関する条例、 空き家対策としての 「空家

等対策の推進に関する特別措置法」 等に基づく取組などの地方公共団体等の取組を支援した。

また、 管理不全の空き家に対する指導 ・ 勧告を可能とし、 勧告を受けた空き家の敷地に係る税

制優遇を解除する仕組みや、 命令等の事前手続をとるいとまがない緊急時の代執行制度を創設

する 「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」 を令和５年通常国会に

提出した。

（２）　令和３年より施行された鉄道事業者による鉄道施設に障害を及ぼす植物等の伐採等を可能と

する制度に基づき、 鉄道用地外からの災害に対する事前防災及び早期復旧を推進した。

（３）　「所有者不明土地法」 の改正により、 所有者による管理が実施されておらず、 かつ、 引き続

き管理が実施されないことが確実であると見込まれる所有者不明土地について、 周辺の地域に

おける災害の発生や環境の著しい悪化を防止するため、 市町村長による勧告 ・ 命令 ・ 代執行を

可能とする制度を創設した。 また、 新制度の施行に併せ、 運用に当たって参考となる基準や手

続の基本的な考え方を示すものとして、 「所有者不明土地の管理の適正化のための措置に関す

るガイドライン」 を公表した。

2 民民関係での適正な土地の管理の確保 （民事基本法制の見直し）

所有者不明土地の管理に特化した所有者不明土地管理制度の創設、 土地の管理不全化に対応す

るための管理不全土地管理制度の創設、 隣地等を円滑 ・ 適正に使用するための相隣関係規定の見

直し等の民事基本法制の見直しを内容とする 「民法等の一部を改正する法律」 （令和３年法律第２４

号） が令和３年４月２１日に成立し、 同月２８日に公布された。 これらの規定の施行日は令和５年４月１

日とされており、 新たな制度の内容を周知するなど、 施行に向けた準備を進めた。
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	第１２節	 所有者不明土地問題への対応方策の推進

（１）　所有者不明土地の 「利用の円滑化の促進」 と 「管理の適正化」 を図るとともに、 これらの取

組を支える 「推進体制の強化」 を図ることを内容とする 「所有者不明土地の利用の円滑化等に

関する特別措置法の一部を改正する法律」 （令和４年法律第３８号） が令和４年４月２７日に成立

し、 同年５月９日に公布され、 同年１１月１日に一部の規定を除いて施行された。

	 　	所有者不明土地の利用の円滑化の促進のため、 地域福利増進事業について、 老朽化した空

き家等、 利用が困難であり、 かつ、 引き続き利用されないことが確実であると見込まれる建築物

が建っている所有者不明土地においても実施可能とするとともに、 対象事業に、 備蓄倉庫等の

災害関連施設や再生可能エネルギー発電設備の整備に関する事業を追加した。 また、 適正に管

理されていない所有者不明土地について、 周辺の地域における災害の発生や環境の著しい悪化

を防止するため、 市町村長による代執行等を可能とする制度等を創設した。 さらに、 こうした所

有者不明土地対策を地域の関係者が一体となって取り組めるよう、 市町村による計画制度や、

所有者不明土地や低未利用土地等の利活用に取り組む特定非営利活動法人や一般社団法人等

を 「所有者不明土地利用円滑化等推進法人」 として指定することができる制度等を創設した。

	 　	また、 これらの制度が円滑に運用されるよう、 「所有者不明土地法」 第３条第１項に基づく基本

方針の変更 （令和４年法務省 ・ 国土交通省告示第１号）、 制度運用の参考となる基準や手続を

示すガイドライン等の作成 ・ 改訂を行い、 公表したほか、 市町村等向けの説明会の開催等によ

る制度の普及啓発等を行った。

（２）　「所有者不明土地法」 の改正により拡充 ・ 創設された制度について、 全国１０ブロックに設置

された国、 地方公共団体、 関係士業団体等で構成される土地政策推進連携協議会を活用し、

制度の普及のための講演会 ・ 講習会を開催した。 また、 ガイドラインの改訂や手引きの作成を行

うとともに、 モデル調査を通じた活動費への助成等により先進的な取組を支援した。 これらの取

組もあり、 平成３０年１１月の制定以降、 同法に基づく地域福利増進事業の裁定は１件、 「土地収

用法」 （昭和２６年法律第２１９号） の特例の利用は６件、 土地所有者等関連情報の利用及び提

供は１，０４４件 （令和４年１２月末現在） 行われた。 そのほか、 法務局 ・ 地方法務局においては、

「所有者不明土地法」 に基づき、 長期間にわたり相続登記がされていない土地の解消作業を進

めた。

（３）　所有者が不明である農地について、 農業委員会による探索 ・ 公示手続を経て、 農地中間管

理機構が利用権を取得できる制度等により、 所有者不明農地の利用を促進する 「農業経営基盤

強化促進法等の一部を改正する法律」 （平成３０年法律第２３号） について、 その活用に向けた

普及啓発を図った。

（４）　所有者の全部又は一部が不明であり、 手入れが行き届いていない森林について、 市町村に

経営管理を行う権利を設定する特例が措置された 「森林経営管理法」 を円滑に運用するため、

「所有者不明森林等の特例措置活用のためのガイドライン」 の改訂等を通じ、 地方公共団体の

支援に努めた。 また、 同法の規定に基づき、 共有者不明森林及び所有者不明森林に関する情報

の提供等に努めた。

（５）　「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」 （令和元年法律第１５号） に

基づき、 歴史的な経緯により不動産登記簿の表題部所有者欄が正常に記録されていない土地の

解消作業を進めた。

（６）　共有者の一部が不明である土地を円滑 ・ 適正に利用するための仕組みや、 ライフラインの導

管等を設置するために他人の土地を使用することができる制度等の民事基本法制の見直しを内

容とする 「民法等の一部を改正する法律」 が令和３年４月２１日に成立し、 同月２８日に公布され
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た。 これらの規定の施行日は令和５年４月１日とされており、 新たな制度の内容を周知するなど、

施行に向けた準備を進めた。 また、 平成３０年に取りまとめた 「所有者不明私道への対応ガイド

ライン」 について、 新たな制度を踏まえて改訂し、 その普及を図った。

（７）　所有者不明土地が発生していることを踏まえ、 「民法等の一部を改正する法律」 により 「不動

産登記法」 （平成１６年法律第１２３号） の一部が改正され、 相続登記の申請の義務化や登記手

続の負担軽減策等の新たな制度を創設した （令和６年４月１日施行）。 新たな制度の内容を周知

するなど、 施行に向けた準備を進めた。

（８）　相続等により土地を取得した者が一定の要件の下で土地の所有権を手放して、 国に土地を帰

属させる制度の創設を内容とする 「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する

法律」 （令和３年法律第２５号） は令和５年４月２７日施行とされており、 必要な政省令の整備や

新たな制度の内容を周知するなど、 施行に向けた準備を進めた。

（９）　令和２年度からの 「第７次国土調査事業十箇年計画」 に基づき、 地籍調査の円滑化 ・ 迅速

化を図り、 所有者や境界等の土地に関する基礎的情報を明確化することで、 所有者不明土地の

発生抑制に貢献した。

（１０）　「土地基本法」 （平成元年法律第８４号） に基づき、 関係省庁が一体性を持って人口減少時

代に対応した土地政策を迅速に講じることができるように策定された 「土地基本方針」 （令和３年

５月２８日閣議決定） の次期改定を見据え、 国土審議会土地政策分科会企画部会において、 深

掘りすべき課題の抽出や調査、 検討を行った。

	第１３節 安全保障等の観点に基づく土地利用に係る調査及び規制

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」

（令和３年法律第８４号） は、 令和４年９月に全面施行された。 同年１２月に同法に基づく初回の注視

区域及び特別注視区域の指定を行い、 令和５年２月に施行された。
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第3章 土地の取引に関する施策

	 第１節	 不動産取引市場の整備等

（１）　不動産流通市場の整備 ・ 活性化を進めるための施策を総合的に推進するため、 以下の施策

を行った。

　	①	　不動産取引における書面の電磁的方法による提供を可能とする 「宅地建物取引業法」 の改

正 （令和４年５月１８日施行） に併せ 「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びＩＴを

活用した重要事項説明実施マニュアル」 を公表するなど、 不動産取引のオンライン化を推進し

た。

　	② 　不動産ＩＤの利活用による不動産関連情報の連携 ・ 活用等の促進に向けて、 不動産ＩＤの制

度の周知を行うとともに、 官民における不動産ＩＤを活用したユースケース ・ メリットの調査や、

不動産ＩＤの活用促進に向けた環境整備のあり方についての検討等を行った。

　	③ 　地方公共団体が把握 ・ 提供している空き地 ・ 空き家の情報について、 地方公共団体を横断

して簡単に検索できる 「全国版空き家 ・ 空き地バンク」 の活用促進を通じた需要と供給のマッ

チングにより取引を促進した。

　	④ 　建物状況調査 （インスペクション） の活用促進や、 建物状況調査が行われた既存住宅であ

ること等を示す 「安心Ｒ住宅」 制度等を通じ、 売主 ・ 買主が安心して取引ができる市場環境

を整備し、 既存住宅の流通を促進した。

（２）　空き地の利活用や流通に向けたマッチング ・ コーディネート、 啓発活動等に取り組む法人等の

取組を促進するため、 「所有者不明土地法」 の改正により所有者不明土地利用円滑化等推進法

人の指定制度を創設した。 また、 空き家のリノベーション等の低未利用の不動産の再生の取組に

よる住宅ストックを有効活用することで適正な土地利用を推進した。 （再掲）

	 第２節	 不動産投資市場の整備

人口減少や少子高齢化といった課題に直面する中、 我が国の不動産市場において、 国内外の資金

を適切に活用し、 都市における生産性の向上や地方の創生を図ることが、 経済成長と国民生活の豊

かさの実現のために必要となっている。 これらの課題に対応するため、 以下の施策を実施した。

（１）　不動産特定共同事業の意義 ・ 活用のメリットや好事例、 成功のポイントをまとめた 「不動産特

定共同事業 （ＦＴＫ） の利活用促進ハンドブック」 を周知したほか、 専門家派遣等により、 遊休

不動産の再生等に資する、 クラウドファンディングを活用した不動産特定共同事業の形成を促進

した。

（２）　不動産特定共同事業におけるデジタル技術を活用した出資持分の売買等について、 投資家保

護を図りつつ、 不動産投資市場を活性化させるために必要な事業者における体制のあり方等の

調査 ・ 検討を行った。

（３）　リート市場等の更なる拡大や民間の資金 ・ アイデアを活用した老朽不動産の再生 ・ 公的不動

産 （ＰＲＥ） の有効活用等の推進に向け、 リート、 特定目的会社及び特例事業者等が不動産を取

得する場合における登録免許税及び不動産取得税の特例措置を講じるとともに、 リートにおけるア

セットタイプの多様化が促進されるよう、 ヘルスケアリートの活用に係るガイドラインを見直した。
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（４）　環境不動産等の良質な不動産の形成を促進するため、 耐震 ・ 環境不動産形成促進 （Ｒｅ-Ｓ

ｅｅｄ） 事業の適切な監督等に努め、 耐震 ・ 環境性能に優れた良質な不動産の形成を促進し、

地域の再生 ・ 活性化に資するまちづくり及び地球温暖化対策を推進した。

（５）　不動産に係る社会課題 ・ 取組を４段階１４分野５２項目に整理 ・ 類型化を行い、 「社会的イン

パクト」 の設定 ・ 事前評価の進め方などの実践に向けたポイント等をまとめた 「社会的インパクト

不動産」 の実践ガイダンスの公表や、 不動産分野ＴＣＦＤ 11対応ガイダンスの周知等、 不動産分

野へのＥＳＧ 12投資の促進に向けた環境整備を行った。

（６）　不動産価格の動向を適時 ・ 的確に把握するとともに、 不動産市場の透明性向上等を図る観

点から、 不動産価格指数 （住宅 ・ 商業用不動産）、 既存住宅販売量指数及び法人取引量指数

を継続的に公表した。

	 第３節	 土地税制における対応

新型コロナウイルス感染症により打撃を受けた我が国経済の早期回復の実現や、 土地取引の活性

化、 土地の有効利用の促進等の観点から、 令和４年度税制改正においては、 以下のとおり税制上の

措置を講じた。

（１）　景気回復に万全を期すため、 土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置につい

て、 激変緩和の観点から、 令和４年度に限り、 商業地等における課税標準額の上昇幅を評価額

の２．５％ （５％→２．５％に抑制し、 税額上昇分を半減） とする措置を講じた。

（２）　「所有者不明土地法」 に基づく地域福利増進事業に係る固定資産税等の税率軽減措置につ

いて、 対象となる事業等を拡充する措置を講じた。

（３）　工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置について、 現行の措置を２

年間延長した。

	 第４節	 不動産市場における国際展開支援

（１）　東南アジア諸国連合 （ＡＳＥＡＮ 13） 諸国等の政府職員に対する研修等を通じて、 我が国不動

産企業の進出先におけるビジネス環境の改善に資する制度の整備 ・ 普及を支援した。

（２）　不動産分野の海外展開を官民が連携し一層推進するため、 Ｊ-ＮＯＲＥ 14を活用し、 タイ王国

を対象国とし官民での情報共有 ・ 課題整理等を実施した。 また、 ベトナムを対象国とした令和３

年度のＪ-ＮＯＲＥの議論を踏まえ、 二国間会議の場を活用し、 ベトナム社会主義共和国政府と

我が国不動産企業の現地での事業上の課題を共有するとともに、 制度の改善等を同政府に要望

した。

11	Task	Force	on	Climate-related	Financial	Disclosures （気候関連財務情報開示タスクフォース） の略
12	Environment （環境）、 Social （社会）、 Governance （ガバナンス （企業統治）） を考慮した投資活動や経営 ・
事業活動

13	Association	of	South ‐ East	Asian	Nations （東南アジア諸国連合） の略
14	Joint	Network	for	Overseas	Real	Estate	Business （海外不動産業官民ネットワーク） の略
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	 第５節	 土地取引制度の適切な運用

土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、 適正かつ合理的な土地利

用を確保するため、 都道府県等において、 「国土利用計画法」 に基づく土地取引規制制度を運用し

ており、 地域の実情を踏まえた運用 （令和５年３月末現在、 東京都小笠原村のみ監視区域を指定）

を行った。 また、 これら土地取引規制制度の適切な運用を図るため、 土地取引状況等を把握する土

地取引規制基礎調査等を実施した。
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第4章
土地に関する調査の実施及び
情報の提供等に関する施策

	 第１節	 国土調査の推進等

（１）　市町村等が行う地籍調査について、 令和２年度からの 「第７次国土調査事業十箇年計画」 に

基づき、 所有者不明等の場合でも円滑に調査を進めるための手続や、 地域特性に応じた効率的

な調査手法の導入を促進しつつ、 社会資本整備が予定される地域等の政策効果の高い地域で

の地籍調査を重点的に支援することにより、 地籍調査を推進した。

	 　	また、 山村部における航空レーザ測量等のリモートセンシングデータの活用や都市部における

ＭＭＳ 15による計測データの活用等の地域特性に応じた効率的な地籍調査手法について、国が基

礎的な情報を整備し、 その適用手法等を蓄積 ・ 普及することにより、 市町村等における導入を

推進した。

	 　	さらに、 民間事業者や地方公共団体の公共事業部局等が作成する地籍調査以外の測量成果

を、 地籍調査と同等以上の精度を有するものとして地籍整備に活用できるよう支援した。

	 　	このほか、 地籍調査の円滑な推進のため、 新制度や新手法の周知 ・ 普及を図るとともに、 調

査上の課題の克服に向けた助言を行う経験豊富な専門家を市町村に派遣するなど、 市町村等を

支援した。

	 　	加えて、 地籍調査をより円滑かつ迅速に推進する方策として、 所有者探索に住基ネットの利用

を可能とする措置のほか、 森林境界明確化の成果を活用して効率的に地籍調査を実施するため

のマニュアルの整備等の措置を講じた。

（２）　「第７次国土調査事業十箇年計画」 に基づき、 土地本来の自然地形や改変状況、 災害履歴

等の情報を整備 ・ 提供する土地履歴調査を実施した。 また、 地下水に関する基礎的な情報とし

て、 全国地下水資料台帳の整備 ・ 更新を行った。

（３）　我が国の土地の所有 ・ 利用状況や取引の実態等を明らかにするための統計資料の作成 ・ 整

備及び行政資料等の収集 ・ 分析を行った。 特に、 令和４年度は、 ５年周期の基幹統計調査 「法

人土地 ・建物基本調査」 （令和５年実施） の準備として、 名簿や調査関連資料の整備を実施した。

	 第２節	 国土に関する情報の整備等の推進

（１）　国土数値情報について、 地価公示、 都道府県地価調査等を更新するとともに、 国土政策、

土地 ・ 不動産政策や災害対策等に必要な情報の整備を進めた。 また、 これらの国土数値情報を

ウェブサイト上でダウンロードできるよう 「国土数値情報ダウンロードサイト」 の改修、 運用、 拡

充を行った。

（２）　基盤地図情報、 主題図、 台帳情報、 統計情報、 空中写真等の地理空間情報を高度に活用

できる社会の実現に向け、 「地理空間情報活用推進基本計画」 （令和４年３月１８日閣議決定） に

基づき、 基盤地図情報をはじめとした社会の基盤となる地理空間情報の整備 ・ 高度化や、 Ｇ空

間情報センターを中核とした地理空間情報の流通 ・ 利活用の推進、 地理空間情報を活用した技

術を社会実装するためのＧ空間プロジェクトの推進を行った。 また、 産学官の連携によりＧ空間

15	Mobile	Mapping	System （移動計測車両による測量システム） の略
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ＥＸＰＯ２０２２を令和４年１２月に開催するなど、 知識の普及、 人材の育成等を推進した。

（３）　「スマートシティ」 をはじめとするまちづくりＤＸのデジタルインフラとなる３Ｄ都市モデルの整

備 ・ 活用 ・ オープンデータ化を行う 「Ｐｒｏｊｅｃｔ	ＰＬＡＴＥＡＵ」 を推進し、 全国約１３０都市の３Ｄ

都市モデルを整備 ・ オープンデータ化した。

	 第３節	 土地に関する登記制度の整備

（１）　全国の都市部における地図混乱地域のほか、 大都市や地方の拠点都市の枢要部等、 地図整

備の緊急性及び必要性が高い地域について、 登記所備付地図作成作業を重点的かつ集中的に

行った。

（２）　筆界特定制度により、 紛争が生じている土地の筆界を特定した。

（３）　「所有者不明土地法」 に基づき、 長期間にわたり相続登記等が未了となっている土地につい

て、 当該土地の相続人の探索や登記手続の簡略化等により、 更なる相続登記の促進を図った。

（４）　「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」 に基づき、 歴史的な経緯

により不動産登記簿の表題部所有者欄が正常に記録されていない土地の解消作業を進めた。

（再掲）

（５）　相続登記の申請の義務化や登記手続の負担軽減等の民事基本法制の見直しを内容とする

「民法等の一部を改正する法律」 が令和３年４月に成立 ・ 公布され、 相続登記の申請義務化関

係の改正について、 令和６年４月１日に施行されることとなった。 新たな制度の内容を周知するな

ど、 施行に向けた準備を進めた。

（６）　不動産登記を中心にした登記簿と他の公的機関の台帳等との連携により、 個人情報保護にも

配慮しつつ、 関係行政機関が土地所有者に関する情報を円滑に把握できる仕組みを構築するこ

とを目指し、 検討を進めた。

	 第４節	 不動産取引情報の推進等

（１）　地価公示は、 正常な価格を公示することにより、 一般の土地取引価格に対して指標を与え、

不動産鑑定評価の規準及び公共事業用地取得価格の算定の規準となるなど、 適正な地価の形

成に寄与することを目的としている。 また、 「土地基本法」 第１７条により、 相続税評価額や固定

資産税評価額の基準ともなっており、 土地価格に関する制度インフラとしての役割を果たしてい

る。 令和５年地価公示においては、 全国２６，０００地点の標準地について実施した結果に基づき、

地価動向の分析結果を公表した。 また、 令和４年都道府県地価調査について、 各都道府県知事

が実施する結果に基づき、 地価動向の分析結果を公表した。 地価動向を先行的に表しやすい三

大都市圏等の主要都市の高度利用地８０地区について、 四半期ごとの地価動向の公表を 「地価

ＬＯＯＫレポート」 として行った。

（２）　不動産取引価格等の調査は、 平成１７年度から三大都市圏の政令指定都市を中心に開始し、

現在は全国に拡大して実施している。 調査によって得られた情報は、 標準地の公示価格の判定

に役立てるとともに、 個別の物件が容易に特定できないよう配慮して、 取引された不動産の種類

（土地、 土地と建物、 中古マンション等、 農地、 林地） 別に所在地 （大字又は町名まで）、 取引

価格、 取引時期、 面積、 建物の用途 ・ 構造、 最寄り駅等の情報を四半期別に取りまとめ、 イン

ターネット （土地総合情報システム） を通じて公表しており、 令和４年度も、 取引価格等の調査

を実施し、 得られた情報を公表した。 平成１８年４月の公表開始から令和５年３月末までの提供件

数は約４８８万件となった。
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	 　	また、 不動産取引価格情報を他の土地 ・ 不動産関連情報と重ね合わせて表示することができ

る新システム （土地 ・ 不動産情報ライブラリ） を令和６年度から公開するため、 当該システムの

要件定義を進めた。

（３）　不動産価格の動向を適時 ・ 的確に把握するとともに、 不動産市場の透明性向上等を図るた

め、 以下の取組を行った。

　	①	　不動産価格指数 （住宅 ・ 商業用不動産） を、 令和３年度と同様の頻度で公表した。

　	② 　現在、 試験運用を行っている不動産価格指数 （商業用不動産） について、 国際通貨基金

（ＩＭＦ 16） 等の国際機関の動向を踏まえた検討等を行った。

　	③ 　既存住宅販売量指数、 法人取引量指数ともに四半期に一度の頻度で公表した。

（４）　不動産鑑定評価の信頼性を更に向上させるため、 不動産鑑定業者の能力に着目した業者選

定に向けた依頼者への情報提供等の支援や、 不動産鑑定業者に対し、 法令及び不動産鑑定評

価基準の遵守状況を検査する立入検査等を内容とする鑑定評価モニタリングを実施した。 また、

不動産鑑定評価基準等について、 社会ニーズや環境の変化に的確に対応していくための検討を

進めた。

（５）　適正な地価の形成及び課税の適正化を図るため、 以下の措置を実施した。

　	① 　固定資産税における土地の評価について、 地価公示価格等の７割を目途としてその均衡化・

適正化を図るとともに、 地価動向等を適切に反映した評価に努めた。

　	② 　土地の相続税評価について、 評価時点を１月１日、 評価割合を地価公示価格水準の原則８割

としてその均衡化 ・ 適正化を図るとともに、 地価動向等を適切に反映した評価に努めた。

	 第５節	 災害リスク等についての情報の提供等の推進

（１）　社会のニーズに応じた防災 ・ 減災に資する浸水想定や地域の土地の災害履歴などの災害リス

ク情報等を地理空間上において活用可能とするための情報の整備 ・ 公開 ・ 活用の推進、 三次元

化等により都市情報を可視化する 「ｉ-都市再生」 の技術開発等を通じ、 土地の利用 ・ 管理 ・

取引に関する施策の円滑な実施を促進した。

（２）　不動産分野におけるＴＣＦＤ提言を踏まえた気候変動によるリスクと機会に関する情報開示を

促進するため、 不動産分野ＴＣＦＤ対応ガイダンスの周知等を行った。

16	International	Monetary	Fund （国際通貨基金） の略
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第5章
土地に関する施策の 
総合的な推進

	 第１節	 国 ・ 地方公共団体の連携協力

（１）　具体的なＰＰＰ／ＰＦＩ案件形成を促進するため、 地域プラットフォームの全国への普及を促進し

た。 その際、 人口規模が小さい地方公共団体においても案件形成がなされるよう、 また、 地方

企業の案件への参加が促進されるよう、 全国の地方公共団体や、 地元企業、 地域金融機関の

地域プラットフォームへの参画を促した。 あわせて、 専門家の派遣や地方公共団体職員 ・ 地域

事業者向けの研修 ・ セミナーの実施等による人材育成、 官民対話の機会創出のほかに、 市町村

長との意見交換会を開催し、 地方公共団体におけるＰＰＰ／ＰＦＩの案件形成を促した。 （再掲）

（２）　「所有者不明土地法」 の改正により拡充 ・ 創設された制度について、 全国１０ブロックに設置

された国、 地方公共団体、 関係士業団体等で構成される土地政策推進連携協議会を活用し、

制度の普及のための講演会 ・ 講習会を開催した。 また、 ガイドラインの改訂や手引きの作成を行

うとともに、 モデル調査を通じた活動費への助成等により先進的な取組を支援した。 これらの取

組もあり、 平成３０年１１月の施行以降、 同法に基づく地域福利増進事業の裁定は１件、 「土地収

用法」 の特例の利用は６件、 土地所有者等関連情報の利用及び提供は１，０４４件 （令和４年１２

月末現在） 行われた。 そのほか、 法務局 ・ 地方法務局においては、 「所有者不明土地法」 に基

づき、 長期間にわたり相続登記がされていない土地の解消作業を進めた。 （再掲）

	 第２節	 関連分野の専門家等との連携協力

（１）　都市再生機構において、 その有するノウハウや技術をいかし、 まちづくり事業に関する構想 ・

計画策定に対する技術支援等を行った。

（２）　地籍調査の円滑な推進のため、 新制度や新手法の周知 ・ 普及を図るとともに、 調査上の課

題の克服に向けた助言を行う経験豊富な専門家を市町村に派遣するなど、 市町村等を支援した。

（再掲）

	 第３節	 土地に関する基本理念の普及等

土地白書の公表や、 １０月の 「土地月間」 （１０月１日は 「土地の日」） に関する活動等を通じて、 関

係団体と連携しつつ、 土地に関する基本理念の普及等を図るとともに、 土地に関する各種施策 ・ 制

度等を紹介した。 民事基本法制や 「所有者不明土地法」 の見直し等により土地に関する制度が変化

していく中で、 国民が身近な土地について考え、 制度に関する理解を深めるきっかけとなるよう、 「第

２回 『土地月間』 ポスターコンテスト」 を実施し、 受賞作品を次のとおり決定した。 また、 土地所有

者向けに土地に関連する法律の概要や相談窓口等をまとめた土地読本を作成 ・ 配布するなど、 広報

活動を強化した。
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	 第４節	 資金 ・ 担い手の確保

（１）　空き地の利活用や流通に向けたマッチング ・ コーディネート、 啓発活動等に取り組む法人等の

取組を促進するため、 「所有者不明土地法」 の改正により所有者不明土地利用円滑化等推進法

人の指定制度を創設した。

（２）　民間の創意工夫と事業意欲を積極的に活用しつつ良好なまちづくりを進めていくため、 ＭＩＮ

ＴＯ機構の支援業務を推進した。 具体的には、 エリアマネジメントを行うまちづくりファンドを地域

金融機関と共同で立ち上げ、 複数のリノベーション事業等を連鎖的に進めた。 あわせて、 地方

公共団体等のまちづくりファンドを通じて、 クラウドファンディングやふるさと納税等を活用したま

ちづくり事業を支援した。 また、 地域金融機関等とともに出資等を通じて老朽ストックを活用した

テレワーク拠点等の整備を支援するファンドを立ち上げ、 アフターコロナに対応したまちづくりを支

援した。 （再掲）

（３）　地域の価値向上を図り、 土地の適正な利用に資するエリアマネジメント活動を推進するため、

地域再生エリアマネジメント負担金制度について、 制度の内容や必要な手続を解説したガイドラ

インを活用したコンサルティング等により、 制度の活用を促進した。 （再掲）
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第6章
東日本大震災と土地に関する
復旧 ・復興施策

	 第１節	 土地利用関連施策

1 宅地関連施策

津波災害対策等の推進のため、 以下の施策を実施した。

（１）　被災市街地等において、 被災者用住宅、 福祉施設、 商業施設等の一体的な整備を図るため、

市街地再開発事業により、 土地の整備、 共同施設の整備等を支援した。

（２）　福島県の原子力災害被災市町村において、 福島復興再生拠点整備事業により、 再生 ・ 復興

の拠点となる市街地の形成を支援した。

2 農地関連施策

「「第２期復興 ・ 創生期間」 以降における東日本大震災からの復興の基本方針」 （令和３年３月９日

閣議決定） 等に基づき、 農地 ・ 農業用施設の災害復旧、 これと併せて行う区画整理等の事業を実施

した。 また、 地域の農業基盤の復興方針を踏まえ、 農業基盤整備等に必要な計画策定を支援した。

3 土地利用再編等に向けた取組

「東日本大震災復興特別区域法」 （平成２３年法律第１２２号） の復興整備計画制度に基づき、 許認

可やゾーニングに係る手続のワンストップ処理、 これらの許可に係る基準の緩和等の特例の活用を図

り、 復興に向けたまちづくり ・ 地域づくりを進めていくために必要となる市街地の整備や農業生産基盤

の整備等の各種事業の円滑かつ迅速な実施を促進した。 これまでに、 岩手県の１２市町村、 宮城県の

１５市町、 福島県の１３市町村において、 復興整備協議会が組織され、 そのうち岩手県の１２市町村、

宮城県の１４市町、 福島県の１３市町村において、 復興整備計画が公表された （令和４年１２月末現

在）。

	 第２節	 住宅関連施策

1 災害公営住宅等の供給の支援

（１）　自力での住宅再建 ・ 取得が困難な被災者に対して、 地方公共団体が災害公営住宅を供給し

ており、 家賃低廉化等に係る費用に対する支援及び譲渡に係る特例措置を講じた。

（２）　福島第一原子力発電所事故に係る対応として、 避難指示区域に居住していた方々 （避難者

や帰還者） に対して、 地方公共団体が災害公営住宅を供給しており、 その整備や家賃低廉化等

に係る費用に対する支援及び入居者資格や譲渡に係る特例措置を講じた。

2 個人の住宅再建等への支援

（１）　被災者の住宅再建等を支援するため、 独立行政法人住宅金融支援機構 （以下 「住宅金融支

援機構」 という。） による災害復興住宅融資について、 金利の引下げや元金据置期間の延長等を

行ったほか、 宅地に被害が生じた場合についても支援するため、 災害復興宅地融資を実施した。
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（２）　住宅金融支援機構から貸付けを受けている被災者に対して、 最長５年の払込みの猶予 ・ 返済

期間の延長や、 猶予期間中の金利の引下げ措置を実施し、 支援した。

（３）　勤労者財産形成持家融資について、 被災した勤労者が住宅の取得、 補修のために勤労者財

産形成持家融資を新たに受ける場合に、 金利の引下げや元金据置期間を設定することができる

特例措置を実施するとともに、 既に勤労者財産形成持家融資を受けて返済中の勤労者に対し、

罹災の程度に応じて、 返済猶予、 返済猶予期間中の金利の引下げ、 返済期間の延長等の措置

を実施した。

	 第３節	 被災自治体による土地活用の取組の推進

土地区画整理事業等による造成宅地や防災集団移転促進事業による移転元地等の活用について、

計画段階から土地活用等の段階まで、 ハンズオン支援により地域の個別課題にきめ細かく対応し、 復

興施策と一般施策とを連携させ、 政府全体の施策の総合的な活用を図りながら、 被災地方公共団体

の取組を支援した。

	 第４節	 土地情報関連施策

1 土地境界の明確化の推進

東日本大震災及び平成２８年熊本地震の被災地 （岩手県、 宮城県、 福島県及び熊本県） におい

て、 復旧 ・ 復興の更なる推進に寄与するため、 登記所備付地図作成作業を実施した。

2 適正な取引確保のための土地取引情報の提供

被災地における適正な土地取引を確保するため、 宮城県、 福島県及び仙台市の求めに応じて、 土

地取引の登記情報を福島県及び仙台市に、 取引価格情報を宮城県、 福島県及び仙台市に提供した。

	 第５節	 税制上の措置

東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び復旧 ・ 復興に向けた取組の推進を図る観点から、 土

地等の取得、 保有、 譲渡それぞれの段階において、 必要な税制上の措置を講じた。

1 国税関係

（１）　住宅の再取得等に係る住宅ローン控除の特例措置 （所得税）

（２）　被災市街地復興土地区画整理事業等に係る土地等の譲渡所得の課税の特例措置 （所得税、

法人税）

（３）　特定の資産 （被災区域の土地等） の買換えの場合等の課税の特例措置 （所得税、 法人税）

（４）　被災者が取得した住宅取得等資金に係る特例措置 （贈与税）

（５）　被災した建物の建替え等に係る免税措置 （登録免許税）

（６）　被災した建物の代替建物の取得等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の非課税措置 （印

紙税）

（７）　特定住宅被災市町村の区域内の土地等を地方公共団体等に譲渡した場合の２，０００万円特

別控除 （所得税、 法人税）
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2 地方税関係

（１）	 被災住宅用地に係る特例措置 （固定資産税、 都市計画税）

（２）　被災代替住宅用地等の特例措置 （固定資産税、 都市計画税）

（３）　被災代替家屋等の特例措置 （固定資産税、 都市計画税）

（４）　被災代替家屋等の取得に係る特例措置 （不動産取得税）

（５）　被災代替家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る特例措置 （不動産取得税）

	 等
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第1章
土地の利用及び管理に関する 
計画の策定等

	 第１節	 国土計画における適正な土地利用の推進

（１）　平成２７年８月に閣議決定された 「第五次国土利用計画 （全国計画）」 に基づき、 適切な国土

管理を実現する国土利用、 自然環境と美しい景観等を保全 ・再生 ・活用する国土利用、 安全 ・

安心を実現する国土利用の３つを基本方針として、 土地利用や国土管理に関する必要な検討や、

各種指標等を活用した効果的な計画の推進を行うとともに、 国土審議会計画部会において 「第

六次国土利用計画 （全国計画）」 の策定に向けた検討を進める。

	 　	また、 全国計画を基本とする都道府県計画及び市町村計画の変更のため、 調査や情報提供

等の必要な措置を講じる。

	 　	さらに、人口減少下における国土の管理水準の低下が今後取り組むべき主要な課題として 「第

五次国土利用計画 （全国計画）」 に位置付けられていることを踏まえ、 人口減少下における適切

な国土管理のあり方を示す 「国土の管理構想」 （令和３年６月） に基づき、 モデル事業や研修等

を通じて市町村や地域における取組等を推進する。

（２）　土地利用基本計画の適切な運用による適正かつ合理的な土地利用の推進を図る。 また、 土

地利用規制に係る地図情報についてＬＵＣＫＹ 1等により国民に情報提供する。

（３）　「第二次国土形成計画 （全国計画）」 （平成２７年８月１４日閣議決定） に基づき、 以下の施策

を行う。 また、 「広域地方計画」 （平成２８年３月２９日国土交通大臣決定） に定められた、 各ブ

ロックの特性、 資源をいかした広域連携プロジェクトを推進する。

　	①	　人口減少や高齢化が著しい中山間地域等において、 将来にわたって地域住民が暮らし続け

ることができるようにするため、 各種生活サービス機能が一定のエリアに集約され、 集落生活

圏内外をつなぐ交通ネットワークが確保された拠点である 「小さな拠点」 の形成に向けた取組

を推進する。

　	② 　「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」 （平成１９年法律

第４０号） に基づき、 引き続き、 地域の特性を生かして地域経済を牽引する事業に対し、 税

制 ・ 金融 ・ 規制緩和等の措置により支援する。

　	③ 　広域ブロック相互を結ぶ道路 ・ 鉄道 ・ 港湾 ・ 空港等の国内交通基盤を総合的に整備 ・ 活用

し、 基幹的なネットワークや拠点の機能確保を推進する。

（４）　令和５年夏に新たな 「国土形成計画 （全国計画）」 を策定する予定である。 検討では、 デジ

タルとリアルが融合した地域生活圏の形成等を重点テーマとして位置付けている。 また、 新たな

「広域地方計画」 についても、 骨子を取りまとめる。

	 第２節	 都市計画における適正な土地利用の推進

（１）　市街化区域、 市街化調整区域の区域区分制度や、 用途地域、 特別用途地区、 特定用途制

限地域等の地域地区制度、 地区計画制度等の土地利用制度の適切な活用を引き続き推進する。

また、 人口減少や少子高齢化の進展の中で、 居住者の健康 ・ 快適な暮らしや持続可能な都市

1	 Land	Use	Control	bacK-up	sYstem （土地利用調整総合支援ネットワークシステム） の略
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経営を実現するため、 市町村による 「都市再生特別措置法」 （平成１４年法律第２２号） に基づく

立地適正化計画の作成を支援し、 コンパクトシティの形成を促進する。

（２）　激甚化 ・ 頻発化する自然災害に対応するため、 「都市再生特別措置法等の一部を改正する

法律」 （令和２年法律第４３号） に基づき、 災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制、 災害ハ

ザードエリアからの移転の促進、 立地適正化計画の居住誘導区域内での防災対策の促進を図る

ことにより、 防災対策等とも連携した適正な土地利用を進める。

（３）　立地適正化計画と一体となった地域公共交通計画の策定と計画に係る事業を実施することに

より、 地方公共団体が中心となった地域公共交通ネットワークの形成を図り、 コンパクトシティ施

策と連携した適正な土地利用の誘導を促進する。

（４）　防災対策の強化、 中心市街地の活性化、 土地の有効・高度利用の推進等の課題に対応して、

土地区画整理事業を推進する。 特に、 集約型都市構造の実現に向けて、 拠点的市街地等に重

点を置いて事業を促進する。

	 第３節 農業振興地域整備計画等による優良農地の確保と有効利用の取組の推進

優良農地の確保と有効利用の取組を推進するため、 「農業振興地域の整備に関する法律」 （昭和

４４年法律第５８号） に基づく農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定等を通じ、 農業

振興に関する施策を計画的に推進するとともに、 「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法

律」 （令和４年法律第５６号） に基づき、 地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明

確化する地域計画の策定及び農地中間管理機構を活用した農地の集約化等を進める。

	 第４節	 森林計画等による適正な利用 ・ 管理の推進

森林の適正な利用及び管理に向け、 「森林法」 （昭和２６年法律第２４９号） に基づく森林計画制度

等の運用を通じ、 森林の有する多面的機能の十分な発揮を確保するための造林 ・ 間伐等の適切な推

進を図るとともに、 「森林経営管理法」 （平成３０年法律第３５号） に基づく森林の経営管理の集積 ・

集約化を進める。
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第2章
適正な土地利用及び管理の 
確保を図るための施策

	 第１節	 地方創生 ・ 都市再生の推進等

1 地方創生の推進

（１）　令和４年１２月に閣議決定した 「デジタル田園都市国家構想総合戦略」 に基づき、 各地域で

デジタル実装を加速化し、 地方から全国に、 ボトムアップの成長を目指す 「デジタル田園都市国

家構想」 を実現する。

（２）　国 ・ 地方が一体となった地方創生の取組を推進するため、 国家戦略特区、 構造改革特区、

総合特区、 ＳＤＧｓ 2未来都市、 「環境未来都市」 構想、 都市再生、 地域再生及び中心市街地活

性化をはじめとする各般の施策を総合的 ・ 効果的に実現していくための取組を推進する。 特に、

国家戦略特区については、 デジタル田園都市国家構想を先導するスーパーシティ型国家戦略特

区とデジタル田園健康特区の取組を強力に推進し、 大胆な規制改革を伴ったデータ連携や先端

的サービスの実現を加速化する。

（３）　地域の価値向上を図り、 土地の適正な利用に資するエリアマネジメント活動を推進するため、

地域再生エリアマネジメント負担金制度について、 制度の内容や必要な手続を解説したガイドラ

インを活用したコンサルティング等により、 制度の活用を促進する。

（４）　多様な主体や施策と連携し、 人口規模の小さな地域における住民の日常生活を支える生活

サービス機能が一定のエリアに集約され、 集落生活圏内外をつなぐネットワークが確保された拠

点である 「小さな拠点」 の形成を図り、 地域の活性化や持続可能性を高める観点からの適正な

土地利用の確保を推進する。

2 都市再生の推進

（１）　「都市再生緊急整備地域」 における都市再生を推進するため、 以下の施策を行う。

　	①	　「都市再生特別措置法」 に基づき指定された 「都市再生緊急整備地域」 （令和５年３月末現

在５２地域） においては、 税制措置や都市計画の特例等、 一般財団法人民間都市開発推進

機構 （以下 「ＭＩＮＴＯ機構」 という。） がミドルリスク資金の調達を支援するメザニン支援業

務といった各種支援措置の積極的活用を推進する。

　		　	　	また、 「都市再生緊急整備地域」 の候補となる地域を設定 ・ 公表することで、 民間投資の

一層の喚起や都市再生の質の向上を図る。

　		　	　	さらに、 令和５年度より、 「特定都市再生緊急整備地域」 以外の 「都市再生緊急整備地域」

において、 国土交通大臣の認定を申請できる都市開発事業の規模要件を緩和し、 地方都市に

おける都市再生の取組を一層推進する。

　	②	　「特定都市再生緊急整備地域」 （令和５年３月末現在１５地域） においては、 上述の 「都市再

生緊急整備地域」 における支援措置に加え、 シティプロモーション等の民間事業者による都市

の国際競争力強化に資する取組に対する支援のほか、 国際競争拠点都市整備事業を活用し、

地域の拠点や基盤となる都市拠点インフラの整備を重点的かつ集中的に支援し、 引き続き都

2	 Sustainable	Development	Goals （持続可能な開発目標） の略
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市再生を推進する。

　	③	　「都市再生緊急整備地域」 及び 「特定都市再生緊急整備地域」 の評価を実施し、 指定地域

や地域整備方針の見直しを図るとともに、 地域整備方針の実施を推進する。

（２）　全国都市再生を推進するため、 以下の施策を行う。

　	①	　社会資本整備総合交付金 （都市再生整備計画事業） により、 地域の創意工夫を活用した全

国都市再生を引き続き推進する。 特に、 持続可能で強靱な都市構造の再編に向けて、 立地

適正化計画に基づき実施される取組等について、 令和２年度創設の都市構造再編集中支援事

業 （個別支援制度） により集中的に支援する。

　	②	　都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行される民間都市開発事業等について、

支援措置の積極的活用を引き続き推進する。

　	③	　「都市再生特別措置法」 に基づき、 法律 ・ 予算 ・ 税制等による支援を行うことにより、 まち

なかにおける街路、 公園、 広場等の官民空間の一体的な利活用等による 「居心地が良く歩き

たくなる」 まちなかの創出を引き続き推進する。

（３）　都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、 内閣総理大臣に

よる中心市街地活性化基本計画の認定を受けた区域において、 市街地の整備改善、 都市福利

施設の整備、 街なか居住の推進、 経済活力の向上等に資する事業を支援する。

3 民間能力の活用の推進等

（１）　「都市再生緊急整備地域」 等における優良な民間都市開発事業を推進するため、 認定民間都

市再生事業計画等に基づく税制特例等の措置を引き続き講じる。

（２）　都市再生分野における民間の新たな事業機会を創出し、 民間の潜在力を最大限に引き出す

ため、 都市再生に民間事業者を誘導するための条件整備として、 独立行政法人都市再生機構

（以下 「都市再生機構」 という。） が計画策定、 権利関係の調整等のコーディネート業務を行う。

（３）　「ＰＰＰ 3／ＰＦＩ 4推進アクションプラン （令和４年改定版）」 （令和４年６月３日民間資金等活用事

業推進会議決定） の目標の達成に向けて、 以下の取組を実施する。

　	① 　ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入を優先的に検討する仕組みについて、 引き続き、 優先的検討規程の策

定 ・ 運用状況の 「見える化」、 フォローアップ等を通じた人口規模に応じた課題 ・ ノウハウの

抽出と横展開により、 策定済みの地方公共団体における的確な運用、 人口１０万以上で未策

定の地方公共団体における速やかな策定を図るとともに、 地域の実情や運用状況、 先行事例

を踏まえ、 人口２０万未満の地方公共団体に適用拡大を図る。 また、 ＰＰＰ／ＰＦＩの経験の少

ない地方公共団体や小規模の地方公共団体に裾野を拡大するため、 導入可能性調査等の初

期段階からの支援や実施主体の負担を軽減する導入検討手法の普及を図る。

　	② 　具体的なＰＰＰ／ＰＦＩ案件形成を促進するため、 地域プラットフォームの全国への普及を促進

する。 その際、 人口規模が小さい地方公共団体においても案件形成がなされるよう、 また、

地方企業の案件への参加が促進されるよう、 全国の地方公共団体や、 地元企業、 地域金融

機関の地域プラットフォームへの参画を促す。 あわせて、 専門家の派遣や地方公共団体職員・

地域事業者向けの研修 ・ セミナーの実施等による人材育成、 官民対話の機会創出のほかに、

市町村長との意見交換会を開催し、 地方公共団体におけるＰＰＰ／ＰＦＩの案件形成を促す。

　	③ 　地域プラットフォーム協定制度に基づき、 既に協定を結んでいる地域プラットフォームを引き

3	 Public	Private	Partnership （公共施設等の建設、 維持管理、 運営等を行政と民間が連携して行うことにより、 民間の
創意工夫等を活用し、 財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図るもの） の略

4	 Private	Finance	Initiative （「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」 （平成１１年法律第
１１７号） に基づき、 公共施設等の建設、 維持管理、 運営等を民間の資金、 経営能力及び技術的能力を活用して行う手法）
の略

98



続き支援するとともに、 新たに締結した地域プラットフォームについても支援する。

（４）　民間の創意工夫と事業意欲を積極的に活用しつつ良好なまちづくりを進めていくため、 ＭＩＮ

ＴＯ機構の支援業務を引き続き推進する。 具体的には、 エリアマネジメントを行うまちづくりファン

ドを地域金融機関と共同で立ち上げ、 複数のリノベーション事業等を連鎖的に進めていく。 あわ

せて、 地方公共団体等のまちづくりファンドを通じ、 クラウドファンディングやふるさと納税等を活

用したまちづくり事業を支援する。 また、 老朽ストックを活用したテレワーク拠点等を整備する者

に出資等を行うまちづくりファンドにより、 新型コロナウイルス感染症拡大を契機として、 新たに

求められる柔軟な働き方等の実現を推進していく。

	 第２節	 災害に強いまちづくりの推進

1 地震対策 ・津波対策の推進

（１）　災害に強い都市の整備を推進するため、 以下の施策を行う。

　	① 　「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」 （平成９年法律第４９号） に基づ

く施策を推進するとともに、 密集市街地総合防災事業等により、 道路等の基盤整備を進めつ

つ、 老朽化した建築物の建替え等を促進し、 防災上危険な密集市街地の解消を図る。

　	② 　防災上危険な密集市街地の解消や都市基盤施設をより一層整備するため、 土地区画整理事

業を推進する。

　	③ 　都市防災総合推進事業により、 日本海溝 ・ 千島海溝周辺海溝型地震をはじめとする地震津

波対策や被災地の復興まちづくりを支援するなど、 都市の防災対策を総合的に進める。

　	④ 　市街地再開発事業等による建築物の不燃化 ・ 耐震化、 避難地 ・ 避難路の整備による市街地

の防災安全性の向上、 防災活動拠点整備による災害応急対策への対応等、 安全 ・ 安心なま

ちづくりを推進する。

　	⑤ 　大地震時等における宅地の滑動崩落及び液状化による被害を防止するため、 宅地耐震化推

進事業により変動予測調査及び防止対策の実施を推進する。

　	⑥ 　人口 ・ 都市機能が集積する大都市の主要駅周辺等において、 大規模な地震が発生した場合

における滞在者等の安全の確保と都市機能の継続を図るため、 官民協議会による都市再生安

全確保計画等の策定や計画に基づくソフト ・ ハード両面の取組を支援する。

　	⑦ 　都市の弱みである災害脆
ぜい

弱性への対応を図るため、 国際競争業務継続拠点整備事業等によ

り、 災害時の業務継続性を確保するためのエネルギーの面的ネットワークを整備する。

（２）　住宅市街地の整備による防災性の向上を推進するため、 以下の施策を行う。

　	① 　既成市街地において、 道路整備と一体的に沿道の建築物を耐火建築物等に建替え、 延焼遮

断帯を形成することを中心とした安全で快適な拠点住宅地の形成や防災上危険な密集市街地

の整備改善等、 住宅市街地の再生 ・ 整備を総合的に行うため、 住宅市街地総合整備事業や

密集市街地総合防災事業等を推進する。

　	② 　災害の危険性が高い不良住宅の密集する地区において、 防災性を向上するため、 良質な従

前居住者用住宅の建設、 地区施設及び生活道路等の整備を行う住宅地区改良事業等を推進

する。

（３）　緊急輸送道路として実働部隊が迅速に活動できるよう、 代替性確保のためのミッシングリンク

の解消、 渡河部の橋梁
りょう

や河川に隣接する道路構造物の流失防止対策、 橋梁の耐震化、 道路法

面 ・ 盛土の防災対策、 倒壊による道路閉塞を回避するための無電柱化等を推進する。 また、 道

路高架区間等を津波等からの緊急避難場所として活用できるよう、 施設整備を行う。

99

令
和
5
年
度
土
地
に
関
す
る
基
本
的
施
策

第2章適正な土地利用及び管理の確保を図るための施策 



（４）　海岸保全施設等のハード対策と併せて、 「津波防災地域づくりに関する法律」 （平成２３年法

律第１２３号） に基づいた津波浸水想定の設定、 推進計画の作成、 津波災害警戒区域等の指定、

避難施設の指定や管理協定の締結等を促進し、 ハード ・ ソフト施策を組み合わせた多重防御に

よる津波防災地域づくりを推進する。

2 水災害対策の推進

（１） 近年の水災害の激甚化 ・ 頻発化を踏まえ、 流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で治水

対策に取り組む 「流域治水」 の考え方に基づき、 以下の施策を行う。

　	① 　都市における浸水被害を軽減するため、 集中豪雨の頻発や地下空間利用の進展を踏まえ、

浸水実績のある地区又は一定規模の浸水被害のおそれのある地区において、 下水道幹線や

雨水貯留浸透施設等のハード整備に加え、 内水ハザードマップの公表やリアルタイムの降雨情

報、 下水道幹線の水位等の災害情報の提供によるソフト対策、 さらに、 地下街の入口等にお

ける止水板の設置や災害情報を活用した住民自らによる取組等、 総合的な浸水対策を重点的

に推進する。

　		　	　	また、 地方公共団体による浸水被害対策区域の指定等を促進するとともに、 民間等による

雨水貯留浸透施設等の整備を促進し、 流出抑制対策を推進する。

　		　	　	さらに、 大規模地震時でも、 防災拠点におけるトイレ機能や下水処理場における消毒機能

等、 地震時に下水道が果たすべき機能を確保し、 住民の健康や社会活動への影響を軽減する

ため、 防災拠点と下水処理場を結ぶ管路施設や水処理施設の耐震化等の 「防災」、 被災を想

定して被害の最小化を図る 「減災」 を組み合わせた総合的な地震対策を進める。

　	② 　水害を未然に防ぐ事前防災対策、 激甚な被害を受けた地域や床上浸水が頻発している地域

を対象とした再度災害防止対策を推進する。 また、 想定最大規模の降雨による浸水想定区域

（河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域） の指定 ・ 公表、 関係市町村のハザードマッ

プ作成のための支援に取り組む。 さらに、 浸水範囲と浸水頻度の関係を分かりやすく図示した

「水害リスクマップ （浸水頻度図）」 を新たに整備し、 水害リスク情報を踏まえた土地利用等を

促進する。

　	③ 　総合治水対策特定河川流域において、 国、 都道府県、 市町村の河川担当部局と都市 ・ 住

宅 ・ 土地等の関係部局からなる流域総合治水対策協議会で策定された流域整備計画に基づ

き、 流域の適正な土地利用の誘導、 雨水の流出抑制等を推進する。

　	④ 　土砂災害の頻発化 ・ 激甚化を踏まえ、 従来の土砂災害防止施設整備による事前防災対策、

砂防指定地等における行為制限、 土砂災害警戒区域等の指定及び標識の設置等による土砂

災害リスクに関する周知に加えて、 関係部局と連携した土砂 ・ 洪水氾濫対策、 流木対策、 ま

ちづくりの計画と一体的に実施する土砂災害対策等、 効率的 ・ 効果的な土砂災害対策を推進

する。

　	⑤ 　令和３年に全面施行された 「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」 （令和

３年法律第３１号。 通称 「流域治水関連法」） に基づき、 流域治水の計画 ・ 体制の強化や、

氾濫を可能な限り防ぐ対策、 被害対象を減少させる対策、 被害の軽減、 早期復旧、 復興のた

めの対策を推進する。

　		　	　	また、 「特定都市河川浸水被害対策法」 （平成１５年法律第７７号） に基づき指定された特定

都市河川流域において、 土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為に対する対策

工事の義務付け等を行うとともに、 河川管理者、 下水道管理者及び地方公共団体が共同で策

定した流域水害対策計画に基づき、 流域一体となった浸水被害対策を推進する。

　	⑥ 　局地的な大雨 （いわゆるゲリラ豪雨） 等による浸水被害に対応するため、 河川管理者及び
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下水道管理者による河川と下水道の整備に加え、 住民 （団体） や民間企業等の参画の下、

浸水被害の軽減を図るために実施する取組を定めた計画である 「１００ｍｍ／ｈ安心プラン」 に

基づき、 住宅や市街地の浸水被害の軽減対策を推進する。

　	⑦ 　近年、 洪水 ・ 内水 ・ 高潮等により浸水被害が多発している。 これらの浸水被害に対応した

避難体制等の充実 ・ 強化を図るため、 「水防法」 （昭和２４年法律第１９３号） に基づき、 想定

し得る最大規模の洪水 ・ 内水 ・ 高潮に係る浸水想定区域の指定を推進するとともに、 三大湾

及び地下街を有する都市等の地方公共団体と連携して、 内水 ・ 高潮に係る浸水想定区域及び

水位周知下水道 ・ 水位周知海岸の指定を促進する。

（２）　盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、 危険な盛土等を全国一律の基準で包括

的に規制する 「宅地造成及び特定盛土等規制法」 （昭和３６年法律第１９１号） の施行後の円滑な

運用のため、 規制区域の指定等のための基礎調査実施要領や盛土等の安全対策に必要なマニュ

アル、 ガイドライン等の策定を行う。 また、 同法に基づく規制が速やかに、 かつ、 実効性を持っ

て行われるよう、 地方公共団体による早期の規制区域指定のための基礎調査の実施や危険な盛

土に対する安全性把握調査、 安全対策等の取組を支援する等、 盛土による災害防止に向けて取

り組む。

3 迅速な復旧 ・復興等に資する地籍調査の推進

市町村等が行う地籍調査について、 令和２年度からの 「第７次国土調査事業十箇年計画」 （令和２

年５月２６日閣議決定） に基づき、 災害後の迅速な復旧 ・ 復興等に資するものを重点的に支援し、 地

域における災害対応力の向上を図る。 また、 「防災 ・ 減災、 国土強靱化のための５か年加速化対策」

（令和２年１２月１１日閣議決定） に基づき、 今後土砂災害が発生する可能性が高いエリア （土砂災害

特別警戒区域等） のうち、 特に緊急性が高い地域で行われる地籍調査を重点的に支援する。

	 第３節	 低未利用土地の利用促進等

（１）　低未利用土地等を譲渡した場合の個人の譲渡所得に係る税制特例措置について、 適用期限

を３年延長する。 また、 ①市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所

在する土地、 ②所有者不明土地対策計画を策定した市町村に所在する土地について、 土地等の

譲渡対価に係る要件を５００万円以下から８００万円以下に引き上げ、 新たな利用意向を示す者に

よる適正な利用 ・ 管理を促進することで、 人口減少や世帯数減少等の影響による更なる低未利

用地の発生を予防する。

（２）　「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」 （平成３０年法律第４９号。 以下

「所有者不明土地法」 という。） の改正 （令和４年１１月１日施行） により拡充 ・ 創設された地域

福利増進事業や所有者不明土地対策に関する計画 ・ 協議会制度、 所有者不明土地利用円滑化

等推進法人の指定制度等の活用の促進や、 空き家のリノベーション等の低未利用の不動産の再

生の取組により住宅ストックを有効活用することで適正な土地利用を推進する。

（３）　地方公共団体が把握 ・ 提供している空き地 ・ 空き家の情報について、 地方公共団体を横断

して簡単に検索できる 「全国版空き家 ・ 空き地バンク」 の活用促進を通じた需要と供給のマッチ

ングにより低未利用の土地 ・ 不動産の取引を促進する。

（４）　「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」 （令和４年法律第５６号） が令和５年４

月１日に施行されたことに伴い、 農地を取得する際の面積要件が廃止され、 「農地付き空き家」

の取得が容易になることを周知するとともに、 農村に移住する際に利用できる支援施策を公表す

るなど、 「農地付き空き家」 のより一層の流通 ・ 利活用を促進する。
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（５）　不動産特定共同事業の活用促進、 クラウドファンディングに対応した環境整備、 不動産特定

共同事業に係る税制特例措置等を通じた地域における遊休不動産の再生等により、 適正な低未

利用の土地 ・ 不動産の取引 ・ 利用を促進する。

（６）　低未利用土地の集約等と併せて公益施設や都心居住に資する住宅等の立地誘導を図る土地

区画整理事業及び敷地の集約化を主眼とした敷地整序型土地区画整理事業を推進する。

（７）　土地の高度利用を推進するため、 換地の特例制度である高度利用推進区及び市街地再開発

事業区を活用した土地区画整理事業を推進する。

（８）　低未利用土地利用促進協定制度を活用し、 市町村や都市再生推進法人等が所有者等に代わ

り低未利用の土地、 建築物を有効かつ適切に利用する取組を推進する。

（９）　低未利用土地の有効利用を促進するため、「公的不動産 （ＰＲＥ 5） ポータルサイト」 6において

民間活用等に積極的な地方公共団体等が公表しているＰＲＥ情報を一元的に集約し公開する。

（１０）　公園が不足する地域等において、 民間主体が都市の空き地等を住民の利用に供する緑地

（市民緑地） として設置 ・ 管理する市民緑地認定制度やみどり法人 （緑地保全 ・ 緑化推進法人）

制度等の活用を推進する。

　		　また、 地方公共団体や民間事業者等が進める低未利用土地におけるグリーンインフラの活用を

技術的 ・ 財政的支援等を通じて推進し、 持続可能で魅力ある都市 ・ 地域づくりを促進する。 さ

らに、 生態系を活用した防災 ・ 減災の実装に向け、 令和４年度に公表した 「生態系保全 ・ 再生

ポテンシャルマップ」 の作成 ・ 活用方法の手引きと全国規模のベースマップを基に地方公共団体

等に対する計画策定や取組への技術的な支援を進める。

（１１）　都市再生機構において、 都市再生のための条件整備として低未利用土地等の土地の整形 ・

集約化及び基盤整備を行う。

（１２）　換地の特例制度である誘導施設整備区や任意の申出換地を活用し、 低未利用土地等の集

約と併せて医療 ・ 福祉施設等の誘導施設の整備を図る土地区画整理事業 （空間再編賑わい創

出事業等） を推進する。

（１３）　都市内部で空き地 ・ 空き家等の低未利用土地がランダムに発生する 「都市のスポンジ化」

に対応するため、 低未利用土地の集約再編や利用促進を図るための制度 （低未利用土地権利

設定等促進計画、 立地誘導促進施設協定等） の利用促進を図る。

（１４）　「臨海部土地情報」 7により、 臨海部における分譲地等について情報提供を実施する。

	 第４節	 国公有地の利活用等

1 国公有財産の最適利用の推進

（１）　「新経済 ・ 財政再生計画改革工程表２０２２」 （令和４年１２月２２日経済財政諮問会議決定） に

おいて、 国公有財産の最適利用を推進することとされたように、 地方公共団体等と連携しながら、

一定の地域に所在する国公有財産等の情報を共有し、 地方公共団体等の意見も尊重しつつ、 各

地域における国公有財産の最適利用について調整する。

　		　庁舎について、 既存庁舎の効率的な活用を推進するとともに、 老朽化等により建替えを要する

場合は、 利用者の利便性向上に十分配慮しつつ、 移転 ・ 集約化等を推進する。

（２）　未利用国有地について、 売却等を通じて国の財政に貢献するとともに、 地域や社会のニーズ

5	 Public	Real	Estate （公的不動産） の略
6 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000102.html
7 https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk4_000018.html
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に対応した有効活用を図る。 具体的には、 地域や社会のニーズに対応した有効活用を推進する

ため、 まちづくりに配慮した土地利用を行いつつ、 民間の企画力 ・ 知見を具体的な土地利用に

反映させる入札等の手法の活用も行うほか、 「今後の国有財産の管理処分のあり方について」

（令和元年６月１４日財政制度等審議会答申） に基づき、 将来世代におけるニーズに対応するた

め所有権を留保する財産や、 保育 ・ 介護等の人々の安心につながる分野で利用される財産につ

いて、 定期借地権による貸付けを行う。 また、 管理コスト低減に向け、 積極的な情報発信による

買い手の探索や一時貸付け等の暫定活用の取組を進めるとともに、 売却に至らない財産等に優

遇措置を適用するなど、 管理処分手法の多様化を図る。

2 公有地の計画的な取得等

公共投資の円滑な実施に資するとともに、 地方公共団体等による計画的な公共用地の先行取得を

支援するなどのため、 以下の施策を引き続き実施する。

　　①　公共用地先行取得等事業債について、 所要の資金の確保を図る。

　　②	　公有化が必要と認められる森林等を取得するための経費を地方債の対象とし、 当該経費に

対して地方交付税措置を講じる。

　　③	　地方公共団体における公共用地取得の迅速化に向けて、 用地業務に関する情報提供等の

支援を引き続き推進する。

　　④	　都市開発資金の活用により、 大都市等において、 計画的な都市整備を図るために必要な用

地を先行取得するための資金の融資を引き続き行う。

	 第５節	 住宅対策の推進

（１）　住宅建設 ・ 宅地開発に関連して必要となる道路、 公園、 下水道、 河川等の関連公共施設の

整備等を住宅市街地基盤整備事業により総合的に推進する。

　		　また、 防災性の向上、 市街地環境の整備、 土地の合理的利用等を図りつつ、 市街地住宅の

供給を促進するため住宅市街地総合整備事業等を推進する。

（２）　住環境の整備改善等を図るため、 空き家住宅等の活用 ・ 除却について引き続き支援するほ

か、 「空家等対策の推進に関する特別措置法」 （平成２６年法律第１２７号） に基づく市町村の取

組を一層促進するため、 「空家等対策計画」 に基づき民間事業者等と連携して行う総合的な空

き家対策や、 特定非営利活動法人や民間事業者等によるモデル性の高い空き家の活用等に係る

調査検討又は改修工事等を支援する。

（３）　土地区画整理組合等に無利子貸付金を貸し付けるなど、 土地区画整理事業を支援する。

（４）　「優良田園住宅の建設の促進に関する法律」 （平成１０年法律第４１号） により、 農山村地域、

都市の近郊等における優良な住宅の建設の促進を図る。

　		　また、 高度成長期等において大都市圏の郊外部を中心に計画的に開発された大規模な住宅市

街地 （ニュータウン） は、 急速な高齢化及び人口減少の進展を背景に地域の活力の低下等の課

題を抱えており、誰もが暮らしやすい街に再生していく必要があるため、既存ストックを活用して、

官民連携による居住環境の維持 ・ 再生を図る取組を支援する。

（５）　地域住宅団地再生事業 （用途規制の緩和手続やコミュニティバスの導入等に必要な許認可手

続のワンストップ化等） をはじめ多様な建物用途の導入、 地域公共交通の利便性向上等を通じ

た住宅団地の再生を図るなど、 低未利用土地の発生抑制や適正な利用等を促進する。 また、 令

和２年度から開始している住宅団地再生に係るハンズオン支援について、 地域住宅団地再生事

業を含む住宅団地再生に係る取組に対する伴走支援等を実施する。
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	 第６節	 都市と緑 ・ 農が共生するまちづくりの推進

（１）　「グリーンインフラ官民連携プラットフォーム」 の活動を拡大するとともに、 官民連携 ・ 分野横

断によるグリーンインフラの実装を推進し、 土地 ・ 不動産の適正な利用を推進する。 また、 生態

系を活用した防災 ・ 減災の実装に向け、 令和４年度に公表した 「生態系保全 ・ 再生ポテンシャ

ルマップ」 の作成 ・ 活用方法の手引きと全国規模のベースマップを基に地方公共団体等に対す

る計画策定や取組への技術的な支援を進める。

（２）　潤いある豊かな都市環境の形成を図るための市民緑地認定制度やみどり法人制度、 生産緑

地や田園住居地域、地区計画農地保全条例等の制度の周知を関係団体等と連携して行うことで、

円滑な施行に努めるとともに、 活用に際しての課題や対応方針等について調査検討する。 また、

都市農地の貸借の円滑化の制度について関係団体等と連携して引き続き周知し、 制度の適切か

つ円滑な運用に努める。

	 第７節	 農地の適切な保全

（１）　農地の大区画化や排水対策、 農業水利施設の整備等を行う農業競争力強化基盤整備事業等

や、 地方公共団体による農山漁村地域の基盤整備を支援する農山漁村地域整備交付金により、

土地条件の改善を推進する。

（２）　農業 ・ 農村の多面的機能の維持 ・ 発揮の促進に向けた取組を着実に推進するため、 「農業の

有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」 （平成２６年法律第７８号） に基づき、 日本型直

接支払制度の下で、 多面的機能の維持 ・ 発揮を支える地域資源の保全管理を行う共同活動、

中山間地域等における農業生産活動及び自然環境の保全に資する農業生産活動を支援する。

（３）　農地の転用規制及び農業振興地域制度の適正な運用を通じ、 優良農地の確保に努める。

（４）　地域の徹底した話合いにより地域計画の策定を推進し、 その実行を通じて、 担い手への農地

の集積 ・ 集約化を加速化する。

（５）　全都道府県に設立されている農地中間管理機構を軸として、 担い手への農地の集積 ・ 集約

化を進める。

（６）　上記の取組に加え、 令和４年１０月１日に改正法が施行された 「農山漁村の活性化のための定

住等及び地域間交流の促進に関する法律」 （平成１９年法律第４８号） 等により、 農業者等による

地域ぐるみの話合いを通じて荒廃農地の有効活用や低コストな肥培管理による農地利用 （粗放

的な利用） の取組を推進するとともに、 「農地法」 （昭和２７年法律第２２９号） に基づく、 農業委

員会による利用意向調査 ・ 農地中間管理機構との協議の勧告等の一連の手続を活用して遊休農

地の農地中間管理機構への利用権設定を進めることにより、 遊休農地及び荒廃農地の発生防

止 ・ 解消に努める。

	 第８節	 森林の適正な保全 ・ 利用の確保

（１）　森林の有する多面的機能の高度発揮のため、 「森林法」 に規定する森林計画制度に基づき、

地方公共団体や森林所有者等の計画的な森林の整備について、 指導 ・ 助言を行うとともに、 我

が国の森林面積の約３割を占める国有林野について、 公益重視の管理経営を推進する。

（２）　水源の涵
かん

養、 国土の保全等の森林の有する公益的機能を確保するために指定される保安林

について、 計画的な配備及び伐採 ・ 転用規制等の措置を通じた適正な管理を進めるとともに、

荒廃地等の復旧整備、 水土保全機能が低下した森林の整備等の治山対策による保全 ・ 管理を
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推進する。

（３）　林地の適正な利用を確保するため、 都道府県知事が行う林地開発許可制度に関する処分及

び連絡調整について、 必要な助言等を行うとともに、 違法な開発行為等への対応の徹底を図る。

（４）　「森林経営管理法」 に基づき、 適切な経営管理が行われていない森林について、 その経営管

理を市町村や林業経営者に集積 ・ 集約化する森林経営管理制度を推進する。

	 第９節	 環境保全等に係る施策の推進

（１）　環境基本計画は、 「環境基本法」 （平成５年法律第９１号） に基づき環境の保全に関する総合

的かつ長期的な施策の大綱等を定める計画であり、 「第五次環境基本計画」 （平成３０年４月１７

日閣議決定） では、 今後の環境政策の展開の方向として、 特定の施策が複数の異なる課題を統

合的に解決するような、 横断的な６つの重点戦略を掲げている。 例えば、 「国土のストックとして

の価値の向上」 では、 自然との共生を軸とした国土の多様性の維持、 持続可能で魅力あるまち

づくり ・ 地域づくり、 環境インフラやグリーンインフラ等を活用した強靱性の向上といった環境に

配慮するとともに、 経済 ・ 社会的な課題にも対応するような国土づくりを行う必要があるとしてい

る。 また、 同計画では、 各地域が自立 ・ 分散型の社会を形成しつつ、 地域の特性に応じて資源

を補完し支え合う 「地域循環共生圏」 の創造を推進することとしている。

　		　令和５年度は、 同計画に基づき、 「地域循環共生圏」 の創造を目指しながら、 環境保全のた

めの土地に関する施策を推進するとともに、 各種の土地に関する施策、 事業の策定 ・ 実施に当

たって環境保全に配慮する。 また、 土地に関する各種計画であって環境の保全に関する事項を

定めるものについて、 環境基本計画との連携を図る。

　		　なお、 「第五次環境基本計画」 は、 策定後５年が経過したことから、 見直しを進めている。

（２）　自然環境保全のための以下の土地に関する施策を行う。

　	①	　「自然環境保全法」 （昭和４７年法律第８５号） に基づく自然環境保全地域等の指定等及び管

理の充実を推進する。

　	②	　「自然公園法」 （昭和３２年法律第１６１号） に基づく自然公園の指定等及び管理の充実を推進

する。

　	③	　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 （平成４年法律第７５号） に基づ

く生息地等保護区の指定等及び管理の充実を推進する。

　	④	　「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」 （平成１４年法律第８８号） に基づ

く鳥獣保護区等の指定等及び管理の充実を推進する。

　	⑤	　「都市緑地法」 （昭和４８年法律第７２号） 等に基づく特別緑地保全地区等における行為制限

や土地の買入れ等を行う。

　	⑥	　「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律」 （平

成２６年法律第８５号） に基づき、 ナショナル ・ トラスト活動を促進する。

　	⑦	　自然保護のための民有地買上げを推進する。

　	⑧	　ＯＥＣＭ
8の設定を推進するため、 自然共生サイトの認定等を実施する。

（３）　工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、 「工場立地法」 （昭和３４

年法律第２４号） に基づき、 工場立地及び工場適地に関する調査を実施するとともに、 個々の工

場の敷地利用の適正化を図る。

（４）　交通公害の低減を図るため、 以下の土地に関する施策を行う。

8	 Other	Effective	area-based	Conservation	Measures （保護地域以外で生物多様性保全に資する地域） の略
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　	①	　交通公害の低減を図るため、 交差点を改良するとともに、 交通管制技術の高度化を推進し、

交通状況に応じた信号制御の導入による交通の円滑化、 きめ細かな交通情報の提供による交

通流 ・ 交通量の誘導及び分散、 公共車両優先システムの導入によるマイカー需要の低減と交

通総量の抑制等の諸対策を推進していく。

　	②	　「幹線道路の沿道の整備に関する法律」 （昭和５５年法律第３４号） に基づき、 道路交通騒音

の著しい幹線道路の障害防止と、 土地利用の適正化を促進する。

　	③	　「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」 （昭和４２年法律

第１１０号） 等に基づき、 同法で指定する特定飛行場の周辺において建物等の移転補償、 土地

の買入れ、 緑地帯の整備等を推進する。

　	④	　「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」 （昭和４９年法律第１０１号） 等に基づき、

自衛隊等の飛行場等周辺において移転の補償等、 緑地帯の整備等を推進する。

　	⑤	　「新幹線鉄道騒音対策要綱」 （昭和５１年３月５日閣議了解） に沿って、 新幹線鉄道とその沿

線地域の土地利用との調和を推進する。

（５）　水質、 水量等総合的な水環境保全を図り健全な水循環を維持又は回復するため、 森林や農

地の適切な維持管理、 下水道の整備や合流式下水道の改善、 都市域における緑地の保全 ・ 創

出、 河川 ・ 湖沼の水質浄化等の環境保全対策を推進する。

（６）　土壌環境保全対策として、 以下の施策を行う。

　	①	　土壌汚染に関する適切なリスク管理を推進するため、 引き続き 「土壌汚染対策法」 （平成１４

年法律第５３号） の適切かつ着実な実施を推進する。

　	②	　農用地の土壌汚染対策について、 引き続き 「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」 （昭

和４５年法律第１３９号） に基づき、 特定有害物質による農用地の土壌汚染を防止又は除去す

るための対策事業を実施する。

　	③	　ダイオキシン類による土壌汚染対策について、 「ダイオキシン類対策特別措置法」 （平成１１年

法律第１０５号） に基づく施策を推進する。

（７）　「工業用水法」 （昭和３１年法律第１４６号） 及び 「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」

（昭和３７年法律第１００号） により、 地下水採取規制を実施する。 濃尾平野、 筑後 ・ 佐賀平野

及び関東平野北部の３地域について、 関係機関と連携した地盤沈下防止等対策の実施状況の把

握、 地下水情報の共有化等について調査 ・ 検討し、 総合的な対策を推進する。

（８）　中長期的な温室効果ガスの排出削減実現のための脱炭素に資するまちづくりを進めるため、

「地球温暖化対策の推進に関する法律」 （平成１０年法律第１１７号。 以下 「地球温暖化対策推進

法」 という。） に基づく地方公共団体実行計画の策定 ・ 実施の推進や、 「都市の低炭素化の促

進に関する法律」 （平成２４年法律第８４号） に基づく 「低炭素まちづくり計画」 や 「都市再生特

別措置法」 に基づく 「立地適正化計画」 の作成や同計画に基づく取組を支援する。 具体的には、

地方公共団体実行計画の策定 ・ 実施の支援のための情報基盤の整備、 「地球温暖化対策推進

法」 に基づく促進区域の設定等の推進、 再生可能エネルギーや自然資本の活用による災害に強

く環境負荷の少ない都市構造への転換や、 「低炭素まちづくり計画」 や 「立地適正化計画」 に

基づく財政措置や各種の税制等を活用し、 脱炭素型まちづくりに向けて、 都市のコンパクト化、

街区単位での効率的なエネルギー利用に向けた施設整備等の取組、 都市空間の緑化等の取組

を推進する。

（９）　「環境影響評価法」 （平成９年法律第８１号） に基づき、 規模が大きく環境影響の程度が著し

いものとなるおそれのある事業について、 引き続き適切な審査の実施を通じた環境保全上の配

慮の確保に努める。
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	第１０節	 歴史的風致の維持 ・ 向上及び良好な景観形成の推進

（１）　地域の歴史的な風情、 情緒を活用したまちづくりを推進するため、 「地域における歴史的風致

の維持及び向上に関する法律」 （平成２０年法律第４０号） に基づき、 歴史的風致維持向上計画

の認定を進めるとともに、 計画に基づく取組を支援する。 また、 良好な景観の形成や歴史的風

致の維持 ・ 向上を推進するため、 景観 ・ 歴史資源となる建造物の改修等を支援する。

（２）　「景観法」 （平成１６年法律第１１０号） の基本理念等の普及啓発、 多様な主体の参加を図るた

めの景観に関する教育、 法制度の効果的な活用のあり方や優良事例に関する情報提供の取組 ・

景観計画策定等への支援等により、 引き続き良好な景観形成を推進する。

	第１１節	 適正な土地の管理の確保方策の推進

1 周辺に悪影響を与える管理不全の土地等に関する対策

（１）　公共事業によるハード整備等や、 空き地等に関する条例、 空き家対策としての 「空家等対策

の推進に関する特別措置法」 等に基づく取組などの地方公共団体等の取組を支援する。

（２）　令和３年に施行された鉄道事業者による鉄道施設に障害を及ぼす植物等の伐採等を可能とす

る制度に基づき、 鉄道用地外からの災害に対する事前防災及び早期復旧を推進する。

（３）　令和４年に創設された管理不全所有者不明土地 9に対して市町村長による勧告 ・ 命令 ・ 代執

行を可能とする制度について、 市町村等向けの説明会の開催や、 所有者不明土地対策計画に

基づいた取組を支援する所有者不明土地等対策事業費補助金、 モデル調査等を通じて得られた

知見の横展開により、 制度が円滑に運用されるよう支援する。

2 民民関係での適正な土地の管理の確保 （民事基本法制の見直し）

所有者不明土地の管理に特化した所有者不明土地管理制度の創設、 土地の管理不全化に対応す

るための管理不全土地管理制度の創設、 隣地等を円滑 ・ 適正に使用するための相隣関係規定の見

直し等の民事基本法制の見直しを内容とする 「民法等の一部を改正する法律」 （令和３年法律第２４

号） が令和３年４月２１日に成立し、 同月２８日に公布された。 これらの規定は、 令和５年４月１日に施

行されたが、 引き続き、 新たな制度の内容の周知に努める。

	第１２節	 所有者不明土地問題への対応方策の推進

（１）　所有者不明土地の利用の円滑化と適正な管理のために、 市町村をはじめとする地域の関係者

が行う 「所有者不明土地法」 に基づく取組に対し、 全国１０ブロックに設置された国、 地方公共

団体、 関係士業団体等で構成される土地政策推進連携協議会の活動を通じて、 実務の講習、

相談によるノウハウの提供や更なる制度の周知 ・ 普及を図る。

（２）　所有者が不明である農地について、 農業委員会による探索 ・ 公示手続を経て、 農地中間管

理機構が利用権を取得できる制度等により、 所有者不明農地の利用を促進する 「農業経営基盤

強化促進法等の一部を改正する法律」 （平成３０年法律第２３号） について、 引き続きその活用

に向けた普及啓発を図る。

（３）　所有者の全部又は一部が不明であり、 手入れが行き届いていない森林について、 市町村に

9	 所有者による管理が実施されておらず、 かつ、 引き続き管理が実施されないことが確実であると見込まれる所有者不明土地
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経営管理を行う権利を設定する特例が措置された 「森林経営管理法」 を円滑に運用するため、

「所有者不明森林等の特例措置活用のためのガイドライン」 の普及等を通じ、 地方公共団体の

支援に努める。 また、 同法の規定に基づき、 共有者不明森林及び所有者不明森林に関する情報

の提供等に努める。

（４）　「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」 （令和元年法律第１５号） に

基づき、 歴史的な経緯により不動産登記簿の表題部所有者欄が正常に記録されていない土地を

解消することを目的とした制度の円滑な運用を図る。

（５）　共有者の一部が不明である土地を円滑 ・ 適正に利用するための仕組みや、 ライフラインの導

管等を設置するために他人の土地を使用することができる制度等の民事基本法制の見直しを内

容とする 「民法等の一部を改正する法律」 が令和３年４月２１日に成立し、 同月２８日に公布され

た。 これらの規定は、 令和５年４月１日に施行されたが、 改訂された 「所有者不明私道への対応

ガイドライン」 の普及と併せて、 新たな制度の内容の周知に努める。

（６）　相続登記の申請が義務化されていないことや特に価値の低い土地を相続した者には相続登記

手続に対する負担感があること等を背景として相続登記がされないまま放置された所有者不明土

地が発生していることを踏まえ、 「民法等の一部を改正する法律」 により 「不動産登記法」 （平成

１６年法律第１２３号） の一部が改正され、 相続登記の申請の義務化や登記手続の負担軽減策等

の新たな制度が創設された。 相続登記の申請義務化関係の改正は令和６年４月１日施行とされて

おり、 新たな制度の内容を周知するなど、 施行に向けた準備を進めている。

（７）　令和５年４月２７日に施行された 「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する

法律」 （令和３年法律第２５号） に基づき、 相続等により土地を取得した者が一定の要件の下で

土地の所有権を手放して、 国に土地を帰属させる制度の適正かつ円滑な運用に取り組む。

（８）　令和２年度からの 「第７次国土調査事業十箇年計画」 に基づき、 地籍調査の円滑化 ・ 迅速

化を図り、 所有者や境界等の土地に関する基礎的情報を明確化することで、 所有者不明土地の

発生抑制に貢献する。

（９）　「土地基本法」 （平成元年法律第８４号） に基づく 「土地基本方針」 （令和３年５月２８日閣議

決定） の次期改定を見据え、 引き続き、 国土審議会土地政策分科会企画部会において、 土地

に関する今後の施策の方向性について検討する。

	第１３節 安全保障等の観点に基づく土地利用に係る調査及び規制

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」

（令和３年法律第８４号） に基づき、 注視区域及び特別注視区域の指定を進め、 土地等利用状況調

査等を着実に実施していく。 	
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第3章 土地の取引に関する施策

	 第１節	 不動産取引市場の整備等

（１）　不動産流通市場の整備 ・ 活性化を進めるための施策を総合的に推進するため、 以下の施策

を行う。

　	① 　不動産取引における書面の電磁的方法による提供を可能とする 「宅地建物取引業法」 （昭和

２７年法律第１７６号） の改正 （令和４年５月１８日施行） 等を踏まえた実態調査等を行い、 更

なる不動産取引のオンライン化に向けた適切な環境整備を進める。

　	② 　不動産ＩＤの社会実装に向けて、 新たに官民連携プラットフォーム （協議会） を設置し、 不動

産分野のほか物流、 保険、 行政等幅広い分野において実証事業を実施することで、 不動産Ｉ

Ｄの利活用に係る課題検証やユースケースの横展開を図る。

　	③ 　地方公共団体が把握 ・ 提供している空き地 ・ 空き家の情報について、 地方公共団体を横断

して簡単に検索できる 「全国版空き家 ・ 空き地バンク」 の活用促進を通じた需要と供給のマッ

チングにより取引を促進する。

　	④ 　建物状況調査 （インスペクション） の活用促進や、 建物状況調査が行われた既存住宅であ

ること等を示す 「安心Ｒ住宅」 制度等を通じ、 売主 ・ 買主が安心して取引ができる市場環境

を整備し、 既存住宅の流通を促進する。

（２）　「所有者不明土地法」 の改正により拡充 ・ 創設された地域福利増進事業や所有者不明土地

対策に関する計画 ・ 協議会制度、 所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定制度等の活用

の促進や、 空き家のリノベーション等の低未利用の不動産の再生の取組により住宅ストックを有

効活用することで適正な土地利用を推進する。 （再掲）

	 第２節	 不動産投資市場の整備

人口減少や少子高齢化といった課題に直面する中、 我が国の不動産市場において、 国内外の資金

を適切に活用し、 都市における生産性の向上や地方の創生を図ることが、 経済成長と国民生活の豊

かさの実現のために必要となっている。 これらの課題に対応するため、 以下の施策を実施する。

（１）　不動産特定共同事業の意義 ・ 活用のメリットや好事例、 成功のポイントをまとめた 「不動産特

定共同事業 （ＦＴＫ） の利活用促進ハンドブック」 を周知するとともに、 地域の関係者等が参画

する会議を開催し、 関係者間の連携体制を構築することで、 地方における不動産証券化に精通

した人材の育成と、 質の高い不動産ストックの形成促進を図る。

（２）　金融技術の進展等を踏まえ、 不動産投資分野における２次流通市場形成に関するニーズ等を

調査するとともに、 不動産特定共同事業における２次流通市場のあり方等を検討する。

（３）　リート 10市場等の更なる拡大や民間の資金 ・ アイデアを活用した老朽不動産の再生 ・ 公的不

動産 （ＰＲＥ） の有効活用等の推進に向け、 リート、 特定目的会社及び特例事業者等が不動産

を取得する場合における登録免許税及び不動産取得税の特例措置を一部拡充する。

（４）　環境不動産等の良質な不動産の形成を促進するため、 耐震 ・ 環境不動産形成促進 （Ｒｅ-Ｓ

10	Real	Estate	Investment	Trust （不動産投資信託） の略
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ｅｅｄ） 事業の適切な監督等に努め、 耐震 ・ 環境性能に優れた良質な不動産の形成を促進し、

地域の再生 ・ 活性化に資するまちづくり及び地球温暖化対策を推進する。

（５）　不動産分野ＴＣＦＤ 11対応ガイダンスの改訂や 「社会的インパクト不動産」 の実践ガイダンスを

周知するなど、 不動産分野におけるＥＳＧ 12に係る取組 ・ 投資拡大に向けた取組を行う。

（６）　不動産価格の動向を適時 ・ 的確に把握するとともに、 不動産市場の透明性向上等を図る観

点から、 不動産価格指数、 既存住宅販売量指数及び法人取引量指数を継続的に公表する。

	 第３節	 土地税制における対応

土地の有効利用の促進等の観点から、 令和５年度税制改正においては、 以下のとおり税制上の措

置を講じる。

（１）　長期保有土地等に係る事業用資産の買換え等の場合の課税の特例措置について、 本社の買

換えについてのみ圧縮率を見直した上で、 適用期限を３年間延長する。

（２）　土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置の適用期限を３年間延長する。

（３）　優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、

対象事業等を一部見直した上で、 適用期限を３年延長する。

（４）　土地等の譲渡益に対する追加課税制度 （重課） の停止措置の期限を３年間延長する。

	 第４節	 不動産市場における国際展開支援

（１）　東南アジア諸国連合 （ＡＳＥＡＮ 13） 諸国等の政府職員に対する研修等を通じて、 我が国不動

産企業の進出先におけるビジネス環境の改善に資する制度の整備 ・ 普及を支援するとともに、

二国間の枠組みや国際交渉等の場を活用し、 現地における事業実施に当たっての法的安定性の

確保や制度 ・ 運用の改善等を通じてビジネス環境の整備を図る。

（２）　我が国不動産企業の参入対象となり得る市場の動向や相手国政府の不動産関連政策の方針

等を踏まえ、 相手国政府と連携した不動産セミナー等の開催やミッション団派遣、 Ｊ-ＮＯＲＥ 14に

よる情報共有 ・ 課題整理等を通じて、 海外における我が国不動産企業のビジネス展開を支援す

る。

	 第５節	 土地取引制度の適切な運用

土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、 適正かつ合理的な土地利

用を確保するため、 引き続き、 土地取引情報等を把握する土地取引規制基礎調査等を実施し、 「国

土利用計画法」 （昭和４９年法律第９２号） に基づく土地取引規制制度等の適切な運用に努める。

11	Task	Force	on	Climate-related	Financial	Disclosures （気候関連財務情報開示タスクフォース） の略
12	Environment （環境）、 Social （社会）、 Governance （ガバナンス （企業統治）） を考慮した投資活動や経営 ・
事業活動

13	Association	of	South ‐ East	Asian	Nations （東南アジア諸国連合） の略
14	Joint	Network	for	Overseas	Real	Estate	Business （海外不動産業官民ネットワーク） の略
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第4章
土地に関する調査の実施及び 
情報の提供等に関する施策

	 第１節	 国土調査の推進等

（１）	市町村等が行う地籍調査について、 令和２年度からの 「第７次国土調査事業十箇年計画」 に

基づき、 所有者不明等の場合でも円滑に調査を進めるための手続や、 地域特性に応じた効率的

な調査手法の導入を促進しつつ、 社会資本整備が予定される地域等の政策効果の高い地域で

の地籍調査を重点的に支援することにより、 地籍調査を推進する。

	 　	また、 山村部における航空レーザ測量等のリモートセンシングデータの活用や都市部における

ＭＭＳ 15による計測データの活用等の地域特性に応じた効率的な地籍調査手法について、国が基

礎的な情報を整備し、 その適用手法等を蓄積 ・ 普及することにより、 市町村等における導入を

推進する。

	 　	さらに、 民間事業者や地方公共団体の公共事業部局等が作成する地籍調査以外の測量成果

を、 地籍調査と同等以上の精度を有するものとして地籍整備に活用できるよう支援する。

	 　	このほか、 地籍調査の円滑な推進のため、 新制度や新手法の周知 ・ 普及を図るとともに、 調

査上の課題の克服に向けた助言を行う経験豊富な専門家を市町村に派遣するなど、 市町村等を

支援する。

	 　	加えて、 地籍調査の実施状況を検証し、 令和５年度中に見直しの具体的方向性を取りまとめ

るなど、 地籍調査を積極的かつ強力に推進する。

（２）　「第７次国土調査事業十箇年計画」 に基づき、 土地本来の自然地形や改変状況、 災害履歴

等の情報を整備 ・ 提供する土地履歴調査を実施する。 また、 地下水に関する基礎的な情報とし

て、 全国地下水資料台帳の整備 ・ 更新を行う。

（３）		我が国の土地の所有 ・ 利用状況や取引の実態等を明らかにするための統計資料の作成 ・ 整

備及び行政資料等の収集 ・ 分析を行う。 特に、 令和５年度は、 ５年周期の基幹統計調査 「法人

土地 ・ 建物基本調査」 を実施することとしている。

	 第２節	 国土に関する情報の整備等の推進

（１）	 	国土数値情報について、 地価公示、 都道府県地価調査等を更新するとともに、 国土政策、

土地 ・ 不動産政策や災害対策等に必要な情報の整備を引き続き進める。 また、 これらの国土数

値情報をウェブサイト上でダウンロードできるよう 「国土数値情報ダウンロードサイト」 の運用、

拡充を行う。

（２）　基盤地図情報、 主題図、 台帳情報、 統計情報、 空中写真等の地理空間情報を高度に活用

できる社会の実現に向け、 「地理空間情報活用推進基本計画」 （令和４年３月１８日閣議決定） に

基づき、 基盤地図情報をはじめとした社会の基盤となる地理空間情報の整備 ・ 高度化や、 Ｇ空

間情報センターを中核とした地理空間情報の流通 ・ 利活用の推進、 地理空間情報を活用した技

術を社会実装するためのＧ空間プロジェクトを推進する。 また、 産学官の連携によりＧ空間ＥＸＰ

Ｏを開催するなど、 知識の普及、 人材の育成等を推進する。

15	Mobile	Mapping	System （移動計測車両による測量システム） の略
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（３）　３Ｄ都市モデルの整備 ・ 活用 ・ オープンデータ化のエコシステムの実現に向け、 データ整備の

効率化 ・ 高度化のための技術開発、 多様な分野におけるユースケースの開発等に取り組むとと

もに、 コミュニティ支援等の地域のオープンイノベーションの創出等を推進する。

	 第３節	 土地に関する登記制度の整備

（１）　	全国の都市部における地図混乱地域のほか、 大都市や地方の拠点都市の枢要部等、 地図整

備の緊急性及び必要性が高い地域について、 登記所備付地図作成作業を重点的かつ集中的に

行う。

（２）　筆界特定制度について、 引き続き適正 ・ 円滑に運用する。

（３）　「所有者不明土地法」 に基づき、 長期間にわたり相続登記等が未了となっている土地につい

て、 当該土地の相続人の探索や登記手続の簡略化等により、 更なる相続登記の促進を図る。

（４）　「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」 に基づき、 歴史的な経緯

により不動産登記簿の表題部所有者欄が正常に記録されていない土地を解消することを目的とし

た制度の円滑な運用を図る。 （再掲）

（５）　「民法等の一部を改正する法律」 により 「不動産登記法」 の一部が改正され、 相続登記の申

請の義務化や登記手続の負担軽減策等の新たな制度が創設された。 相続登記の申請義務化関

係の改正は令和６年４月１日施行とされており、 新たな制度の内容を周知するなど、 施行に向け

た準備を進めている。 （再掲）

（６）　不動産登記を中心にした登記簿と他の公的機関の台帳等との連携により、 個人情報の適正な

取扱いを確保しつつ、 関係行政機関が土地所有者に関する情報を円滑に把握できる仕組みを構

築することを目指し、 検討を進める。

	 第４節	 不動産取引情報の推進等

（１）　令和６年地価公示について、 適正な地価の形成に寄与することを目的とし、 全国２６，０００地

点の標準地で実施する結果に基づき、 地価動向の分析結果を公表する。 令和５年都道府県地価

調査について、 各都道府県知事が実施する結果に基づき、 地価動向の分析結果を公表する。

地価動向を先行的に表しやすい三大都市圏等の主要都市の高度利用地８０地区について、 四半

期ごとの地価動向を 「地価ＬＯＯＫレポート」 として公表する。

（２）　不動産取引価格等の調査は、 平成１７年度から三大都市圏の政令指定都市を中心に開始し、

現在は全国に拡大して実施している。 調査によって得られた情報は、 標準地の公示価格の判定

に役立てるとともに、 個別の物件が容易に特定できないよう配慮して、 取引された不動産の種類

（土地、 土地と建物、 中古マンション等、 農地、 林地） 別に所在地 （大字又は町名まで）、 取引

価格、 取引時期、 面積、 建物の用途 ・ 構造、 最寄り駅等の情報を四半期別に取りまとめ、 イン

ターネット （土地総合情報システム） を通じて公表しており、 令和５年度も、 取引価格等の調査

を実施し、 得られた情報を公表する。

　			 また、 不動産取引価格情報を他の土地 ・ 不動産関連情報と重ね合わせて表示することができ

る新システム （土地 ・ 不動産情報ライブラリ） を令和６年度から公開するため、 当該システムの

開発を進めていく。

（３）　不動産価格の動向を適時 ・ 的確に把握するとともに、 不動産市場の透明性向上等を図るた

め、 以下の取組を行う。
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　	①	　不動産価格指数 （住宅 ・ 商業用不動産）、 既存住宅販売量指数及び法人取引量指数を継

続的に公表する。

　	② 　現在、 試験運用を行っている不動産価格指数 （商業用不動産） について、 国際通貨基金

（ＩＭＦ 16） 等の国際機関の動向を踏まえた検討等を行う。

（４）　不動産鑑定評価の信頼性を更に向上させるため、 不動産鑑定業者の能力に着目した業者選

定に向けた依頼者への情報提供等の支援や、 不動産鑑定業者に対する立入検査等を内容とする

鑑定評価モニタリングを引き続き実施する。 また、 不動産鑑定評価基準等について、 社会ニー

ズや環境の変化に的確に対応していくための検討を引き続き進める。

（５）　適正な地価の形成及び課税の適正化を図るため、 以下の措置を実施する。

　	① 　固定資産税における土地の評価について、 地価公示価格等の７割を目途としてその均衡化・

適正化を図るとともに、 地価動向等を適切に反映した評価に努める。

　	② 　土地の相続税評価について、 引き続き評価時点を１月１日、 評価割合を地価公示価格水準

の原則８割としてその均衡化 ・ 適正化を図るとともに、 地価動向等を適切に反映した評価に努

める。

	 第５節	 災害リスク等についての情報の提供等の推進

（１）　社会のニーズに応じた防災 ・ 減災に資する浸水想定や地域の土地の災害履歴等の災害リスク

情報等を地理空間上において活用可能とするための情報の整備 ・ 公開 ・ 活用の推進、 三次元

化等により都市情報を可視化する 「ｉ-都市再生」 の技術開発等を通じ、 土地の利用 ・ 管理 ・

取引に関する施策の円滑な実施を促進する。

（２）　不動産分野におけるＴＣＦＤ提言を踏まえた気候変動によるリスクと機会に関する情報開示を

促進するため、 不動産分野ＴＣＦＤ対応ガイダンスを改訂する。

16	International	Monetary	Fund	（国際通貨基金） の略
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第5章
土地に関する施策の 
総合的な推進

	 第１節	 国 ・ 地方公共団体の連携協力

（１）　具体的なＰＰＰ／ＰＦＩ案件形成を促進するため、 地域プラットフォームの全国への普及を促進

する。 その際、 人口規模が小さい地方公共団体においても案件形成がなされるよう、 また、 地

方企業の案件への参加が促進されるよう、 全国の地方公共団体や、 地元企業、 地域金融機関

の地域プラットフォームへの参画を促す。 あわせて、 専門家の派遣や地方公共団体職員 ・ 地域

事業者向けの研修 ・ セミナーの実施等による人材育成、 官民対話の機会創出のほかに、 市町村

長との意見交換会を開催し、 地方公共団体におけるＰＰＰ／ＰＦＩの案件形成を促す。 （再掲）

（２）　所有者不明土地の利用の円滑化と適正な管理のために、 市町村をはじめとする地域の関係

者が行う 「所有者不明土地法」 に基づく取組に対し、 全国１０ブロックに設置された国、 地方公

共団体、 関係士業団体等で構成される土地政策推進連携協議会の活動を通じて、 実務の講習、

相談によるノウハウの提供や更なる制度の周知 ・ 普及を図る。 （再掲）

	 第２節	 関連分野の専門家等との連携協力

（１）　都市再生機構において、 その有するノウハウや技術をいかし、 まちづくり事業に関する構想 ・

計画策定に対する技術支援等を行う。

（２）　地籍調査の円滑な推進のため、 新制度や新手法の周知 ・ 普及を図るとともに、 調査上の課

題の克服に向けた助言を行う経験豊富な専門家を市町村に派遣するなど、 市町村等を支援する。

（再掲）

	 第３節	 土地に関する基本理念の普及等

土地白書の公表のほか、 身近な土地について考え、 土地の制度に関する理解を深めるきっかけに

なるよう土地に関するポスターコンテストの開催や、 啓発冊子等の配布、 土地に関連するテーマの講

演会等を実施する１０月の 「土地月間」 （１０月１日は 「土地の日」） 等を通じて、 関係団体と連携しつ

つ、 土地に関する基本理念の普及等を図るとともに、 土地に関する各種施策 ・ 制度等を紹介する。

民事基本法制の見直しや 「所有者不明土地法」 の改正等による土地に関する制度の変化を踏まえ、

広報活動を強化する。

	 第４節	 資金 ・ 担い手の確保

（１）　「所有者不明土地法」 の改正により創設された所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定

制度や、 所有者不明土地対策計画に基づく事業に対する補助制度等の活用により、 地域におけ

る相談体制の構築や空き地 ・ 空き家の情報共有をしつつ、 土地の適正な利用 ・ 管理に向けた

マッチング・コーディネート、 土地所有者等に代わる管理等の機能を担う団体の取組を推進する。

（２）　民間の創意工夫と事業意欲を積極的に活用しつつ良好なまちづくりを進めていくため、 ＭＩＮ

ＴＯ機構の支援業務を引き続き推進する。 具体的には、 エリアマネジメントを行うまちづくりファン
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ドを地域金融機関と共同で立ち上げ、 複数のリノベーション事業等を連鎖的に進めていく。 あわ

せて、 地方公共団体等のまちづくりファンドを通じ、 クラウドファンディングやふるさと納税等を活

用したまちづくり事業を支援する。 また、 老朽ストックを活用したテレワーク拠点等を整備する者

に出資等を行うまちづくりファンドにより、 新型コロナウイルス感染症拡大を契機として、 新たに

求められる柔軟な働き方等の実現を推進していく。 （再掲）

（３）　地域の価値向上を図り、 土地の適正な利用に資するエリアマネジメント活動を推進するため、

地域再生エリアマネジメント負担金制度について、 制度の内容や必要な手続を解説したガイドラ

インを活用したコンサルティング等により、 制度の活用を促進する。 （再掲）
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第6章
東日本大震災と土地に関する 
復旧 ・復興施策

	 第１節	 土地利用関連施策

1 宅地関連施策

津波災害対策等の推進のため、 以下の施策を行う。

（１）　被災市街地等において、 被災者用住宅、 福祉施設、 商業施設等の一体的な整備を図るため、

市街地再開発事業により、 土地の整備、 共同施設の整備等を支援する。

（２）　福島県の原子力災害被災市町村において、 福島復興再生拠点整備事業により、 再生 ・ 復興

の拠点となる市街地の形成を支援する。

2 農地関連施策

「「第２期復興 ・ 創生期間」 以降における東日本大震災からの復興の基本方針」 （令和３年３月９日

閣議決定） 等に基づき、 農地 ・ 農業用施設の災害復旧、 これと併せて行う区画整理等の事業を実施

する。 また、 地域の農業基盤の復興方針を踏まえ、 農業基盤整備等に必要な計画策定を支援する。

3 土地利用再編等に向けた取組

「東日本大震災復興特別区域法」 （平成２３年法律第１２２号） の復興整備計画制度に基づき、 許認

可やゾーニングに係る手続のワンストップ処理、 これらの許可に係る基準の緩和等の特例の活用を図

り、 復興に向けたまちづくり ・ 地域づくりを進めていくために必要となる市街地の整備や農業生産基盤

の整備等の各種事業の円滑かつ迅速な実施を促進する。

	 第２節	 住宅関連施策

1 災害公営住宅等の供給の支援

（１）　自力での住宅再建 ・ 取得が困難な被災者に対して、 地方公共団体が災害公営住宅を供給し

ており、 家賃低廉化等に係る費用に対する支援及び譲渡に係る特例措置を引き続き講じる。

（２）　福島第一原子力発電所事故に係る対応として、 避難指示区域に居住していた方々 （避難者

や帰還者） に対して、 地方公共団体が災害公営住宅を供給しており、 その整備や家賃低廉化等

に係る費用に対する支援及び入居者資格や譲渡に係る特例措置を引き続き講じる。

2 個人の住宅再建等への支援

（１）　引き続き、 被災者の住宅再建等を支援するため、 独立行政法人住宅金融支援機構 （以下 「住

宅金融支援機構」 という。） による災害復興住宅融資について、 金利の引下げや元金据置期間の

延長等を行うほか、 宅地に被害が生じた場合についても支援するため、 災害復興宅地融資を実

施する。

（２）　住宅金融支援機構から貸付けを受けている被災者に対して、 最長５年の払込みの猶予 ・ 返済

期間の延長や、 猶予期間中の金利の引下げ措置を実施し、 引き続き支援する。
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（３）　勤労者財産形成持家融資について、 被災した勤労者が住宅の取得、 補修のために勤労者財

産形成持家融資を新たに受ける場合に、 金利の引下げや元金据置期間を設定することができる特

例措置を実施するとともに、 既に勤労者財産形成持家融資を受けて返済中の勤労者に対し、 罹

災の程度に応じて、 返済猶予、 返済猶予期間中の金利の引下げ、 返済期間の延長等の措置を

実施する。

	 第３節	 被災自治体による土地活用の取組の推進

土地区画整理事業等による造成宅地や防災集団移転促進事業による移転元地等の活用について、

計画段階から土地活用等の段階まで、 ハンズオン支援により地域の個別課題にきめ細かく対応し、 復

興施策と一般施策とを連携させ、 政府全体の施策の総合的な活用を図りながら、 被災地方公共団体

の取組を引き続き後押しする。

	 第４節	 土地情報関連施策

1 土地境界の明確化の推進

東日本大震災及び平成２８年熊本地震の被災地 （岩手県、 宮城県、 福島県及び熊本県） におい

て、 復旧 ・ 復興の更なる推進に寄与するため、 登記所備付地図作成作業を実施する。

2 適正な取引確保のための土地取引情報の提供

被災地における適正な土地取引を確保するため、 宮城県、 福島県及び仙台市の求めに応じて、 土

地取引の登記情報を福島県及び仙台市に、 取引価格情報を宮城県、 福島県及び仙台市に提供する。

	 第５節	 税制上の措置

東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び復旧 ・ 復興に向けた取組の推進を図る観点から、 土

地等の取得、 保有、 譲渡それぞれの段階において、 必要な税制上の措置を引き続き講じる。 　
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１． 地価の動向

（１）　地価動向の的確な把握

①　地価公示制度の概要

地価公示制度は、 地価公示法に基づき、 土地鑑定委員会が、 毎年１回、 都市計画区域その他の

土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域内で標準的な土地 （標準地）

を選定し、 当該標準地について２人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、 その正常な価格を判定

して公示するものである。 この公示価格は、 一般の土地の取引価格に対する指標となるとともに、 不

動産鑑定士等が土地についての鑑定評価を行う場合及び公共事業の施行者が土地の取得価格を定

める場合にはこれを規準としなければならず、 また、 収用委員会が収用する土地に対する補償金の額

を算定する場合にこれを規準とした価格を考慮せねばならない等の効力を有する。 地価公示制度は、

これらにより、 適正な地価の形成に寄与することをねらいとしている。 また、 国土利用計画法による土

地取引規制における価格審査及び遊休土地の買取り価格の決定を地価公示対象区域内で行う場合に

は、 公示価格を規準として行うべきこととされている。 さらに、 地価公示は、 公的土地評価の相互の

均衡化 ・ 適正化において、 中心的な役割を果たしている。

令和５年地価公示においては、 全国２６，０００地点 （うち、 福島第一原子力発電所の事故の影響に

よる７地点は調査を休止。） の標準地について、 令和５年１月１日現在における価格が、 同年３月２３日

付け官報をもって公示された。

標準地の設定区域は、 全国の市街化区域及び市街化調整区域に区分された都市計画区域約

５２,２０８平方キロメートル並びにその他の都市計画区域約５０，７５１平方キロメートルの計約１０２,

９５９平方キロメートルの区域並びに都市計画区域外の公示区域で、 対象市区町村は１，３７６ （２３特

別区、 ７８７市、 ５２８町及び３８村） に達している （図表１）。

標準地の設定密度は、 市街化区域では、 全国的におおむね約０．７平方キロメートル当たり１地点、

市街化調整区域では、 約２７平方キロメートル当たり１地点、 その他の都市計画区域では、 約１３平方

キロメートル当たり１地点となっている。
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図表１ 地価公示の対象区域、 標準地数等の推移

区分

公示
年別

区　　　　　　　　　　　域
面積

（km2） 地点数対　　象　　区　　域
対象都
道府県
数

対　象　市　町　村　数

特別区 市 町 村 計
昭和45 市街化区域三大都市圏（東京、大阪及び名古屋） 8 23 72 17 1 113 3,681 970

46 市街化区域
三大都市圏及び北九州地区 13 23 126 45 2 196 5,060 1,350

47
市街化区域
三大都市圏及び人口50万以上の都市（北
九州、札幌、仙台、広島及び福岡）地域

17 23 171 96 11 301 6,476 2,800

48

市街化区域
三大都市圏及びおおむね人口が30万以上
の都市（前年の都市のほか新潟､ 金沢､ 静
岡､ 岡山､ 松山､ 熊本､ 宇都宮、浜松､ 姫
路、和歌山､ 長崎､ 鹿児島及び豊橋）地域

27 23 209 138 18 388 7,910 5,490

49

都市計画区域
市街化区域（全国）
市街化調整区域（全国）
その他の都市計画区域（市の区域）

47 23 642 357 58 1,080 64,110 14,570
50 47 23 643 400 60 1,126 66,130 15,010
51 47 23 643 397 57 1,120 66,130 15,010
52 47 23 644 396 58 1,121 68,680 15,010
53 47 23 645 404 56 1,128 69,050 15,580
54 47 23 646 406 55 1,130 69,300 16,480
55 47 23 646 408 54 1,131 69,350 17,030
56 47 23 646 412 52 1,133 69,580 17,380
57 47 23 649 409 52 1,133 69,590 17,600
58 47 23 651 412 49 1,135 69,634 16,975
59 47 23 651 414 49 1,137 69,680 16,975
60 47 23 651 415 48 1,137 69,739 16,975
61 47 23 651 419 45 1,138 69,805 16,635
62 47 23 653 420 43 1,139 69,878 16,635
63 47 23 655 417 42 1,137 70,074 16,820
平成元 47 23 655 409 41 1,128 69,653 16,840
2 47 23 655 410 39 1,127 69,729 16,865
3 47 23 655 411 38 1,127 69,840 16,892
4 47 23 661 404 36 1,124 70,097 17,115
5 47 23 663 403 35 1,124 70,312 20,555
6

都市計画区域
市街化区域（全国）
市街化調整区域（全国）
その他の都市計画区域（全国）

47 23 663 1,193 101 1,980 95,596 26,000
7 47 23 663 1,203 102 1,991 95,935 30,000
8 47 23 664 1,210 102 1,999 96,547 30,000
9 47 23 668 1,214 102 2,007 97,070 30,300
10 47 23 670 1,224 102 2,019 97,502 30,600
11 47 23 670 1,234 105 2,032 98,202 30,800
12 47 23 671 1,238 106 2,038 98,552 31,000
13 47 23 671 1,239 105 2,038 98,577 31,000
14 47 23 671 1,246 104 2,044 99,132 31,520
15 47 23 675 1,239 103 2,040 99,540 31,866
16 47 23 679 1,217 99 2,018 99,574 31,866
17 47 23 709 1,085 84 1,901 99,451 31,230
18

都市計画区域（全国）
都市計画区域外の公示区域

47 23 758 727 61 1,569 99,666 31,230
19 47 23 776 615 47 1,461 99,754 30,000
20 47 23 779 598 47 1,447 99,920 29,100
21 47 23 779 589 46 1,437 100,051 28,227
22 47 23 779 578 45 1,425 110,075 27,804
23 47 23 782 548 43 1,396 100,010 26,000
24 47 23 782 540 43 1,388 101,105 26,000
25 47 23 785 538 43 1,389 101,408 26,000
26 47 23 785 531 39 1,378 101,669 23,380
27 47 23 785 530 38 1,376 101,923 23,380
28 47 23 785 530 38 1,376 101,993 25,270
29 47 23 786 529 38 1,376 102,204 26,000
30 47 23 786 529 38 1,376 102,141 26,000
31 47 23 787 528 38 1,376 102,444 26,000
令和2 47 23 787 528 38 1,376 102,441 26,000
3 47 23 787 528 38 1,376 102,097 26,000
4 47 23 787 528 38 1,376 102,870 26,000
5 47 23 787 528 38 1,376 102,959 26,000

注１：「都市計画区域外の公示区域」は土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域。

注２：平成１８年以降の面積は、都市計画区域外の公示区域を除く。

注３：平成２４年～２７年の対象市町村数及び地点数には、東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所事故に伴

う避難指示区域内において調査を休止した市町村及び休止した１７地点が含まれている。

注４：平成２８年の対象市町村数及び地点数には、東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所事故に伴う避難指

示区域内において調査を休止した市町村及び休止した１５地点が含まれている。

注５：平成２９年～３０年の対象市町村数及び地点数には、東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所事故に伴

う避難指示区域内において調査を休止した市町村及び休止した１２地点が含まれている。

注６：平成３１年～令和５年の対象市町村数及び地点数には、東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所事故に

伴う避難指示区域内において調査を休止した市町村及び休止した７地点が含まれている。
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②　都道府県地価調査の実施

都道府県地価調査は、 国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、

国土利用計画法施行令第９条の規定に基づき、 都道府県知事が、 毎年１回、 標準的な土地 （基準地）

を選定し、 当該基準地について１人以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、 その価格 （標準価格）

を判定して、 周知するものである。 都道府県地価調査において判定される価格も、 地価公示と同じく

正常な価格であり、 これにより、 国が行う地価公示とあわせて、 全国にわたって標準的な地価及び地

価動向に関する情報を提供している。

令和４年都道府県地価調査は、 全国２１，４４４地点の基準地について行われ、 令和４年７月１日現在

の価格が同年９月２１日、 各都道府県より公表された （図表２）。

図表２ 地価公示と都道府県地価調査との比較

調査名 地　価　公　示 都道府県地価調査

根拠法等 地価公示法 国土利用計画法
実施機関 国土交通省土地鑑定委員会 都道府県知事

調査結果の性格 各標準地の正常な価格 各基準地の正常な価格

対象地域 全国の都市計画区域その他の
土地取引が相当程度見込まれる区域 全　国

調査地点数

平成28年　25,270地点
29年　26,000地点
30年　26,000地点
31年　26,000地点

令和2年　26,000地点
3年　26,000地点
4年　26,000地点
5年　26,000地点

平成27年　21,731地点
28年　21,675地点
29年　21,644地点
30年　21,578地点

令和元年　21,540地点
2年　21,519地点
3年　21,443地点
４年　21,444地点

価格時点 各年1月1日 各年7月1日

法令等に基づく
目的・役割

①一般の土地の取引価格に対する指標の提供
②不動産鑑定士等の鑑定評価の規準
③相続税評価、固定資産税評価の目安
④公共用地の取得価格の算定の規準
⑤収用委員会の補償金の額の算定の規準
⑥国土利用計画法による価格審査の規準
⑦国土利用計画法に基づく土地の買収価格の算定の規準

①国土利用計画法による価格審査の規準
②国土利用計画法に基づく土地の買収価格の算定の規準
③�地価公示の①から③についても、ほぼ同様の役割を
果たしている。

創設年度 昭和44年度 昭和50年度
鑑定評価を行う
不動産鑑定士 2人 1人

資料：国土交通省

③　公的土地評価の均衡化・適正化
公的土地評価には、 地価公示、 都道府県地価調査のほか、 課税目的の評価としての相続税評価、

固定資産税評価がある。

公的土地評価に対する国民の信頼を確保するとともに、 適正な地価の形成、 課税の適正化に資す

る観点から、 平成元年に成立した土地基本法等を踏まえ、 関係省庁で連絡を図りつつ、 その均衡

化 ・ 適正化を推進している （図表３）。

図表３ 公的土地評価一覧

区　　分 地　価　公　示 相　続　税　評　価 固�定�資�産�税�評�価

目 的 等
1　一般の土地取引価格の指標
2　不動産鑑定士等の鑑定評価の規準
3　�公共事業用地の取得価格の算定の
規準等

相続税及び贈与税課税のため

（平成4年分の評価から公示価格の
水準の8割程度）

固定資産税課税のため

（平成6年度の評価替から公示価格
の7割を目途）

評価機関 国土交通省土地鑑定委員会 国　税　局　長 市　町　村　長

価格時点 1月1日
（毎年公示）

1月1日
（毎年評価替）

1月1日
（3年に1度評価替）

資料：国土交通省
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（２） 各圏域別の地価動向について

図表４ 東京圏の地域別対前年平均変動率

（変動率：％）
住　　　　宅　　　　地 商　　　　業　　　　地

　令�和�４�年　 　令�和�５�年　 　令�和�４�年　 　令�和�５�年　
Ｒ3.１.１〜Ｒ４.１.１ Ｒ４.１.１〜Ｒ５.１.１ Ｒ３.１.１〜Ｒ４.１.１ Ｒ４.１.１〜Ｒ５.１.１

東 　 京 　 都 ����1.0 ����2.6 ����0.6 ����3.3
東 京 都 区 部 ����1.5 ����3.4 ����0.7 ����3.6
区 部 都 心 部 ����2.2 ����4.1 ����0.0 ����3.1
区 部 南 西 部 ����1.4 ����3.2 ����1.4 ����4.0
区 部 北 東 部 ����1.3 ����3.5 ����1.3 ����4.2

多 摩 地 域 ����0.5 ����1.6 ����0.5 ����2.1
神　 奈　 川　 県 ����0.2 ����1.4 ����1.1 ����3.0
横 　 浜 　 市 ����0.8 ����1.5 ����1.6 ����3.4
川 　 崎 　 市 ����0.6 ����1.7 ����1.5 ����4.3
相� 模� 原� 市 ����0.8 ����1.9 ����0.9 ����3.0
そ 　 の 　 他 △��0.4 ����1.1 ����0.1 ����1.8

埼 　 玉 　 県 ����0.6 ����1.7 ����0.2 ����1.7
さ� い� た� ま� 市 ����1.5 ����2.8 ����1.2 ����3.3
そ 　 の 　 他 ����0.4 ����1.5 △��0.1 ����1.2

千 　 葉 　 県 ����0.8 ����2.6 ����1.5 ����3.6
千 　 葉 　 市 ����1.0 ����1.9 ����1.7 ����3.6
そ 　 の 　 他 ����0.7 ����2.7 ����1.4 ����3.6

茨 　 城 　 県 △��0.4 ����0.5 △��0.2 ����0.6
東 　 京 　 圏 ����0.6 ����2.1 ����0.7 ����3.0

資料：国土交通省「地価公示」

　注：区部都心部とは、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区、豊島区の各区である。 

区部南西部とは、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、練馬区の各区である。 

区部北東部とは、墨田区、江東区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区の各区である。
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図表５ 東京圏の市区の対前年平均変動率

（変動率：％）

都県及び
市区名

住　　宅　　地 商　　業　　地
都県及び
市区名

住　　宅　　地 商　　業　　地
令　和
4　年
変動率

令和5年 令　和
4　年
変動率

令和5年 令　和
4　年
変動率

令和5年 令　和
4　年
変動率

令和5年

変動率 地点数 変動率 地点数 変動率 地点数 変動率 地点数

茨城県 ������ ������ ����� ������ ������ ����� 幸 手 市 △�0.5 △�0.5 7 △�0.6 △�0.6 2
龍 ケ 崎 市 △�0.4 △�0.1 14 △�0.2 △�0.2 5 鶴 ケ 島 市 0.2 0.9 12 0.0 0.0 1
常 総 市 △�1.2 △�0.8 11 △�0.7 △�0.5 3 日 高 市 △�0.5 △�0.3 8 △�0.9 △�0.6 2
取 手 市 △�0.8 △�0.5 27 △�0.4 △�0.3 5 吉 川 市 △�0.1 0.0 6 0.0 0.0 1
牛 久 市 △�0.3 0.0 15 △�0.4 △�0.1 6 ふじみ野市 0.7 2.9 12 0.2 2.8 3
守 谷 市 1.6 4.6 17 1.6 4.8 5 白 岡 市 0.0 0.4 8 △�0.3 △�0.1 1
坂 東 市 △�0.5 △�0.5 12 △�1.5 △�0.8 1 千葉県 ������ ������ ����� ������ ������ �����
つくばみらい市 △�0.5 1.8 12 △�0.5 0.4 2 千 葉 市 1.0 1.9 151 1.7 3.6 36
埼玉県 ������ ������ ����� ������ ������ ����� 中 央 区 1.6 2.8 40 2.1 4.0 23
さいたま市 1.5 2.8 154 1.2 3.3 52 花 見 川 区 0.3 0.7 33 0.7 3.2 2
西 区 0.7 1.6 9 0.0 1.7 1 稲 毛 区 0.9 1.7 29 1.2 2.9 3
北 区 1.4 2.5 21 0.9 2.2 3 若 葉 区 0.6 1.8 26 1.9 3.4 2
大 宮 区 2.0 3.4 16 1.5 4.0 16 緑 区 1.5 2.4 14 2.9 4.2 1
見 沼 区 0.5 1.0 14 0.0 1.9 3 美 浜 区 1.9 2.3 9 0.4 2.3 5
中 央 区 2.1 4.0 14 0.8 2.9 7 市 川 市 2.3 6.8 63 2.6 8.7 10
桜 区 0.6 2.4 9 0.6 0.6 1 船 橋 市 1.3 4.1 85 3.1 7.3 19
浦 和 区 2.8 3.9 20 1.9 4.5 12 木 更 津 市 1.5 2.5 38 1.4 2.0 11
南 区 2.2 3.7 20 1.8 3.7 3 松 戸 市 0.6 2.0 71 1.9 3.5 16
緑 区 1.1 2.9 17 0.8 3.2 2 野 田 市 △�2.1 1.1 31 △�0.9 0.0 4
岩 槻 区 0.5 1.3 14 △�0.3 0.8 4 成 田 市 0.7 2.3 28 △�0.3 1.3 5
川 越 市 0.4 2.0 48 0.4 3.1 12 佐 倉 市 0.1 0.5 34 0.8 1.1 6
熊 谷 市 △�0.1 0.2 26 △�0.2 0.0 8 習 志 野 市 1.1 1.9 23 1.0 4.6 3
川 口 市 1.1 4.9 90 0.3 3.8 13 柏 市 0.4 4.0 78 0.6 3.1 13
行 田 市 △�1.1 △�0.8 17 △�1.2 △�1.1 5 市 原 市 0.6 1.0 55 1.3 2.8 8
所 沢 市 1.5 2.4 50 0.3 1.7 10 流 山 市 0.7 2.1 25 0.6 2.8 5
飯 能 市 0.0 0.6 14 △�0.7 0.0 4 八 千 代 市 0.0 0.6 31 1.1 1.5 6
加 須 市 △�0.8 △�0.6 25 △�0.9 △�0.5 5 我 孫 子 市 △�0.6 3.2 32 0.6 2.1 3
東 松 山 市 0.3 0.3 15 0.2 0.0 3 鎌 ケ 谷 市 0.3 1.2 17 0.1 0.6 3
春 日 部 市 △�0.1 0.1 35 △�0.6 0.0 7 君 津 市 1.6 1.5 21 1.6 2.0 6
狭 山 市 △�0.6 0.4 24 0.0 0.2 6 富 津 市 △�1.7 △�1.3 10 0.0 0.0 1
羽 生 市 △�1.3 △�1.0 14 △�1.4 △�0.9 3 浦 安 市 3.3 9.7 20 1.8 4.9 4
鴻 巣 市 △�0.6 0.2 22 △�0.5 △�0.2 4 四 街 道 市 0.4 1.1 17 1.8 2.4 2
上 尾 市 0.9 1.8 29 0.3 0.7 4 袖 ケ 浦 市 1.6 1.8 12 2.4 3.2 1
草 加 市 0.9 2.0 31 0.1 1.5 4 印 西 市 0.2 0.8 16 0.5 1.1 4
越 谷 市 0.6 1.9 33 △�0.2 0.6 6 白 井 市 △�0.3 1.0 9 0.0 0.0 1
蕨 市 1.2 4.9 6 0.5 4.9 1 富 里 市 △�0.2 1.2 6 0.0 2.5 1
戸 田 市 1.7 5.8 15 1.3 6.1 2 東京都 ������ ������ ����� ������ ������ �����
入 間 市 0.1 0.8 23 △�0.2 0.8 3 都区部平均 1.5 3.4 882 0.7 3.6 671
朝 霞 市 1.7 3.0 17 0.2 2.2 5 千 代 田 区 2.1 3.2 7 △�1.2 2.1 53
志 木 市 1.2 2.5 7 0.4 2.4 2 中 央 区 2.9 4.0 9 △�1.3 2.1 54
和 光 市 2.3 3.2 10 0.7 3.5 2 港 区 2.4 3.6 29 △�0.3 2.8 51
新 座 市 1.3 1.9 19 0.7 2.8 4 新 宿 区 1.9 4.2 29 0.5 3.1 49
桶 川 市 0.6 1.3 14 0.0 0.8 2 文 京 区 2.5 4.4 24 1.8 4.6 27
久 喜 市 △�0.4 △�0.1 29 △�0.5 0.0 6 台 東 区 1.8 4.8 6 1.1 4.1 48
北 本 市 0.5 1.1 13 0.0 0.7 2 墨 田 区 1.5 4.1 11 1.5 3.8 13
八 潮 市 0.5 1.3 12 0.8 1.1 1 江 東 区 2.1 4.1 27 1.4 4.3 17
富 士 見 市 0.5 2.7 13 0.2 3.1 5 品 川 区 1.8 4.1 29 0.8 3.9 28
三 郷 市 △�0.1 0.3 17 △�0.1 0.4 3 目 黒 区 1.8 3.7 31 0.6 4.6 18
蓮 田 市 0.0 0.8 11 △�0.4 △�0.2 1 大 田 区 1.1 3.3 56 1.2 3.5 36
坂 戸 市 0.0 0.1 13 △�0.2 0.1 3 世 田 谷 区 1.0 2.3 111 1.1 3.4 31
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令　和
4　年
変動率
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令和5年 令　和
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変動率 地点数 変動率 地点数 変動率 地点数 変動率 地点数

渋 谷 区 1.9 3.8 26 0.1 2.6 33 南 区 0.7 1.2 19 2.7 5.8 8
中 野 区 2.1 4.6 29 2.3 5.2 23 保土ケ谷区 0.7 1.3 27 2.3 4.0 6
杉 並 区 2.0 3.7 62 2.1 4.7 23 磯 子 区 0.1 0.8 19 0.5 1.2 7
豊 島 区 2.6 4.7 23 1.0 4.6 32 金 沢 区 0.0 0.8 32 0.7 1.2 5
北 区 1.3 4.5 31 1.7 5.2 23 港 北 区 1.6 2.6 45 1.2 2.8 12
荒 川 区 1.7 4.4 16 2.0 5.2 12 戸 塚 区 0.5 1.1 41 1.2 3.0 13
板 橋 区 1.0 3.3 47 1.4 4.1 19 港 南 区 0.2 0.8 34 1.0 1.3 9
練 馬 区 1.1 2.8 92 1.5 3.2 17 旭 区 0.6 1.0 31 1.4 3.0 6
足 立 区 1.5 3.4 72 0.7 3.6 31 緑 区 0.8 1.2 24 1.5 2.7 5
葛 飾 区 1.0 2.8 44 1.1 3.6 17 瀬 谷 区 0.5 1.1 24 0.6 2.0 2
江 戸 川 区 1.1 3.2 71 1.5 3.9 16 栄 区 0.3 1.2 23 0.7 2.5 2
八 王 子 市 0.0 0.9 124 △�0.1 1.7 18 泉 区 0.5 1.4 25 0.7 2.8 4
立 川 市 1.1 3.1 30 0.5 2.6 8 青 葉 区 0.7 1.6 48 0.6 1.3 6
武 蔵 野 市 1.7 3.0 19 1.8 3.4 11 都 筑 区 1.2 2.3 25 0.7 2.0 6
三 鷹 市 0.9 2.4 31 1.0 2.8 12 川 崎 市 0.6 1.7 185 1.5 4.3 56
青 梅 市 △�0.1 0.7 28 △�0.3 0.9 5 川 崎 区 0.9 2.2 17 1.8 5.0 18
府 中 市 1.4 3.3 45 1.2 2.8 10 幸 区 0.9 2.2 12 1.5 5.3 6
昭 島 市 0.3 1.4 19 0.6 1.2 3 中 原 区 1.5 2.8 23 1.8 4.8 11
調 布 市 1.5 3.6 40 0.9 4.1 7 高 津 区 1.1 2.3 27 1.6 4.6 5
町 田 市 △�0.1 0.6 80 △�0.1 1.6 16 多 摩 区 0.4 1.3 35 0.8 2.6 5
小 金 井 市 0.6 1.9 19 0.7 2.6 5 宮 前 区 0.2 1.1 36 1.0 2.0 6
小 平 市 0.4 1.3 35 0.1 0.8 8 麻 生 区 △�0.1 1.1 35 1.3 3.1 5
日 野 市 △�0.1 1.9 36 0.1 2.5 6 相 模 原 市 0.8 1.9 100 0.9 3.0 22
東 村 山 市 0.5 1.0 20 0.0 0.9 9 緑 区 1.0 2.0 27 2.0 3.1 6
国 分 寺 市 1.1 3.1 16 1.2 3.2 7 中 央 区 0.7 1.8 36 0.7 3.3 8
国 立 市 1.4 2.9 11 1.2 3.1 3 南 区 0.8 1.9 37 0.3 2.6 8
福 生 市 0.4 1.6 11 △�0.2 1.2 5 横 須 賀 市 △�1.9 △�0.3 72 △�0.7 0.2 16
狛 江 市 1.1 3.1 11 0.7 3.9 2 平 塚 市 △�0.7 1.1 42 △�0.1 2.1 9
東 大 和 市 0.0 1.0 21 △�0.2 1.0 3 鎌 倉 市 0.3 2.5 42 0.4 3.2 7
清 瀬 市 0.3 1.1 15 0.0 0.7 2 藤 沢 市 0.7 2.2 54 0.4 2.6 17
東久留米市 0.7 1.6 22 0.1 1.2 4 小 田 原 市 △�1.4 △�0.5 36 △�0.7 0.1 15
武蔵村山市 0.0 1.6 15 △�0.7 1.1 2 茅 ヶ 崎 市 1.0 4.1 32 2.9 6.1 5
多 摩 市 △�0.1 0.7 32 0.0 2.2 4 逗 子 市 1.0 2.8 16 0.5 1.7 3
稲 城 市 2.3 2.5 27 1.4 2.0 3 三 浦 市 △�2.9 △�0.7 14 △�3.5 △�1.5 2
羽 村 市 0.0 1.3 9 0.0 2.3 1 秦 野 市 △�1.6 △�0.8 35 △�1.2 △�0.6 6
あきる野市 △�0.2 0.7 23 △�0.5 0.5 2 厚 木 市 0.4 1.7 35 2.2 4.5 10
西 東 京 市 0.6 1.5 30 0.6 2.7 8 大 和 市 0.8 2.2 26 0.0 1.8 5
神奈川県 ������ ������ ����� ������ ������ ����� 伊 勢 原 市 0.3 1.2 18 1.2 3.1 6
横 浜 市 0.8 1.5 489 1.6 3.4 161 海 老 名 市 0.3 1.4 18 1.5 2.5 3
鶴 見 区 1.1 1.9 26 1.3 2.1 14 座 間 市 0.0 1.4 13 0.3 2.2 3
神 奈 川 区 1.7 2.7 23 2.7 5.0 12 南 足 柄 市 △�2.4 △�1.5 9 ���--� ���--� ���--
西 区 2.4 3.6 8 2.7 5.2 18 綾 瀬 市 △�0.4 1.1 13 0.6 1.8 1
中 区 1.3 1.9 15 1.7 4.7 26

資料：国土交通省「地価公示」
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図表６ 大阪圏の地域別対前年平均変動率

（変動率：％）
住　　　　宅　　　　地 商　　　　業　　　　地

　令�和�４�年　 　令�和�５�年　 　令�和�４�年　 　令�和�５�年　
R3.1.1〜R4.1.1 R4.1.1〜R5.1.1 R3.1.1〜R4.1.1 R4.1.1〜R5.1.1

大 阪 府 ����0.1 ����0.7 △��0.2 ����2.5
大 阪 市 ����0.6 ����1.6 △��1.1 ����3.3
中 心 ６ 区 ����1.8 ����3.0 △��1.8 ����3.9

北 大 阪 ����0.4 ����1.1 ����1.0 ����2.4
東 大 阪 △��0.2 ����0.4 ����0.2 ����1.4
南 大 阪 △��0.1 ����0.3 ����0.5 ����1.6
堺 市 ����1.2 ����1.8 ����2.3 ����3.7

兵 庫 県 ����0.4 ����1.2 ����0.5 ����2.3
神 戸 市 ����0.2 ����1.2 △��0.3 ����2.0
東 部 ４ 区 ����1.1 ����2.0 △��0.8 ����2.0

阪 神 地 域 ����0.5 ����1.3 ����1.5 ����2.5
京 都 府 ����0.2 ����0.9 ����0.7 ����3.0
京 都 市 ����0.5 ����1.2 ����0.7 ����3.3
中 心 ５ 区 ����0.7 ����1.4 ����1.3 ����3.4

そ の 他 △��0.2 ����0.6 ����0.8 ����1.9
奈 良 県 △��0.7 △��0.4 △��0.8 ����0.2
奈 良 市 ����0.2 ����0.8 △��0.9 ����2.8

大 阪 圏 ����0.1 ����0.7 ����0.0 ����2.3

資料：国土交通省「地価公示」

注１：大阪市の中心６区とは、福島区、西区、天王寺区、浪速区、北区、中央区の各区である。

注２：北大阪とは、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町、豊能町、能勢町、東大阪とは、

守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、門真市、東大阪市、四條畷市、交野市、南大阪とは、大阪

市、北大阪、東大阪を除くその他の大阪府である。

注３：神戸市の東部４区とは、東灘区、灘区、兵庫区、中央区の各区である。

注４：阪神地域とは、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町である。

注５：京都市の中心５区とは、北区、上京区、左京区、中京区、下京区の各区である。
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図表７ 大阪圏の市区の対前年平均変動率

（変動率：％）

府県及び
市区名

住　　宅　　地 商　　業　　地
府県及び
市区名

住　　宅　　地 商　　業　　地
令　和
4　年
変動率

令和5年 令　和
4　年
変動率

令和5年 令　和
4　年
変動率

令和5年 令　和
4　年
変動率

令和5年

変動率 地点数 変動率 地点数 変動率 地点数 変動率 地点数

京都府 ������ ������ ����� ������ ������ ����� 吹 田 市 0.4 1.5 55 0.8 2.5 13
京 都 市 0.5 1.2 217 0.7 3.3 102 泉 大 津 市 △�0.4 0.4 12 △�0.3 0.9 5
北 区 0.6 1.0 25 0.1 1.4 6 高 槻 市 0.2 0.6 43 1.3 2.0 9
上 京 区 2.0 2.5 13 0.9 3.0 5 貝 塚 市 △�0.2 △�0.3 22 0.0 1.0 3
左 京 区 0.1 0.8 39 1.3 3.0 7 守 口 市 △�0.3 0.9 18 0.2 0.6 6
中 京 区 1.5 3.2 4 1.3 3.0 21 枚 方 市 0.2 0.7 55 0.5 2.9 12
東 山 区 0.7 1.4 7 0.2 4.2 12 茨 木 市 0.3 1.0 34 1.1 2.7 8
下 京 区 1.9 3.0 6 1.7 4.8 20 八 尾 市 △�0.2 0.1 36 0.6 2.2 7
南 区 1.1 2.4 11 △�0.6 4.6 6 泉 佐 野 市 △�0.1 0.1 22 0.4 0.6 7
右 京 区 0.1 0.8 25 0.4 2.3 4 富 田 林 市 △�0.5 0.0 27 0.0 2.1 4
伏 見 区 △�0.1 0.9 37 △�0.9 2.1 12 寝 屋 川 市 △�0.3 0.9 27 0.3 2.1 7
山 科 区 △�0.1 0.8 26 △�0.3 1.7 5 河内長野市 △�1.0 △�0.3 27 △�0.4 0.8 5
西 京 区 1.1 1.6 24 2.5 3.1 4 松 原 市 △�0.2 △�0.1 18 △�0.2 0.4 3
宇 治 市 0.1 1.2 33 △�0.3 1.3 10 大 東 市 △�0.1 0.8 17 △�0.2 1.4 6
亀 岡 市 △�0.2 0.4 18 0.0 0.5 2 和 泉 市 △�0.3 0.1 32 0.2 1.0 3
城 陽 市 0.0 1.2 14 ���--� 1.7 1 箕 面 市 0.9 1.8 27 2.4 3.6 6
向 日 市 0.9 1.1 8 3.0 3.7 4 柏 原 市 △�0.6 △�0.5 17 0.0 0.9 2
長 岡 京 市 1.3 2.0 15 3.3 4.7 2 羽 曳 野 市 △�1.0 △�0.6 21 0.0 1.2 3
八 幡 市 △�0.5 0.0 15 1.1 1.7 1 門 真 市 △�0.6 0.1 18 0.6 1.3 4
京 田 辺 市 △�0.1 0.7 16 0.4 2.3 2 摂 津 市 0.0 0.1 14 0.3 1.5 5
南 丹 市 △�0.8 △�0.6 11 0.0 0.0 1 高 石 市 0.5 1.5 11 0.0 1.4 3
木 津 川 市 △�1.5 △�0.5 20 0.9 0.9 1 藤 井 寺 市 △�0.5 0.3 13 0.0 1.3 3
大阪府 ������ ������ ����� ������ ������ ����� 東 大 阪 市 △�0.3 △�0.1 55 △�0.1 0.2 18
大 阪 市 0.6 1.6 222 △�1.1 3.3 168 泉 南 市 △�0.6 △�0.7 20 0.0 0.0 2
都 島 区 2.0 4.0 8 1.3 3.4 3 四 條 畷 市 △�0.6 0.2 10 △�0.2 1.0 3
福 島 区 1.1 2.5 7 △�0.1 5.8 8 交 野 市 △�0.1 0.5 16 0.6 1.9 2
此 花 区 0.2 1.0 6 0.7 3.2 2 大阪狭山市 0.5 1.1 12 0.0 1.8 2
西 区 6.0 5.5 1 △�1.0 4.7 20 阪 南 市 △�1.4 △�1.3 18 0.0 0.0 1
港 区 0.8 1.5 8 0.9 4.2 4 兵庫県 ������ ������ ����� ������ ������ �����
大 正 区 △�0.1 0.6 5 0.6 1.7 1 神 戸 市 0.2 1.2 281 △�0.3 2.0 60
天 王 寺 区 1.7 2.6 8 △�0.8 3.1 4 東 灘 区 0.9 1.7 33 1.8 2.4 6
浪 速 区 2.0 3.2 1 △�1.4 3.4 10 灘 区 2.0 3.0 21 2.2 4.3 4
西 淀 川 区 0.0 0.7 9 0.4 1.3 2 兵 庫 区 0.3 0.9 16 1.2 2.1 5
東 淀 川 区 0.5 1.7 19 0.3 1.1 6 長 田 区 △�0.8 △�0.4 18 △�0.4 0.9 5
東 成 区 0.5 3.3 6 2.0 4.0 3 須 磨 区 0.0 1.1 39 0.9 2.5 8
生 野 区 0.1 0.9 12 0.0 1.3 2 垂 水 区 0.4 1.3 58 1.1 2.5 3
旭 区 0.5 0.7 9 0.3 1.0 3 北 区 △�0.5 0.4 49 1.5 2.2 3
城 東 区 1.3 2.8 17 1.1 4.2 1 中 央 区 0.7 2.4 13 △�2.5 1.5 24
阿 倍 野 区 0.8 1.7 9 △�1.5 3.6 4 西 区 △�0.2 1.0 34 0.0 2.8 2
住 吉 区 0.2 0.7 17 △�0.1 1.7 4 尼 崎 市 0.2 1.0 48 1.0 2.0 14
東 住 吉 区 △�0.1 0.3 15 △�0.6 0.3 2 西 宮 市 0.7 1.7 94 1.4 3.5 14
西 成 区 0.5 1.5 7 0.6 2.5 3 芦 屋 市 1.6 2.5 19 3.5 5.0 4
淀 川 区 0.6 2.7 10 0.0 1.3 9 伊 丹 市 1.1 1.6 36 1.9 2.0 9
鶴 見 区 0.5 1.0 11 1.4 2.7 2 宝 塚 市 0.6 1.1 49 1.7 2.4 7
住 之 江 区 0.0 0.8 11 0.3 2.1 1 川 西 市 0.3 1.1 34 1.1 1.5 5
平 野 区 0.1 0.6 18 0.1 1.3 3 三 田 市 △�0.6 △�0.5 16 0.3 0.6 2
北 区 1.2 3.1 5 △�1.0 4.5 29 奈良県 ������ ������ ����� ������ ������ �����
中 央 区 3.5 4.0 3 △�3.2 3.0 42 奈 良 市 0.2 0.8 63 △�0.9 2.8 15
堺 市 1.2 1.8 132 2.3 3.7 16 大和高田市 △�0.4 △�0.3 10 △�0.4 0.2 4
堺 区 1.3 2.1 26 2.4 2.7 5 大和郡山市 △�0.3 0.1 13 0.0 0.1 7
中 区 0.9 1.2 18 2.6 2.5 3 天 理 市 △�0.4 △�0.3 16 △�1.2 △�1.2 4
東 区 2.3 2.6 15 2.5 2.4 1 橿 原 市 0.1 0.5 21 △�0.3 0.3 10
西 区 1.0 1.5 25 1.9 2.1 3 桜 井 市 △�0.5 △�0.5 13 △�0.6 △�0.4 6
南 区 0.0 0.8 14 3.3 3.9 1 五 條 市 △�2.8 △�2.7 10 △�2.9 △�3.0 3
北 区 1.9 3.0 23 1.8 5.9 2 御 所 市 △�1.1 △�1.0 8 △�1.6 △�1.5 2
美 原 区 0.2 0.7 11 1.9 13.6 1 生 駒 市 0.0 0.4 29 △�0.8 0.4 5
岸 和 田 市 △�0.4 0.0 42 △�0.3 0.7 7 香 芝 市 △�0.4 △�0.1 16 0.0 0.4 3
豊 中 市 0.5 1.7 54 0.5 2.1 11 葛 城 市 △�0.7 △�0.7 7 △�0.7 ���--� ���--
池 田 市 0.4 0.7 20 1.6 2.7 4 宇 陀 市 △�1.0 △�0.9 15 △�0.7 △�0.7 1

資料：国土交通省「地価公示」
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図表８ 名古屋圏の地域別対前年平均変動率

（変動率：％）
住　　　　宅　　　　地 商　　　　業　　　　地

　令�和�４�年　 　令�和�５�年　 　令�和�４�年　 　令�和�５�年　
R3.1.1〜R4.1.1 R4.1.1〜R5.1.1 R3.1.1〜R4.1.1 R4.1.1〜R5.1.1

愛 知 県 ����1.1 ����2.5 ����1.9 ����3.6
名 古 屋 市 ����2.2 ����3.7 ����3.2 ����5.0
尾 張 地 域 ����0.5 ����1.5 ����0.6 ����1.6
西 三 河 地 域 ����1.2 ����3.0 ����0.8 ����3.2
知 多 地 域 ����0.1 ����1.9 △��0.5 ����1.0

三 重 県 △��0.3 ����0.1 △��0.2 ����0.4
四 日 市 市 △��0.1 ����0.3 △��0.1 ����0.5

名 古 屋 圏 ����1.0 ����2.3 ����1.7 ����3.4

資料：国土交通省「地価公示」

　注：愛知県の地域区分は、以下のとおりである。

　　　尾 張 地 域：�一宮市、瀬戸市、春日井市、津島市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、

日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑

町、大治町、蟹江町、飛島村

　　　西三河地域：岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町

　　　知 多 地 域：半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町

図表９ 名古屋圏の市区の対前年平均変動率

（変動率：％）

県及び
市区名

住　　宅　　地 商　　業　　地
県及び
市区名

住　　宅　　地 商　　業　　地
令　和
4　年
変動率

令和5年 令　和
4　年
変動率

令和5年 令　和
4　年
変動率

令和5年 令　和
4　年
変動率

令和5年

変動率 地点数 変動率 地点数 変動率 地点数 変動率 地点数

愛知県 ������ ������ ����� ������ ������ ����� 安 城 市 3.2 6.2 22 1.8 7.4 9
名 古 屋 市 2.2 3.7 340 3.2 5.0 221 西 尾 市 △�1.2 △�0.1 40 △�1.1 △�0.5 10
千 種 区 1.7 3.5 24 3.6 6.2 23 犬 山 市 △�0.1 0.5 18 △�0.2 1.1 3
東 区 4.7 6.5 13 4.8 6.4 14 常 滑 市 △�0.7 0.0 15 △�1.2 △�0.2 4
北 区 1.3 3.0 19 2.5 4.7 12 江 南 市 0.3 0.9 9 0.2 1.0 6
西 区 2.4 2.9 17 3.9 4.8 17 小 牧 市 0.5 1.3 25 0.8 1.1 7
中 村 区 1.0 2.6 16 3.6 5.5 33 稲 沢 市 0.1 1.1 20 0.2 1.8 4
中 区 9.3 11.1 5 4.4 5.8 40 東 海 市 2.6 7.8 29 1.6 5.3 6
昭 和 区 0.5 3.0 11 1.7 4.8 10 大 府 市 2.6 4.9 16 1.8 5.6 5
瑞 穂 区 1.1 4.0 17 1.0 4.0 8 知 多 市 0.0 0.9 16 0.0 0.6 4
熱 田 区 2.2 5.7 13 3.0 5.0 10 知 立 市 2.4 4.8 14 2.0 6.5 3
中 川 区 2.8 3.6 38 2.9 5.0 13 尾 張 旭 市 0.7 2.0 19 0.0 2.5 3
港 区 2.1 3.5 21 1.7 2.9 7 高 浜 市 1.7 4.0 12 1.1 2.8 2
南 区 4.2 5.8 21 1.9 5.1 6 岩 倉 市 0.6 1.2 10 0.8 1.1 4
守 山 区 1.7 3.0 36 1.4 2.8 8 豊 明 市 0.9 4.1 11 0.8 2.8 3
緑 区 2.6 3.3 40 1.2 2.7 7 日 進 市 1.3 2.6 14 1.2 2.4 2
名 東 区 1.5 3.4 24 2.1 3.9 7 愛 西 市 △�0.7 △�0.4 11 ���--� ���--� ���--
天 白 区 1.7 2.4 25 1.4 2.7 6 清 須 市 0.3 1.5 27 0.3 1.0 2
岡 崎 市 0.8 2.5 72 0.4 2.4 31 北名古屋市 1.3 1.7 18 0.7 1.4 2
一 宮 市 0.7 1.7 45 0.9 2.3 25 弥 富 市 △�0.2 0.9 11 0.0 △�1.0 1
瀬 戸 市 0.1 1.1 38 0.0 0.7 7 み よ し 市 1.8 2.1 9 1.1 2.5 2
半 田 市 △�0.2 0.8 27 △�0.6 △�0.3 8 あ ま 市 △�0.4 △�0.2 18 △�0.5 0.0 2
春 日 井 市 1.4 2.6 49 1.0 1.9 14 長 久 手 市 1.4 3.2 13 1.3 3.4 2
津 島 市 △�0.9 △�0.3 11 △�0.8 △�0.2 3 三重県 ������ ������ ����� ������ ������ �����
碧 南 市 0.5 2.0 19 △�0.3 1.5 4 四 日 市 市 △�0.1 0.3 62 △�0.1 0.5 26
刈 谷 市 3.1 6.3 27 2.2 7.0 7 桑 名 市 △�0.4 0.1 38 △�0.2 0.3 7
豊 田 市 1.8 2.7 55 1.9 3.2 13 い な べ 市 △�0.8 △�0.3 7 △�0.4 △�0.3 2

資料：国土交通省「地価公示」
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図表１０ 地方圏の市区別変動率 （人口10万人以上の市）

（人口：万人、変動率：％）

地　方 道　県 都市名（人口）
住宅地 商業地

令和4年 令和5年 令和4年 令和5年
変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数

北 海 道 北 海 道 札 幌 市 ( 196 ) 9.3 15.0 307 5.8 9.7 151
中 央 区 ( 24 ) 7.9 13.9 26 5.2 9.6 34
北 区 ( 29 ) 9.7 15.7 46 5.6 7.8 19
東 区 ( 26 ) 10.5 16.2 37 6.5 13.0 17
白 石 区 ( 21 ) 9.9 13.6 28 4.3 6.6 17
豊 平 区 ( 23 ) 9.0 12.7 32 6.9 8.3 13
南 区 ( 14 ) 4.8 10.9 37 4.7 7.1 11
西 区 ( 22 ) 8.7 17.0 29 4.9 11.2 17
厚 別 区 ( 13 ) 8.1 12.9 26 7.3 11.5 9
手 稲 区 ( 14 ) 12.7 22.1 27 7.7 11.1 9
清 田 区 ( 11 ) 13.3 16.9 19 8.7 14.5 5
函 館 市 ( 25 ) △�0.4 △�0.2 32 △�1.3 △�0.6 22
小 樽 市 ( 11 ) 0.3 0.6 31 0.6 0.9 11
旭 川 市 ( 33 ) 0.4 0.7 63 △�0.7 0.3 21
釧 路 市 ( 16 ) △�0.1 0.2 31 △�0.4 △�0.1 15
帯 広 市 ( 17 ) 7.9 9.8 30 2.5 5.5 10
北 見 市 ( 11 ) △�0.3 △�0.2 14 △�0.5 △�0.5 5
苫 小 牧 市 ( 17 ) 0.8 1.5 51 △�1.3 △�1.1 17
江 別 市 ( 12 ) 16.9 27.5 29 13.1 20.8 8

東 北 青 森 県 青 森 市 ( 28 ) △�0.4 △�0.1 48 △�0.9 △�0.4 20
弘 前 市 ( 17 ) 0.0 0.0 31 △�0.9 △�0.5 9
八 戸 市 ( 22 ) △�0.3 △�0.2 33 △�0.3 △�0.4 13

岩 手 県 盛 岡 市 ( 29 ) 1.1 1.3 45 0.1 0.6 17
一 関 市 ( 11 ) △�1.4 △�1.5 6 △�2.5 △�1.9 4
奥 州 市 ( 11 ) △�0.6 △�0.3 9 △�1.9 △�1.9 4

宮 城 県 仙 台 市 ( 107 ) 4.4 5.9 216 4.2 6.1 83
青 葉 区 ( 29 ) 4.3 5.0 60 4.2 5.6 50
宮 城 野 区 ( 19 ) 4.3 6.8 38 4.6 9.5 12
若 林 区 ( 14 ) 4.6 6.0 29 4.6 7.1 9
太 白 区 ( 23 ) 4.0 5.8 49 4.0 4.6 7
泉 区 ( 21 ) 5.1 6.6 40 2.9 3.7 5
石 巻 市 ( 14 ) △�1.1 △�1.0 24 △�0.7 △�0.7 12
大 崎 市 ( 13 ) △�1.1 △�0.4 12 △�1.8 △�0.5 5

秋 田 県 秋 田 市 ( 30 ) 0.3 1.2 58 △�0.1 0.9 26
山 形 県 山 形 市 ( 24 ) 2.3 2.1 23 1.1 1.4 17

鶴 岡 市 ( 12 ) △�0.3 0.0 10 △�0.9 △�0.6 6
福 島 県 福 島 市 ( 27 ) 0.7 0.7 38 0.5 0.8 21

会 津 若 松 市 ( 12 ) 0.1 △�0.1 24 △�1.2 △�1.2 8
郡 山 市 ( 32 ) 2.3 3.2 52 1.3 2.8 18
い わ き 市 ( 31 ) △�0.1 0.0 72 1.0 1.8 19

新 潟 県 新 潟 市 ( 78 ) 0.3 0.6 107 0.3 0.7 35
北 区 ( 7 ) 0.6 0.9 10 △�0.1 △�0.1 2
東 区 ( 13 ) 0.7 0.9 12 0.8 0.8 5
中 央 区 ( 17 ) 1.0 1.8 22 0.9 1.7 19
江 南 区 ( 7 ) 1.1 1.3 13 ���--� ���--� ���--
秋 葉 区 ( 8 ) △�0.4 △�0.3 16 △�0.9 △�0.5 4
南 区 ( 4 ) △�0.3 △�0.3 3 ���--� ���--� ���--
西 区 ( 16 ) 0.1 0.3 25 0.0 0.0 2
西 蒲 区 ( 6 ) △�1.6 △�1.5 6 △�2.6 △�2.5 3
長 岡 市 ( 26 ) △�0.9 △�0.8 46 △�1.6 △�1.7 15
上 越 市 ( 19 ) △�1.6 △�1.5 35 △�2.2 △�2.3 11

関 東 茨 城 県 水 戸 市 ( 27 ) △�0.5 △�0.3 48 △�0.4 0.4 16
日 立 市 ( 17 ) △�0.4 △�0.3 38 △�0.5 △�0.3 8
土 浦 市 ( 14 ) 0.0 0.0 30 △�0.2 △�0.1 9
古 河 市 ( 14 ) 0.0 0.3 25 0.0 0.3 8
つ く ば 市 ( 25 ) 0.1 1.3 33 1.3 1.6 6
ひ た ち な か 市 ( 16 ) △�0.1 0.0 30 △�0.1 △�0.1 6
筑 西 市 ( 10 ) △�0.6 △�0.5 19 △�0.4 △�0.1 4

栃 木 県 宇 都 宮 市 ( 52 ) 0.5 0.7 77 0.5 0.7 34
足 利 市 ( 14 ) △�1.8 △�1.7 33 △�1.5 △�1.4 5
栃 木 市 ( 16 ) △�1.3 △�1.2 43 △�1.3 △�1.2 9
佐 野 市 ( 12 ) △�1.2 △�1.1 32 △�1.0 △�0.9 6
小 山 市 ( 17 ) 0.4 0.4 25 0.2 0.6 7
那 須 塩 原 市 ( 12 ) △�1.6 △�1.5 8 △�1.7 △�1.6 4

群 馬 県 前 橋 市 ( 33 ) △�0.5 △�0.5 42 △�0.8 △�0.7 26
高 崎 市 ( 37 ) △�0.3 △�0.3 44 0.0 △�0.1 21
桐 生 市 ( 11 ) △�2.0 △�1.8 23 △�2.1 △�1.9 10
伊 勢 崎 市 ( 21 ) △�0.5 △�0.5 25 △�0.8 △�0.6 9
太 田 市 ( 22 ) △�0.4 △�0.1 35 △�0.5 △�0.2 12

埼 玉 県 深 谷 市 ( 14 ) 0.0 0.0 22 △�0.1 0.0 5
山 梨 県 甲 府 市 ( 19 ) △�0.6 △�0.5 29 △�0.5 0.0 20
長 野 県 長 野 市 ( 37 ) △�0.2 0.1 48 △�0.5 0.2 24

松 本 市 ( 24 ) 0.4 0.7 34 △�0.5 △�0.1 17
上 田 市 ( 15 ) △�0.3 △�0.1 10 △�1.2 △�0.7 4
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地　方 道　県 都市名（人口）
住宅地 商業地

令和4年 令和5年 令和4年 令和5年
変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数

北 陸 富 山 県 富 山 市 ( 41 ) 0.5 0.7 66 △�0.1 0.6 33
　 　 　 　 高 岡 市 ( 17 ) △�0.9 △�0.9 31 △�1.2 △�1.0 12
石 川 県 金 沢 市 ( 45 ) 2.0 2.8 66 △�0.1 1.7 29
　 　 　 　 小 松 市 ( 11 ) 0.5 0.4 17 0.4 0.8 4
　 　 　 　 白 山 市 ( 11 ) 1.1 2.0 11 △�0.2 0.6 3
福 井 県 福 井 市 ( 26 ) △�0.3 △�0.1 39 0.3 0.7 15

中 部 岐 阜 県 岐 阜 市 ( 40 ) △�0.7 △�0.3 69 △�0.7 0.2 31
　 　 　 　 大 垣 市 ( 16 ) △�0.9 △�0.8 28 △�0.8 △�0.5 12
　 　 　 　 多 治 見 市 ( 11 ) △�0.4 0.0 16 0.5 0.8 6
　 　 　 　 各 務 原 市 ( 15 ) △�0.6 △�0.3 20 △�0.1 0.0 5
　　　　 可 児 市 ( 10 ) △�1.0 △�0.6 6 △�0.3 △�0.2 3
静 岡 県 静 岡 市 ( 69 ) △�0.5 △�0.1 84 △�0.2 0.2 37
　 　 　 　 葵 区 ( 25 ) 0.2 0.6 25 0.2 0.6 20
　 　 　 　 駿 河 区 ( 21 ) △�0.1 0.2 28 0.1 0.4 8
　 　 　 　 清 水 区 ( 23 ) △�1.4 △�0.9 31 △�2.0 △�0.9 9
　 　 　 　 浜 松 市 ( 80 ) △�0.3 0.0 87 △�0.3 0.5 39
　 　 　 　 中 区 ( 24 ) 0.2 0.5 28 △�0.2 0.7 27
　 　 　 　 東 区 ( 13 ) 0.4 0.5 14 0.4 0.7 2
　 　 　 　 西 区 ( 11 ) △�1.6 △�1.0 13 △�0.5 0.3 3
　 　 　 　 南 区 ( 10 ) △�0.1 △�0.1 8 △�0.5 △�0.1 3
　 　 　 　 北 区 ( 9 ) △�1.0 △�0.5 13 ���--� ���--� ���--
　 　 　 　 浜 北 区 ( 10 ) 0.3 0.5 8 0.0 0.2 3
　 　 　 　 天 竜 区 ( 3 ) △�2.4 △�2.6 3 △�3.1 △�2.8 1
　 　 　 　 沼 津 市 ( 19 ) △�1.6 △�1.3 29 △�2.3 △�1.5 12
　 　 　 　 三 島 市 ( 11 ) △�0.6 △�0.4 14 0.2 0.7 6
　 　 　 　 富 士 宮 市 ( 13 ) △�1.1 △�0.8 28 △�1.1 △�0.9 5
　 　 　 　 富 士 市 ( 25 ) △�1.2 △�0.7 39 △�0.9 △�0.6 13
　 　 　 　 磐 田 市 ( 17 ) △�0.7 △�0.3 23 △�0.6 △�0.3 4
　 　 　 　 焼 津 市 ( 14 ) △�1.7 △�1.3 17 △�2.0 △�1.2 4
　 　 　 　 掛 川 市 ( 12 ) △�0.7 △�0.3 8 △�1.2 △�1.1 4
　 　 　 　 藤 枝 市 ( 14 ) △�0.6 △�0.4 20 △�0.4 0.3 4
愛 知 県 豊 橋 市 ( 37 ) 0.1 0.4 43 0.9 1.4 22
　 　 　 　 豊 川 市 ( 19 ) △�0.1 0.1 34 △�0.3 0.0 11
三 重 県 津 市 ( 27 ) △�0.5 0.0 43 △�0.6 △�0.2 21
　 　 　 　 伊 勢 市 ( 12 ) △�1.3 △�0.9 12 △�1.2 △�0.5 6

松 阪 市 ( 16 ) △�1.2 △�0.8 22 △�1.0 △�0.6 7
鈴 鹿 市 ( 20 ) △�0.2 0.2 31 △�0.2 0.0 8

近 畿 滋 賀 県 大 津 市 ( 34 ) △�0.5 △�0.1 57 1.0 1.7 22
　 　 　 　 彦 根 市 ( 11 ) △�1.4 △�1.1 19 △�0.6 △�0.4 7
　 　 　 　 長 浜 市 ( 12 ) △�1.8 △�1.6 19 △�1.3 △�1.1 9
　 　 　 　 草 津 市 ( 14 ) 1.2 1.7 13 1.7 2.5 9
　 　 　 　 東 近 江 市 ( 11 ) △�1.4 △�1.1 22 △�0.6 △�0.4 5
兵 庫 県 姫 路 市 ( 53 ) △�0.6 △�0.4 88 0.0 0.4 28
　 　 　 　 明 石 市 ( 30 ) 1.1 3.0 35 0.5 2.9 13
　 　 　 　 加 古 川 市 ( 26 ) 0.0 0.1 23 0.4 1.3 9
和 歌 山 県 和 歌 山 市 ( 36 ) △�0.7 △�0.5 43 △�0.3 0.1 27

中 国 鳥 取 県 鳥 取 市 ( 18 ) △�0.1 0.0 36 △�2.0 △�1.6 13
　 　 　 　 米 子 市 ( 15 ) △�0.2 0.1 17 △�0.9 △�1.0 8
島 根 県 松 江 市 ( 20 ) 0.1 0.4 37 △�0.4 0.0 12
　 　 　 　 出 雲 市 ( 17 ) △�0.2 0.2 10 △�0.6 △�0.4 9
岡 山 県 岡 山 市 ( 70 ) 0.2 1.0 95 1.0 3.4 47
　 　 　 　 北 区 ( 30 ) 0.7 1.7 34 1.2 4.2 31
　 　 　 　 中 区 ( 15 ) 0.4 1.5 18 1.2 2.7 5
　 　 　 　 東 区 ( 9 ) △�0.4 △�0.3 19 0.1 0.1 4
　 　 　 　 南 区 ( 17 ) 0.0 0.6 24 0.8 2.1 7
　 　 　 　 倉 敷 市 ( 48 ) △�0.1 0.8 81 0.4 1.5 24
広 島 県 広 島 市 ( 119 ) 1.4 1.7 189 2.6 3.7 68
　 　 　 　 中 区 ( 14 ) 2.7 3.3 15 2.7 4.4 30
　 　 　 　 東 区 ( 12 ) 0.8 1.1 24 2.2 2.0 6
　 　 　 　 南 区 ( 14 ) 2.1 2.5 19 2.6 3.5 10
　 　 　 　 西 区 ( 19 ) 1.7 2.3 29 3.8 4.6 9
　 　 　 　 安 佐 南 区 ( 24 ) 1.9 2.0 32 2.8 4.2 5
　 　 　 　 安 佐 北 区 ( 14 ) 0.2 0.3 28 0.0 0.5 3
　 　 　 　 安 芸 区 ( 8 ) 0.6 0.8 17 0.9 1.5 2
　 　 　 　 佐 伯 区 ( 14 ) 1.3 1.8 25 2.2 2.5 3
　 　 　 　 呉 市 ( 21 ) △�1.4 △�1.1 33 △�1.0 △�0.6 17
　 　 　 　 尾 道 市 ( 13 ) △�0.9 △�0.8 26 △�1.6 △�1.2 8
　 　 　 　 福 山 市 ( 46 ) △�0.2 0.5 75 0.8 2.1 23
　 　 　 　 東 広 島 市 ( 19 ) 0.3 0.7 28 1.2 1.3 7
　 　 　 　 廿 日 市 市 ( 12 ) 0.9 1.2 22 △�1.0 1.3 5
山 口 県 下 関 市 ( 25 ) 0.5 0.6 53 △�0.6 △�0.3 22
　 　 　 　 宇 部 市 ( 16 ) 0.1 0.3 6 △�0.7 △�0.2 6
　 　 　 　 山 口 市 ( 19 ) 0.6 0.7 9 0.1 0.4 9
　 　 　 　 防 府 市 ( 11 ) 0.3 0.6 18 0.1 0.6 8
　 　 　 　 岩 国 市 ( 13 ) 0.7 0.9 24 0.2 0.4 12
　 　 　 　 周 南 市 ( 14 ) 0.0 0.2 27 △�0.1 0.4 13
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地　方 道　県 都市名（人口）
住宅地 商業地

令和4年 令和5年 令和4年 令和5年
変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数

四 国 徳 島 県 徳 島 市 ( 25 ) △�0.3 △�0.2 41 △�0.6 △�0.4 17
香 川 県 高 松 市 ( 42 ) △�0.3 0.0 54 △�0.4 0.2 26
　 　 　 　 丸 亀 市 ( 11 ) △�0.8 △�0.6 13 △�0.7 △�0.4 5
愛 媛 県 松 山 市 ( 51 ) △�0.2 △�0.1 40 0.0 0.2 36
　 　 　 　 今 治 市 ( 15 ) △�1.6 △�1.3 24 △�2.1 △�2.0 6
　 　 　 　 新 居 浜 市 ( 12 ) △�1.4 △�1.2 20 △�1.9 △�1.8 6
　 　 　 　 西 条 市 ( 11 ) △�1.4 △�1.3 17 △�2.2 △�2.0 6
高 知 県 高 知 市 ( 32 ) △�0.5 △�0.3 45 △�0.7 △�0.3 18

九 州 沖 縄 福 岡 県 北 九 州 市 ( 94 ) 0.4 0.8 143 0.9 2.2 71
　 　 　 　 門 司 区 ( 9 ) △�0.3 △�0.1 22 0.9 1.5 9
　 　 　 　 若 松 区 ( 8 ) △�0.6 △�0.1 16 △�0.5 0.3 6
　 　 　 　 戸 畑 区 ( 6 ) 0.8 1.7 7 0.6 1.5 7
　 　 　 　 小 倉 北 区 ( 18 ) 0.7 1.3 20 1.8 3.2 19
　 　 　 　 小 倉 南 区 ( 21 ) 0.7 0.8 26 0.8 1.4 7

　 八 幡 東 区 ( 6 ) △�0.5 △�0.1 15 1.7 3.0 6
　 　 　 　 八 幡 西 区 ( 25 ) 1.1 1.8 37 0.5 2.5 17
　 　 　 　 福 岡 市 ( 157 ) 6.1 8.0 194 9.4 10.6 86
　 　 　 　 東 区 ( 32 ) 5.8 7.4 41 11.5 11.7 8
　 　 　 　 博 多 区 ( 24 ) 10.8 12.9 16 11.0 11.8 24
　 　 　 　 中 央 区 ( 19 ) 7.4 10.4 22 9.5 10.8 27
　 　 　 　 南 区 ( 27 ) 5.8 7.2 31 6.3 7.3 11
　 　 　 　 西 区 ( 21 ) 4.8 6.4 24 7.7 9.7 5
　 　 　 　 城 南 区 ( 13 ) 4.7 6.5 17 7.8 11.8 2
　 　 　 　 早 良 区 ( 22 ) 5.5 7.6 43 8.6 10.3 9
　 　 　 　 大 牟 田 市 ( 11 ) △�1.0 △�0.5 22 △�0.8 △�0.4 7
　 　 　 　 久 留 米 市 ( 30 ) 1.0 1.5 36 2.7 3.8 16
　 　 　 　 飯 塚 市 ( 13 ) 2.7 3.5 9 0.6 2.3 7
　 　 　 　 筑 紫 野 市 ( 11 ) 7.2 8.1 12 7.7 10.0 3
　 　 　 　 春 日 市 ( 11 ) 6.7 6.6 15 7.0 8.4 3
　 　 　 　 大 野 城 市 ( 10 ) 7.3 8.6 12 6.8 8.1 2
　 　 　 　 糸 島 市 ( 10 ) 3.2 4.1 9 4.4 6.2 2
佐 賀 県 佐 賀 市 ( 23 ) 1.7 2.1 25 2.8 6.4 13
　 　 　 　 唐 津 市 ( 12 ) △�0.6 △�0.2 11 △�1.4 △�1.1 6
長 崎 県 長 崎 市 ( 41 ) 0.7 1.0 60 1.9 2.3 21
　 　 　 　 佐 世 保 市 ( 24 ) 0.4 1.1 41 0.7 1.4 19
　 　 　 　 諫 早 市 ( 14 ) 0.5 1.0 15 0.3 0.9 6
熊 本 県 熊 本 市 ( 73 ) 1.0 1.9 90 1.4 2.4 42
　　　　 中 央 区 ( 18 ) 2.4 3.3 23 1.5 2.3 23
　　　　 東 区 ( 19 ) 0.9 1.6 22 0.9 3.6 6
　　　　 西 区 ( 9 ) △�0.1 0.9 14 1.6 2.5 6
　　　　 南 区 ( 13 ) 0.7 0.9 16 1.3 1.6 3
　 　 　 　 北 区 ( 14 ) 0.6 2.3 15 1.5 1.6 4
　 　 　 　 八 代 市 ( 12 ) △�0.3 △�0.3 7 △�0.7 △�0.3 3
大 分 県 大 分 市 ( 48 ) 2.3 2.9 74 0.9 1.6 35
　 　 　 　 別 府 市 ( 11 ) △�0.2 0.2 24 △�0.6 0.0 16
宮 崎 県 宮 崎 市 ( 40 ) 0.1 0.2 63 △�0.3 △�0.2 26
　 　 　 　 都 城 市 ( 16 ) △�0.8 △�0.5 15 △�1.3 △�1.3 7
　 　 　 　 延 岡 市 ( 12 ) △�0.1 △�0.1 22 △�0.4 △�0.5 9
鹿 児 島 県 鹿 児 島 市 ( 60 ) 0.1 0.4 66 0.1 0.5 33
　 　 　 　 鹿 屋 市 ( 10 ) △�0.7 △�0.8 8 △�2.1 △�1.7 5
　 　 　 　 霧 島 市 ( 12 ) △�1.3 △�1.1 13 △�1.0 △�0.7 8
沖 縄 県 那 覇 市 ( 32 ) 1.0 2.2 28 0.1 1.9 19
　 　 　 　 宜 野 湾 市 ( 10 ) 2.9 4.8 10 0.5 3.3 6
　 　 　 　 浦 添 市 ( 12 ) 1.9 2.9 12 2.1 4.2 4
　 　 　 　 沖 縄 市 ( 14 ) 2.7 2.1 8 1.8 4.0 5
　 　 　 　 う る ま 市 ( 13 ) 0.8 2.7 6 0.4 2.4 5

資料：国土交通省「地価公示」

　注：表中の人口は住民基本台帳に基づく人口(令和４年１月１日現在)による概数である。
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図表１１ 名目GDPと地価の推移
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資料：内閣府「国民経済計算」、国土交通省「地価公示」より作成

注１：昭和５５年度を１００とし、各年の平均変動率を用いて指数化したものである。

注２：名目ＧＤＰについては、昭和５５年度から平成５年度までは「平成２３年基準支出側ＧＤＰ系列簡易遡及」より

作成。平成６年度以降は「令和３年度国民経済計算年次推計」より作成。
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２． 土地取引の動向

図表１２ 土地売却主体の状況 （面積割合）

（年）4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21222324 252627 282930 元 2 3
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資料：国土交通省「土地保有移動調査」（〜平成２９年）及び「土地保有・動態調査」(平成３０年〜）より国土交通省作成

　注：平成１９年までの面積は、全国で行われた売買による所有権移転登記のあった土地取引から、抽出率５０分の１

で無作為抽出した土地取引データを基に分析。

　　　平成２０年以降は全数を分析。

図表１３ 土地購入主体の状況 （面積割合）

（年）4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21222324 252627 282930 元 2 3
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資料：国土交通省「土地保有移動調査」（～平成２９年）及び「土地保有・動態調査」(平成３０年～）より国土交通省作成

　注：図表１２に同じ。
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図表１４ 売主 ・買主の形態 （件数割合）
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資料：国土交通省「土地保有移動調査」（～平成２９年）及び「土地保有・動態調査」(平成３０年～）より国土交通省作成

　注：図表１２に同じ。

図表１５ 売主 ・買主の形態 （面積割合）
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資料：国土交通省「土地保有移動調査」（～平成２９年）及び「土地保有・動態調査」(平成３０年～）より国土交通省作成

　注：図表１２に同じ。
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図表１６ 土地取引の地目別割合 （件数割合）
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資料�：国土交通省「土地保有移動調査」（～平成２９年）及び「土地保有・動態調査」(平成３０年～）より国土交通省作成

注１�：平成３０年より「宅地」と「その他」を統合し「宅地など」、「田」と「畑」を統合し「田畑」として集計。

注２�：図表１２に同じ。

図表１７ 土地取引の地目別割合 （面積割合）

（年）4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21222324 252627 282930 元 2 3
（平成） （令和）

0

20

40

60

80

100
（％）

14 13 13 14 15 13 14 12 12 15 12 11 12 8 6 7 11 13 12 11 11 11 10 11 11 11

13 11 12 12 12 13 10 15 11
12

9 10 9
10

6
16 15

16 15 15 15 15 13 15 15 14
25 27 30 27

13 12 12 14
14 12 16 13 14

18

14

33

17
16

8

10
13
14 15 15 16 16

14
15 15 16

36 36
34 3512 13 13

16 11 15 17 10 21
15

15

12

18 28

12

26 22
19 19 19 20 21 23 19 19 18

49 51 50 44 48 46 44 50
42 40

50

34
44 38

69

41 40 38 40 40 38 38 40 40 40 41 39 37 37 39

141414 131313 131313 141414 151515 131313 141414 121212 121212 151515 121212 111111 121212 888 666 777 111111 131313 121212 111111 111111 111111 101010 111111 111111 111111

131313 111111 121212 121212 121212 131313 101010 151515 111111
121212

999 101010 999
101010

666
161616 151515

161616 151515 151515 151515 151515 131313 151515 151515 141414
252525 272727 303030 272727

131313 121212 121212 141414
141414 121212 161616 131313 141414

181818

141414

333333

171717
161616

888

101010
131313
141414 151515 151515 161616 161616

141414
151515 151515 161616

363636 363636
343434 353535121212 131313 131313

161616 111111 151515 171717 101010 212121
151515

151515

121212

181818 282828

121212

262626 222222
191919 191919 191919 202020 212121 232323 191919 191919 181818

494949 515151 505050 444444 484848 464646 444444 505050
424242 404040

505050

343434
444444 383838

696969

414141 404040 383838 404040 404040 383838 383838 404040 404040 404040 414141 393939 373737 373737 393939

田
畑
宅地

山林
その他 宅地

など

田畑

資料�：国土交通省「土地保有移動調査」（～平成２９年）及び「土地保有・動態調査」(平成３０年～）より国土交通省作成

注１�：平成３０年より「宅地」と「その他」を統合し「宅地など」、「田」と「畑」を統合し「田畑」として集計。

注２�：図表１２に同じ。
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図表１８ 個人買主の購入目的 （件数割合）
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資料：国土交通省「土地保有移動調査」（～平成２９年）及び「土地保有・動態調査」(平成３０年～）より国土交通省作成

注１：全国で行われた土地取引から層化無作為抽出等された土地取引の当事者（売主、買主）が対象。

注２：平成３０年より、調査項目から「その他」を削除。

注３：令和３年より、調査項目に「上記以外の用途に用いるために購入」を追加。（「その他・不明」に分類）

図表１９ 個人売主の売却理由 （件数割合）
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（平成） （令和）
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222222 232323 222222
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借入金返済
買主の希望
管理できなく
なった

住宅建設・購入
資金

生活費に充てる

その他・不明
他の土地購入

資料：国土交通省「土地保有移動調査」（～平成２９年）及び「土地保有・動態調査」(平成３０年～）より国土交通省作成

注１：図表１８注１及び２に同じ。

注２：令和３年より、調査項目に「管理できなくなったため売却」を追加。
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図表２０ 法人買主の業種 （件数割合）

（年）4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21222324 252627 282930 元 2 3
（平成） （令和）
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242424 282828 262626 252525 232323 222222

202020
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製造業
卸・小売業
その他・不明

不動産業
建設業

資料：国土交通省「土地保有移動調査」（～平成２９年）及び「土地保有・動態調査」(平成３０年～）より国土交通省作成

注１：図表１８注１に同じ。

注２：業種について「土地保有移動調査」（～平成２９年）７区分、「土地保有・動態調査」（平成３０年～）６１区分と

している。

図表２１ 法人買主の購入目的 （件数割合）

（％）
取引年

購入目的
平成
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和

元 2 3

事 業 用 56 53 47 47 50 50 50 51 49 51 46 50 55 51 44 39 39 31 35 34 34 34 39 38 38 41 36� 34� 34� 31�
事務所・店舗用地 13 13 11 14 14 13 11 12 12 13 12 13 14 11 9 8 8 7 7 8 9 7 7 7 8 7 9� 9� 9� 7�
工場・倉庫用地 9 7 8 6 8 9 9 9 8 8 8 9 9 8 7 6 10 5 5 3 3 4 6 6 5 6 6� 6� 6� 4�
資 材 置 場 等 16 17 15 16 17 20 20 21 20 21 17 17 22 19 14 12 11 12 12 10 11 13 15 12 11 12 6� 6� 6� 5�
福 利 厚 生用地 7 7 6 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3� 2� 2� 2�
レジャー施設用地 9 6 4 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1� 1� 1� 1�
賃 貸 住 宅用地 2 3 3 4 5 3 5 5 5 5 5 7 6 9 10 10 6 4 7 9 9 8 9 11 11 13 11� 11� 12� 12�

販 売 用
［販売目的の住宅地
造成・分譲住宅用地］

23 25 32 33 31 31 30 31 35 32 29 27 30 33 40 36 27 28 29 32 32 32 23 26 25 23 39� 40� 40� 37�

投 資 用 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 3 4 5 4 3 8 7 11 13 13 12 14 15 13 13 12� 12� 13� 7�
そ の 他・ 不 明 20 21 20 20 19 18 19 16 13 15 22 20 11 10 12 23 27 34 26 21 21 22 24 21 24 23 13� 13� 14� 25�

資料：国土交通省「土地保有移動調査」（～平成２９年）及び「土地保有・動態調査」(平成３０年～）より国土交通省作成

　注：図表１８注１に同じ。
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図表２２ 法人売主の業種 （件数割合）

（年）4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21222324 252627 282930 元 2 3
（平成） （令和）
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資料：国土交通省「土地保有移動調査」（～平成２９年）及び「土地保有・動態調査」(平成３０年～）より国土交通省作成

注１：図表１８注１に同じ。

注２：図表２０注２に同じ。

図表２３ 法人売主の売却理由 （件数割合）
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（更地）の売却

その他の販売用土地
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借入金返済
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資料：国土交通省「土地保有移動調査」（～平成２９年）及び「土地保有・動態調査」(平成３０年～）より国土交通省作成

注１：「自己が建築したマンション（用地）の売却」及び「自己が建築した建売住宅（用地）の売却」について、

　　　平成７年以前は「自己が建築した分譲住宅（用地）」として集計している。

注２：「その他の販売用土地の売却」とは、自己が造成した住宅地及び自己が建設した分譲住宅（用地）以外で販売用

土地として保有していた土地の売却をいう。

注３：図表１８注１及び２に同じ。
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図表２４ 制度部門別土地純購入額の推移

（年）
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非金融法人企業 金融機関 一般政府 家計（個人企業を含む） 対家計民間非営利団体

資料：内閣府「国民経済計算」より作成

　注：赤字の数値は、各年の純購入総額(＝純売却総額)。
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３． 土地利用の動向

図表２５ 国有地の面積の推移

（万ha）
年度

財産区分 昭和55 平成2 12� 22� 27� 28� 29� 30� 令和元 2� 3�

行� 政� 財� 産 884.8� 883.8� 881.4� 866.4� 866.3� 866.3� 866.4� 866.4� 866.6� 866.6� 866.6�
公 用 財 産 25.4� 25.8� 26.2� 11.8� 11.8� 11.8� 11.9� 11.9� 12.0� 12.0� 12.0�
公 共 用 財 産 0.2� 0.6� 0.7� 1.1� 1.2� 1.2� 1.2� 1.2� 1.3� 1.4� 1.4�
皇 室 用 財 産 0.2� 0.2� 0.2� 0.2� 0.2� 0.2� 0.2� 0.2� 0.2� 0.2� 0.2�
企 業 用 財 産 859.0� 857.1� 854.2� 853.3� － － － － － － －
森林経営用財産 － － － － 853.2� 853.2� 853.1� 853.1� 853.1� 853.1� 853.1�
普 通 財 産 12.6� 11.3� 11.4� 10.3� 10.2� 10.2� 10.2� 10.1� 10.2� 10.2� 10.1�

計 897.5� 895.0� 892.8� 876.6� 876.5� 876.5� 876.5� 876.6� 876.7� 876.8� 876.8�
資料：財務省「国有財産増減及び現在額総計算書」

注１：公共用財産の面積には、公園及び広場の面積が含まれているが、道路、河川、海浜地等のその他の公共用財産は含

まれていない。

注２：各年とも年度末現在の数値。

注３：四捨五入により、内訳の和が合計値と一致しない場合がある。

図表２６ 公有地の面積の推移

（万ha）
年度

財産区分
昭和55 60 平成２

都道府県分 市町村分 合計 都道府県分 市町村分 合計 都道府県分 市町村分 合計
行 政 財 産 28.8� 33.2� 62.1� 29.9� 32.8� 62.7� 30.8� 37.1� 67.9�
普 通 財 産 5.9� 139.6� 145.6� 6.1� 138.8� 144.9� 5.7� 138.5� 144.2�
基 金 0.8� 4.1� 5.0� 1.1� 4.2� 5.3� 1.1� 4.2� 5.3�

計 35.5� 176.9� 212.8� 37.1� 175.8� 212.9� 37.6� 179.8� 217.4�

年度
財産区分

7 12 17
都道府県分 市町村分 合計 都道府県分 市町村分 合計 都道府県分 市町村分 合計

行 政 財 産 32.5� 42.9� 75.4� 34.5� 46.8� 81.3� 35.0� 52.0� 87.0�
普 通 財 産 6.4� 139.4� 145.7� 67.7� 143.3� 211.1� 67.9� 146.7� 214.6�
基 金 0.9� 4.6� 5.5� 0.9� 4.6� 5.5� 1.0� 3.5� 4.4�

計 39.8� 186.8� 226.7� 103.1� 194.8� 297.9� 103.9� 202.2� 306.1�

年度
財産区分

22 27 令和2
都道府県分 市町村分 合計 都道府県分 市町村分 合計 都道府県分 市町村分 合計

行 政 財 産 35.7� 58.0� 93.8� 35.9� 61.8� 97.7� 35.9� 64.3� 100.2�
普 通 財 産 68.1� 146.1� 214.1� 68.1� 147.1� 215.2� 68.2� 147.1� 215.3�
基 金 0.9� 3.5� 4.4� 0.9� 2.9� 3.8� 0.9� 2.8� 3.7�

計 104.7� 207.5� 312.2� 104.9� 211.9� 316.8� 105.0� 214.2� 319.2�
資料：総務省「公共施設状況調」

注１：道路、橋梁、河川、海岸、港湾及び漁港の用地は含まれていない。

注２：各年とも年度末現在の数値。
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図表２７ 国土 （宅地 ・農地及び森林 ・原野等） の所有主体別面積

（面積：万ha、構成比：％）
年度 昭和55 60 平成7 17 27 令和元 2

国 公 有 地 1,106� 1,109� 1,121� 1,183� 1,193� 1,196� 1,196�
(34.0) (34.0) (34.8) (37.0) (37.5) (37.7) (37.8)

国 有 地 897� 896� 894� 877� 876� 877� 877�
(27.5) (27.5) (27.7) (27.4) (27.5) (27.6) (27.7)

公 有 地 209� 213� 227� 306� 317� 319� 320�
(6.5) (6.5) (7.0) (9.6) (10.0) (10.1) (10.1)

私 有 地 2,156� 2,150� 2,102� 2,018� 1,989� 1,978� 1,973�
(66.0) (66.0) (65.2) (63.0) (62.5) (62.3) (62.2)

合 計 3,266� 3,259� 3,223� 3,201� 3,183� 3,174� 3,169�

資料：財務省「国有財産増減及び現在額総計算書」、総務省「公共施設状況調」より作成

注１：国公有地は「財政金融統計月報」及び「公共施設状況調」から求め、私有地は、国土交通省が調査した合計面積か

ら国公有地を差し引いた残りとしている。

注２：合計は道路等を除いた値。

注３：（）内は、構成比（％）。

図表２８ 地目別民有地面積割合 （免税点以上の個人）
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資料：国土交通省「令和４年度土地所有・利用概況調査」
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図表２９ 地目別民有地面積割合 （免税点以上の法人）
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資料：国土交通省「令和４年度土地所有・利用概況調査」

図表３０ 個人及び法人の所有地面積の地域別構成比
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資料：総務省「固定資産の価格等の概要調書」より作成

注１：構成比は、免税点以上の土地の面積の割合による。

注２：令和４年１月１日現在の数値。

注３：地域区分は、以下のとおり。

　　　大都市：東京２３区及び政令指定都市

　　　都　市：政令指定都市以外の市

　　　町　村：全国の全町村
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図表３１ 法人所有土地 ・建物及び世帯所有土地の面積

（面積：千㎡、率：％）

土地の種類
平成5年 平成10年 平成15年 平成20年 平成25年 平成30年

土地所有面積 構成率 土地所有面積 構成率 土地所有面積 構成率 土地所有面積 構成率 土地所有面積 構成率 土地所有面積 構成率

法
人
土
地

土地全体 21,742,760 100.0 22,223,346 100.0 22,423,071 100.0 24,972,328 100.0 26,073,863 100.0 26,203,370 100.0
事業用資産 18,750,869 86.2 18,481,805 83.2 19,006,632 84.8 21,785,868 87.2 22,809,582 87.5 22,525,572 86.0
宅地など 7,569,399 34.8 6,973,598 31.4 7,141,133 31.8 7,344,796 29.4 7,530,777 28.9 7,362,002 28.1
農地 994,182 4.6 994,185 4.5 1,016,788 4.5 1,151,898 4.6 1,133,876 4.3 1,234,337 4.7
山林 10,187,288 46.9 10,514,022 47.3 10,848,711 48.4 13,289,174 53.2 14,144,929 54.2 13,929,234 53.2
棚卸資産 2,107,584 9.7 1,810,405 8.1 1,070,601 4.8 930,849 3.7 962,707 3.7 1,055,657 4.0
特殊用途土地 477,405 2.2 1,931,136 8.7 2,345,838 10.5 2,255,611 9.0 2,278,502 8.7 2,484,461 9.5

世
帯
土
地

土地全体 112,454,133 100.0 113,757,072 100.0 112,379,485 100.0 96,843,881 100.0 116,360,881 100.0 101,623,829 100.0
現住居の敷地 6,470,314 5.8 6,527,692 5.7 6,607,515 5.9 6,500,492 6.7 7,053,226 6.1 6,614,980 6.5
現住居の敷地以外 105,983,819 94.2 107,229,380 94.3 105,771,970 94.1 90,343,389 93.3 109,307,655 93.9 95,008,849 93.5
宅地など 3,373,945 3.0 3,008,418 2.6 3,504,327 3.1 3,199,173 3.3 4,317,149 3.7 4,366,925 4.3
農地 39,770,959 35.4 39,874,700 35.1 39,037,338 34.7 33,503,141 34.6 41,672,941 35.8 34,881,364 34.3
山林 62,838,915 55.9 64,346,262 56.6 63,230,305 56.3 53,641,075 55.4 63,317,565 54.4 55,760,560 54.9

建物敷地
平成5年 平成10年 平成15年 平成20年 平成25年 平成30年

建物延べ床面積 構成率 建物延べ床面積 構成率 建物延べ床面積 構成率 建物延べ床面積 構成率 建物延べ床面積 構成率 建物延べ床面積 構成率
法
人
建
物

建物全体 … … 1,658,658 100.0 1,650,617 100.0 1,714,796 100.0 1,848,929 100.0 1,963,191 100.0
工場敷地以外 … … … … 1,028,205 62.3 1,108,836 64.7 1,196,947 64.7 1,268,589 64.6
工場敷地 … … … … 622,412 37.7 605,960 35.3 651,982 35.3 694,602 35.4

資料：国土交通省「土地基本調査」

　注：土地全体及び建物全体には「不詳」を含む。

図表３２ 所有主体、 土地の種類別土地所有法人数 ・土地所有世帯数の時系列推移

（法人、千世帯）
所有主体 平成５年 平成10年 平成15年 平成20年 平成25年 平成30年

土地所有法人 603,930� 630,760� 641,400� 624,440� 669,920� 713,150�
会社法人� 491,170� 509,720� 498,900� 455,990� 492,710� 536,290�
事業用資産 … … … … 456,150� 452,700�

宅地など 450,340� 472,140� 482,730� 432,950� 443,890� 443,740�
農地 14,790� 16,430� 10,270� 11,930� 12,560� 11,180�
林地 38,030� 33,890� 25,740� 27,380� 30,490� 24,550�

棚卸資産 45,100� 50,180� 24,030� 24,370� 47,380� 59,420�
送配電等用地 200� 800� 640� 620� 2,800� 1,060�
鉄道等用地 190� 180� 190� 190� 190� 190�

会社以外の法人 112,770� 121,040� 142,480� 168,450� 177,210� 176,810�
事業用資産 … … … … 174,330� 158,010�

宅地など 107,950� 118,720� 139,790� 161,580� 170,010� 153,680�
農地 9,870� 12,490� 9,930� 11,990� 14,140� 12,770�
林地 23,620� 23,970� 23,190� 30,880� 34,000� 29,210�

棚卸資産 3,330� 2,960� 1,910� 1,870� 3,180� 5,000�
送配電等用地 10� 750� 800� 470� 1,650� 1,110�
鉄道等用地 0� 0� 0� 0� 20� 10�

土地所有世帯 40,530� 43,928� 46,908� 50,132� 52,297� 53,788�
所有土地全体 23,260� 23,881� 25,149� 25,598� 27,289� 27,264�
現住居の敷地 21,816� 22,867� 24,047� 24,595� 26,125� 26,031�
現住居の敷地以外の土地 9,493� 8,128� 8,551� 8,001� 9,013� 8,249�
現住居の敷地以外の宅地など 5,121� 3,932� 4,966� 4,780� 6,200� 5,886�
農地 5,276� 4,796� 4,585� 4,262� 4,543� 3,834�
山林 2,987� 2,816� 2,723� 2,458� 2,725� 2,250�
現住居の敷地と現住居の敷地以外の土地の両方を所有 8,049� 7,114� 7,449� 6,998� 7,849� 7,017�

資料：国土交通省「土地基本調査」

注１：平成５～２０年調査では、事業用資産全体の所有法人数は集計していない。

注２：土地所有法人には土地の種類「不詳」を含む。

注３：事業用資産の｢宅地など｣には、鉄道等用地・送配電等用地を含まない。ただし､送配電等用地のうち発電所用地・放送施設用

地は平成５年調査では「宅地など」に含まれる。

注４：土地所有世帯には土地の所有の有無「不詳」を含む。
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（１） 宅地などの利用現況

図表３３ 法人が所有する宅地などの利用現況別面積

（千㎡）

宅地などの利用現況 土地所有面積
平成５年 平成10年 平成15年 平成20年 平成25年 平成30年

合　計��１） 7,569,399 6,973,598 7,141,133 7,344,796 7,530,777 7,362,002
建物敷地 4,764,125 4,073,776 4,285,540 4,440,925 4,653,109 4,490,175

建物 4,764,125 4,073,776 4,285,540 4,398,667 4,624,484 4,468,452
事務所 912,805 608,578 499,372 566,142 560,536 571,421
店舗 235,574 256,123 290,746 332,612 333,589
工場 2,067,604 2,022,343 2,151,416 2,121,740 2,166,087 1,736,551
倉庫 315,501
社宅・従業員宿舎 165,918 139,843 113,193 92,618 98,427 89,744
その他の福利厚生施設 59,583 56,230 52,141 45,621 42,892 42,786
社宅・従業員宿舎以外の住宅 120,970 118,799 126,038 143,171 174,375 186,663
ホテル・旅館 73,984 99,667 85,251 63,929 80,821 114,188
文教用施設 … 339,299 233,639 330,659 365,578 325,097
宗教用施設 … … 452,808 429,397 457,119 429,873
医療施設・福祉施設 … … … … … 199,936
ビル型駐車場 … 1,515 2,660 2,307 2,249 3,185
その他の建物 1,363,261 451,928 312,899 312,336 343,787 119,918

利用できない建物（廃屋等） … … … 42,258 28,625 21,724
建物敷地以外の土地 2,769,052 2,840,873 2,799,336 2,885,051 2,811,834 2,796,216

建物以外 2,202,594 2,391,881 2,170,508 2,299,705 2,238,800 2,270,545
駐車場 107,677 128,699 125,072 152,036 193,257 201,314
資材置場 129,457 146,773 151,147 151,868 134,843 177,000
グラウンドなどの福利厚生施設 61,077 43,440 34,092 27,952 30,227 27,871
ゴルフ場･スキー場･キャンプ場 1,009,106 1,076,390 985,869 893,263 806,508 725,538
貯水池・水路 … 160,447 212,809 232,749 195,672 84,795
文教用地 … 75,803 28,453 61,367 62,557 81,341
宗教用地 … … 149,675 244,017 263,423 268,965
その他 895,277 760,328 483,392 536,452 552,314 703,721

空き地 566,458 448,992 628,828 585,346 573,034 525,671

資料：国土交通省「土地基本調査」

注１：「宅地など」とは、所有土地のうち、「農地」､「林地」､「送配電等用地」を除いたもの。

注２：「文教用施設」「貯水池・水路」「文教用地」は平成１０年調査から、「宗教用施設」「宗教用地」は平成１５年調査か

ら、「利用できない建物（廃屋等）」（平成２０年は「利用していない建物」）は平成２０年から、「医療施設・福祉施

設」は平成３０年調査から、それぞれ新設した区分である。

１）宅地などの利用現況「不詳」を含む。
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図表３４ 世帯が所有する宅地などの利用現況別面積割合
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資料：国土交通省「土地基本調査」

　注：「宅地など」とは、世帯が所有する土地のうち、農地及び山林を除いたものである。

（２） 未利用地の状況

図表３５ 法人が所有する宅地などの空き地及び低利用地面積の推移
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資料：国土交通省「土地基本調査」

注１：「宅地など」とは、図表３３注１のことである。

注２：低利用地は、「駐車場」「資材置場」「利用できない建物（廃屋等）」の合計。
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図表３６ 世帯が所有する宅地などの空き地及び低利用地面積の推移
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資料：国土交通省「土地基本調査」

注１：「宅地など」とは、は図表３４注のことである。

注２：平成５年は「利用していない（原野など）」を含まない。

注３：低利用地は、「屋外駐車場」「資材置場」の合計。

図表３７ 空き家数と空き家率の推移
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資料：総務省「住宅・土地統計調査」より国土交通省作成

注１：二　�次　�的　�住　�宅：別荘及びその他（たまに寝泊まりする人がいる住宅）

　　　賃貸用又は売却用の住宅：新築・中古を問わず、賃貸又は売却のために空き家になっている住宅

　　　そ　の　他　の　住　宅：上記の他に人が住んでいない住宅

注２：四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
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図表３８ 市街化区域内に占める市街化区域農地の割合

（面積：ha、割合：％）
区分

地域 市街化区域面積（A） 市街化区域農地面積（B） （B）／（A）

全 　 　 　 　 国 1,453,194�（100.0） 47,746�（100.0） 3.3�
三 大 都 市 圏 701,920�（48.3） 14,620�（30.6） 2.1�
東 京 圏 345,382�（23.8） 5,105�（10.7） 1.5�
東 京 都 108,087�（7.4） 702�（1.5） 0.6�
区 部 58,215�（4.0） 72�（0.2） 0.1�

地 方 圏 751,274�（51.7） 33,126�（69.4） 4.4�
資料：総務省「固定資産の価格等の概要調書」及び国土交通省「都市計画現況調査」より作成

注１：地域区分は、以下のとおり。

　　　三大都市圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県

　　　東　京　圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

　　　地　方　圏：三大都市圏以外の道県

注２：市街化区域農地面積は令和３年１月１日現在、市街化区域面積は令和３年３月３１日現在の数値。

注３：（　）内の数値は、構成比。

図表３９ 市街化区域内農地の転用面積

（ha）
年

地域 昭和60 平成2 7 12 17 22 27 28 29 30 令和元 2

全 国 6,698 7,744 6,554 4,996 4,677 3,304 4,004 3,941� 3,778� 3,816� 3,530� 2,957�
三 大 都 市 圏 3,106 3,424 2,977 2,195 2,271 1,604 1,854 1,804� 1,774� 1,670� 1,631� 1,267�
うち東京圏 1,679 1,743 1,588 1,209 1,346 966 1,077 1,034� 977� 897� 860� 710�

地 方 圏 3,592 4,321 3,578 2,800 2,406 1,700 2,150 2,137� 2,003� 2,147� 1,899� 1,689�

資料：農林水産省「農地の移動と転用」、「農地の権利移動・借賃等調査」

　注：地域区分は、図表３８に同じ。

図表４０ 生産緑地と生産緑地以外の市街化区域内農地の面積の推移
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4
（平成）

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 305 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 元
（令和）

2 3

9,540 

11,926 

9,540 9,540 9,540 

11,926 11,926 11,926 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

生産緑地以外の市街化区域内農地 生産緑地

資料：総務省「固定資産の価格等の概要調書」及び国土交通省「都市計画現況調査」より国土交通省作成

注１：生産緑地以外の市街化区域内農地は、各年度中の１月１日時点、生産緑地は、各年度中の３月３１日時点。

注２：生産緑地以外の市街化区域内農地は、三大都市圏特定市の市街化区域内にある農地。

注３：地域区分は、以下のとおり。

　　　三大都市圏：東京圏、中部圏及び近畿圏

　　　東　京　圏：茨城県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県

　　　中　部　圏：静岡県、愛知県及び三重県

　　　近　畿　圏：京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県

　　　地　方　圏：三大都市圏以外の道県
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図表４１ 三大都市圏特定市における生産緑地地区指定状況

（面積：ha、割合：％）

地域
特定市街化区域農地面積

（Ａ）
生産緑地地区指定面積

（Ｂ）
割合（％）

（Ｂ／（Ａ+Ｂ））
茨 城 県 229 70� 23�
埼 玉 県 1,586 1,567� 50�
千 葉 県 1,140 1,006� 47�
東 京 都 630 2,895� 82�
神 奈 川 県 951 1,234� 56�

首 都 圏 計 4,537 6,772� 60�
静 岡 県 516 223� 30�
愛 知 県 2,034 931� 31�
三 重 県 293 153� 34�

中 部 圏 計 2,843 1,307� 31�
京 都 府 384 700� 65�
大 阪 府 919 1,794� 66�
兵 庫 県 202 483� 70�
奈 良 県 690 551� 44�

近 畿 圏 計 2,195 3,528� 62�
三 大 都 市 圏 計 9,574 11,607� 55�
資料：総務省「固定資産の価格等の概要調書」及び国土交通省「都市計画現況調査」より作成。

注１：特定市とは、次に掲げる地域をいう。

　　　①�都の特別区の区域。

　　　②�首都圏、中部圏又は近畿圏内にある政令指定都市。

　　　③�②以外の市でその区域の全部又は一部が以下の区域にあるもの。

　　　　�首都圏整備法に規定する既成市街地又は近郊整備地帯。

　　　　�中部圏開発整備法に規定する都市整備区域。

　　　　�近畿圏整備法に規定する既成都市区域又は近郊整備区域。

注２：特定市街化区域農地とは、特定市内の市街化区域農地であり、宅地並み課税が適用される農地をいう。

注３：特定市街化区域農地面積は令和３年１月１日現在、生産緑地地区指定面積は令和４年１２月３１日時点の

数値。

図表４２ 新規賃借予定面積の拡大縮小割合
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13（54）13（54）13（54）

64（287）64（287）64（287） 26（114）26（114）26（114） 10（45）10（45）10（45）
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平成23年（N=441） 
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令和元年（N=491）
令和 2 年（N=413）
令和 3 年（N=412）
令和 4 年（N=403）

   変更なし 縮小拡大

資料：森ビル㈱「２０２２年�東京２３区オフィスニーズに関する調査」より国土交通省作成

注１：対象は、東京２３区に本社を置く企業。

注２：（　）は回答数
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図表４３ オフィスの新規賃借予定理由
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資料：森ビル㈱「２０２２年�東京２３区オフィスニーズに関する調査」より国土交通省作成

　注：対象は、東京２３区に本社を置く企業。
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図表４４ 新設住宅 （利用関係別） 着工戸数の推移
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資料：国土交通省「建築着工統計調査」

注１：利用関係の区分は、以下のとおり。

　　　持　　家：建築主が自分で居住する目的で建築するもの。

　　　貸　　家：建築主が賃貸する目的で建築するもの。

　　　給与住宅：会社、官公署、学校等がその社員、職員、教員等を居住させる目的で建築するもの。

　　　分譲住宅：建て売り又は分譲の目的で建築するもの。

注２：（　）内は、対前年比伸び率（％）。

図表４５ 新設住宅 （利用関係別） 着工床面積の推移
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資料：国土交通省「建築着工統計調査」

　注：利用関係の区分は、図表４４に同じ。
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図表４６ 新設住宅 （利用関係別、 地域別、 資金別） 着工戸数
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資料：国土交通省「建築着工統計調査」

注１：利用関係の区分は、図表４４に同じ。

注２：マンションとは、利用関係別で言う分譲住宅のうち、構造が鉄骨鉄筋コンクリート造り、鉄筋コンクリート造り、

　　　鉄骨造りで、かつ、建て方が共同(１つの建築物(１)内に２戸以上の住宅があって、広間、廊下もしくは階段等

の全部または一部を共有するもの。)のもの。

注３：地域区分は、以下のとおり。

　　　首都圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

　　　中部圏：岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

　　　近畿圏：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

　　　地方圏：上記以外の地域

注４：資金の区分は、以下のとおり。

　　　民間資金住宅：民間資金のみで建てた住宅

　　　公的資金住宅：公営住宅、住宅金融公庫融資住宅、都市再生機構建設住宅、その他の住宅

注５：令和４年の数値。
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図表４７ 新設住宅 （地域別、 利用関係別） 着工床面積及び１戸当たり平均床面積
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資料：国土交通省「建築着工統計調査」

注１：利用関係の区分は、図表４４に同じ。

注２：地域区分は、図表４６に同じ。

注３：令和４年の数値。

図表４８ 長期優良住宅認定実績 （新築） の推移
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資料：国土交通省
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図表４９ 既存住宅流通シェアの推移
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資料：総務省「住宅・土地統計調査」、国土交通省「住宅着工統計」

　注：平成５、１０、１５、２０年の既存住宅流通量は、各年の１～９月分を通年に換算したもの。

図表５０ 圏域別新築マンションの供給戸数の推移
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資料：㈱不動産経済研究所「全国マンション市場動向」より国土交通省作成

　注：圏域区分は、以下のとおり。

　　　首都圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

　　　近畿圏：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

　　　その他：上記以外の地域
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図表５１ 高齢者向け施設 ・サービス付き高齢者向け住宅数の推移
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サービス付き高齢者向け住宅 介護老人保健施設（老健） 軽費老人ホーム
介護療養型医療施設 養護老人ホーム 介護医療院

資料：国土交通省

注１：介護保険施設及び認知症高齢者グループホームは、「介護サービス施設・事業所調査（１０月１日時点）� 

【平成１２・１３年】」、「介護給付費等実態調査（１０月審査分）【平成１４～２９年】」及び「介護給付費等実

態統計（１０月審査分）【平成３０年～令和４年】」なお、介護保険施設とは、介護老人福祉施設、介護老人保

健施設、介護療養型医療施設、介護医療院を指す。

注２：認知症高齢者グループホームは、平成１２～１６年は痴呆対応型共同生活介護、平成１７年～は認知症対応型

共同生活介護により表示（短期利用を除く）。

注３：有料老人ホームは、厚生労働省老健局の調査結果による。

注４：介護老人福祉施設は、介護福祉施設サービスと地域密着型介護福祉施設サービスの請求事業所を合算したもの。

注５：サービス付き高齢者向け住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（９月３０日時点）」による。

注６：養護老人ホーム・軽費老人ホームは、「社会福祉施設等調査（１０月１日時点）」による。

　　　ただし、平成２１～２３年は調査対象施設の数、平成２４～２９年は基本票に基づく数。

図表５２ 大規模小売店舗立地法に基づく新設届出件数の推移
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資料：経済産業省「大規模小売店舗立地法（大店立地法）の届出状況について」より国土交通省作成

　注：大規模小売店舗立地法第５条第１項（新設）の届出件数。
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図表５３ 宿泊施設の施設数及び客室数の推移
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資料：厚生労働省「衛生行政報告例」

注１：平成３０年度よりホテル・旅館の合計値のみとなったため、平成２９年度までの調査値も合計値に変更。

注２：平成２２年度調査値は、東日本大震災の影響により、宮城県のうち仙台市以外の市町村、 

福島県の相双保健福祉事務所管轄内の市町村が含まれていない。

図表５４ 面積別工場立地件数
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資料：経済産業省「工場立地動向調査」より国土交通省作成
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図表５５ 面積別工場立地面積

143 133 124 148 135 107 107 108 

173 142 163 177 157 128 139 142 

363 359 406 420 
359 

279 276 351 

529 664 

791 
574 

641 

642 
763 680 

143 143 143 133 133 133 124 124 124 148 148 148 135 135 135 107 107 107 107 107 107 108 108 108 

173 173 173 142 142 142 163 163 163 177 177 177 157 157 157 128 128 128 139 139 139 142 142 142 

363 363 363 359 359 359 406 406 406 420 420 420 
359 359 359 

279 279 279 276 276 276 351 351 351 

529 529 529 664 664 664 

791 791 791 
574 574 574 

641 641 641 

642 642 642 
763 763 763 680 680 680 

（ha）

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

（年）27
（平成）

28 29 30 元
（令和）

2 3 4

3ha以上1～3ha未満0.5～1ha未満0.1～0.5ha未満

資料：経済産業省「工場立地動向調査」より国土交通省作成

図表５６ 企業規模別工場立地件数
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資料：経済産業省「工場立地動向調査」より国土交通省作成
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図表５７ 企業規模別工場立地面積
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資料：経済産業省「工場立地動向調査」より国土交通省作成

図表５８ 地域別工場立地件数の割合
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資料：経済産業省「工場立地動向調査」より国土交通省作成

　注：圏域区分は以下のとおり。

　　　関東内陸：茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県

　　　関東臨海：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

　　　東　　海：静岡県、愛知県、岐阜県、三重県

　　　近畿内陸：滋賀県、京都府、奈良県

　　　近畿臨海：大阪府、兵庫県、和歌山県

　　　地 方 圏：上記以外の県

157

資料編 

資
料
編



図表５９ 地域別工場立地面積の推移
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資料：経済産業省「工場立地動向調査」より国土交通省作成

　注：地域区分は、以下のとおり。

　　　北海道・東北：北海道、青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、新潟

　　　関 東 内 陸：茨城、栃木、群馬、山梨、長野

　　　関 東 臨 海：埼玉、千葉、東京、神奈川

　　　東 　 　 海：静岡、愛知、岐阜、三重

　　　北 　 　 陸：富山、石川、福井

　　　近 　 　 畿：滋賀、京都、奈良、大阪、兵庫、和歌山

　　　中 　 　 国：鳥取、島根、岡山、広島、山口

　　　四 　 　 国：徳島、香川、愛媛、高知

　　　九 州 ・ 沖 縄：福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄
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図表６０ コイン式駐車場の車室数の推移
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資料：（一社）全日本駐車協会、（公社）立体駐車場工業会、（一社）日本自走式駐車場工業会、（一社）日本パーキング

ビジネス協会「駐車場便覧」２０２２年版

図表６１ 地域別森林面積

（面積：千ha、割合：％）

地域 森林面積 地域の総面積
に占める割合

全　　　国 25,450 68.2
北　海　道 5,597 71.4
東　　　北（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県） 5,653 71.1
関　　　東（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県） 1,777 48.2
中　　　部（長野県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県） 3,952 71.2
近　　　畿（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県） 1,838 67.2
中国・四国（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県） 3,788 74.7
九州・沖縄（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県） 2,844 63.9
資料：国土交通省

　注：令和５年３月末現在の数値。

図表６２ 地域別耕地面積

（面積：千ha、耕地率：％）

耕地面積 耕地率田 畑
全国 4,325.0� 2,352.0� 1,973.0� 11.6�
北海道 1,141.0� 221.6� 919.9� 14.5�
東北 820.5� 591.1� 229.4� 12.3�
北陸 305.7� 273.8� 31.9� 12.1�

関東・東山 694.0� 389.0� 305.0� 13.8�
東海 245.1� 148.3� 96.8� 8.4�
近畿 215.6� 167.6� 48.0� 7.9�
中国 227.7� 176.9� 50.8� 7.1�
四国 127.9� 84.0� 43.9� 6.8�
九州 511.1� 299.0� 212.1� 12.1�
沖縄 36.3� 0.8� 35.5� 15.9�

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」（令和４年）

注１：「関東・東山」とは茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県。　

注２：耕地面積は令和４年７月１５日現在の数値。
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図表６３ 耕地面積等の推移
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資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」

注１：耕地利用率とは、耕地面積に対する作付（栽培）延べ面積の割合。

注２：耕地面積は各年とも７月１５日現在の数値。

図表６４ 農地に太陽光発電設備を設置するための農地転用許可実績
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資料：農林水産省

　注：営農型太陽光発電を除く。
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図表６５ 営農型太陽光発電設備を設置するための農地転用許可実績
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資料：農林水産省

　注：再許可を含む。

図表６６ 我が国の資産額の推移
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9,3219,3219,321 9,2099,2099,209 9,0229,0229,022 8,8778,8778,877 8,9638,9638,963 8,9978,9978,997

9,3809,3809,380 9,4159,4159,415 9,2799,2799,279
8,9068,9068,906 8,8018,8018,801 8,8318,8318,831 8,8058,8058,805 9,0079,0079,007

9,5639,5639,563
9,9999,9999,999

10,28710,28710,287
10,58210,58210,582
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（令和）

2 3
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2,000
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土地 住宅 住宅以外の建物 非金融資産（土地、住宅、住宅以外の建物を除く）
株式 金融資産（株式を除く）

資料：内閣府「国民経済計算」より国土交通省作成

注１：平成５年以前、平成６年以後で推計の基準が異なる（平成５年以前の値は「平成２１年度国民経済計算」、

　　　平成６年以降は「令和２年度国民経済計算」による）。

注２：各年とも年末現在の数値。
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図表６７ 名目GDPと土地資産額の推移

名目GDP （兆円）
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昭和50年昭和50年昭和50年

昭和55年昭和55年昭和55年

平成22年平成22年平成22年 平成17年平成17年平成17年
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平成12年平成12年平成12年

平成7年平成7年平成7年

平成2年平成2年平成2年
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資料：内閣府「国民経済計算」より作成

　注：昭和５４年以前は平成２年基準値（平成１０年度国民経済計算年次推計より作成）

　　　昭和５５年から平成５年までは平成１２年基準値（平成２１年度国民経済計算年次推計より作成）

　　　平成６年以降は平成２７年基準値（令和２年度国民経済計算年次推計より作成）

図表６８ 制度部門別土地資産額の推移

家計 非金融法人 金融機関 一般政府 対家計民間非営利団体
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500

1,000

2,000
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資料：内閣府「国民経済計算」より国土交通省作成

注１：（　）内は、対前年比伸び率。

注２：各年とも年末現在の数値。
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図表６９ 法人所有土地 ・建物及び世帯所有土地の資産額

（資産額：10億円、率：％）

土地の種類
平成10年 平成15年 平成20年 平成25年 平成30年

土地資産額 構成率 土地資産額 構成率 土地資産額 構成率 土地資産額 構成率 土地資産額 構成率

法
人
土
地

土地全体 616,540� 100.0 405,812� 100.0 381,925� 100.0 345,417� 100.0 387,240� 100.0
事業用資産 500,838� 81.2 336,793� 83.0 324,239� 84.9 295,172� 85.5 321,565� 83.0
宅地など 494,127� 80.1 333,829� 82.3 321,675� 84.2 292,643� 84.7 318,972� 82.4
農地 2,681� 0.4 1,247� 0.3 1,332� 0.3 1,163� 0.3 1,480� 0.4
山林 4,030� 0.7 1,717� 0.4 1,232� 0.3 1,367� 0.4 1,113� 0.3

棚卸資産 51,896� 8.4 20,907� 5.2 16,581� 4.3 13,141� 3.8 15,041� 3.9
特殊用途土地 63,805� 10.3 48,110� 11.9 41,105� 10.8 36,653� 10.6 42,394� 10.9

世
帯
土
地

土地全体 … … 747,883� 100.0 591,491� 100.0 598,387� 100.0 595,671� 100.0
現住居の敷地 … … 436,098� 58.3 389,512� 65.9 366,003� 61.2 378,381� 63.5
現住居の敷地以外 … … 311,785� 41.7 201,979� 34.1 232,385� 38.8 217,290� 36.5
宅地など … … 174,118� 23.3 115,237� 19.5 145,235� 24.3 157,273� 26.4
農地 … … 125,314� 16.8 81,256� 13.7 80,928� 13.5 55,446� 9.3
山林 … … 12,353� 1.7 5,486� 0.9 6,221� 1.0 4,571� 0.8

建物敷地
平成10年 平成15年 平成20年 平成25年 平成30年

建物資産額 構成率 建物資産額 構成率 建物資産額 構成率 建物資産額 構成率 建物資産額 構成率
法
人
建
物

建物全体 … … 84,058� 100.0 89,045� 100.0 80,229� 100.0 123,736� 100.0
工場敷地以外 … … 70,428� 83.8 74,772� 84.0 67,454� 84.1 98,889� 79.9
工場敷地 … … 13,630� 16.2 14,273� 16.0 12,775� 15.9 24,847� 20.1

資料：国土交通省「土地基本調査」

注１：土地全体及び建物全体には「不詳」を含む。

注２：計数は、それぞれ四捨五入によっているので合計は一致しない場合がある。
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４． 不動産投資市場の動向

図表７０ Jリート資産取得額の推移
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資料：（一社）不動産証券化協会公表資料より国土交通省作成

図表７１ Jリートにおける外国人の売買状況
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資料：㈱東京証券取引所公表資料より作成
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図表７２ 資金繰り判断ＤＩの推移
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資料：日本銀行「全国企業短期経済観測調査」より国土交通省作成

　注：ＤＩは「楽である」（回答社数構成比）－「苦しい」（回答社数構成比）。
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５． 国土利用計画関連の動向

（１） 国土利用計画体系

①　国土利用計画

国土利用計画は、 国土利用計画法に示されている 「国土の利用は、 国土が現在及び将来における

国民のための限られた資源であるとともに、 生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることに

かんがみ、 公共の福祉を優先させ、 自然環境の保全を図りつつ、 地域の自然的、 社会的、 経済的

及び文化的条件に配意して、 健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図る」 との基

本理念に即して策定する、 国土の利用に関して基本となる計画であり、 全国計画、 都道府県計画、

市町村計画から構成される。 国土利用計画においては、 「国土の利用に関する基本構想」、 農地、 森

林、 宅地等の国土の利用区分ごとの規模の目標とその地域別の規模の目標を示す 「国土の利用目的

に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要」 及び 「これらを達成するために必要な措置

の概要」 を定めることとしている。

平成１７年に国土総合開発法が国土形成計画法へ改正され、 国土形成計画 （全国計画） と国土利

用計画 （全国計画） を一体のものとして定めることとされ、 平成２０年に第四次全国計画が閣議決定

され、 その目標年次は平成２９年としていた。

しかしながら、 この間わが国は平成２０年をピークに総人口が減少に転じ、 本格的な人口減少社会、

超高齢社会に突入した。 また、 平成２３年の東日本大震災をはじめ、 多くの自然災害に見舞われた。

このような状況において、 国土を適切に管理し荒廃を防ぐこと、 開発圧力が低減する機会をとらえ、

自然環境の再生 ・ 活用や災害に対する安全な土地利用の推進等を図ることによって、 より安全で豊か

な国土を実現することが重要な課題であるという認識の下、 平成２７年８月に第五次となる国土利用計

画 （全国計画） を策定した。 本計画では、 国土の安全性を高め、 持続可能で豊かな国土を形成する

国土利用を目指し、 「適切な国土管理を実現する国土利用」 「自然環境 ・ 美しい景観等を保全 ・ 再

生 ・ 活用する国土利用」 「安全 ・ 安心を実現する国土利用」 の３つを基本方針としている。 また、 今

後人口減少、 高齢化、 財政制約等が進行するなかで、 基本方針を効率的に実現するために、 防災・

減災、 自然共生、 国土管理などの効果を複合的にもたらす 「複合的な施策」 の推進と、 開発圧力が

低減する機会をとらえ、 土地の履歴や特性を踏まえ、 最適な国土利用を選択する 「国土の選択的な

利用」 の推進についても言及している。

都道府県計画は、 全国計画を基本として都道府県の区域内における国土利用の方向を示し、 かつ、

土地利用基本計画及び市町村計画の基本となるものであり、 あらかじめ市町村長等の意見を聴取し

た上で定められるものである。

また、 市町村計画は、 都道府県計画を基本として市町村の区域内における国土利用の方向を示す

ものであり、 公聴会の開催等住民の意向を十分反映させるための措置を講じた上で定められるもの

である。

第五次全国計画の策定を受け、 多くの都道府県、 市町村において計画の策定、 見直しが順次進め

られているところである （図表７３）。
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図表７３ 国土利用計画市町村計画策定状況

（件数、率：％）
市町村数
（a）

策定数
（b）

策定率
（b／a）

北 海 道 179 83 46.4�
東 北（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県） 257 197 76.7�
関 東（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県） 343 104 30.3�
北 陸（富山県、石川県、福井県） 51 12 23.5�
中 部（長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県） 237 142 59.9�
近 畿（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県） 198 56 28.3�
中 国（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県） 107 37 34.6�
四 国（徳島県、香川県、愛媛県、高知県） 95 45 47.4�
九 州（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県） 274 168 61.3�

合　計 1,741 844 48.5�
資料：国土交通省

注１：策定数には、計画の目標年次を経過しているものも含む。

注２：首都圏の市町村数には、地方自治法第２８１条に定める特別区を含む。

注３：令和５年３月末現在の数値。

②　土地利用基本計画及び土地利用規制

ア　土地利用基本計画
土地利用基本計画は、 国土利用計画 （全国計画及び都道府県計画） を基本とし、 都市地域、 農

業地域、 森林地域、 自然公園地域及び自然保全地域の五地域を定めるとともに、 土地利用の調整等

に関する事項を内容として都道府県が作成するものである。 関係行政機関や地方公共団体は、 この

土地利用基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用規制が図られるよう措置を講ずることとされて

おり、 土地利用に関する行政部内の総合調整機能を果たすものである。 また、 土地取引については

直接的に、 開発行為については都市計画法を始めとする個別規制法を通じて間接的に、 規制の基準

としての役割を果たすものである。

土地利用基本計画における五地域 （都市、 農業、 森林、 自然公園及び自然保全） は、 それぞれ、

個別規制法に基づく地域 ・ 区域等の指定がこの五地域に即して行われることを予定して定めている

（図表７４）。
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図表７４ 五地域の指定状況

令和５年３月末現在� （面積：千ha、割合：％）
圏域

地域
三大都市圏 地　方　圏 全　　　　国

面　積 割　合 面　積 割　合 面　積 割　合
都 市 地 域 2,842� 52.9� 7,437� 23.3� 10,279� 27.6�
農 業 地 域 1,646� 30.6� 15,786� 49.5� 17,433� 46.7�
森 林 地 域 3,197� 59.5� 22,252� 69.7� 25,450� 68.2�
自 然 公 園 地 域 1,126� 21.0� 4,506� 14.1� 5,632� 15.1�
自 然 保 全 地 域 19� 0.4� 85� 0.3� 105� 0.3�
五 地 域 計 8,831� 164.3� 50,067� 156.8� 58,898� 157.9�
白 地 地 域 53� 1.0� 348� 1.1� 401� 1.1�
単 純 合 計 8,884� 165.3� 50,415� 157.9� 59,299� 159.0�

国 土 面 積 5,374� 100.0� 31,923� 100.0� 37,297� 100.0�

令和４年３月末現在� （面積：千ha、割合：％）
圏域

地域
三大都市圏 地　方　圏 全　　　　国

面　積 割　合 面　積 割　合 面　積 割　合
都 市 地 域 2,842� 52.9� 7,436� 23.3� 10,278� 27.6�
農 業 地 域 1,648� 30.7� 15,787� 49.5� 17,435� 46.7�
森 林 地 域 3,199� 59.5� 22,245� 69.7� 25,444� 68.2�
自 然 公 園 地 域 1,127� 21.0� 4,507� 14.1� 5,634� 15.1�
自 然 保 全 地 域 19� 0.4� 85� 0.3� 105� 0.3�
五 地 域 計 8,835� 164.4� 50,061� 156.8� 58,895� 157.9�
白 地 地 域 53� 1.0� 353� 1.1� 406� 1.1�
単 純 合 計 8,888� 165.4� 50,414� 157.9� 59,301� 159.0�

国 土 面 積 5,374� 100.0� 31,923� 100.0� 37,297� 100.0�

資料：国土交通省

注１：「割合」は、各圏域の国土面積に占める各地域の面積の割合である。

注２：地方圏面積及び全国面積には、歯舞、色丹、国後及び択捉の各島の面積は含まれていない。

注３：五地域が重複して指定されているものもあり、五地域を単純に合計した面積は、全国土面積に対して

　　　約１．６倍となっている。

注４：三大都市圏は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、名古屋圏(岐阜県、愛知県、三重県)、

　　　大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県)である。

イ　土地利用規制
国土利用計画法では、 土地の利用について土地取引段階において規制を行い、 開発 ・ 利用を行う

段階での規制等は個別の法律に委ねている。 個別の法律における土地利用規制の概要は、 次のとお

りである。

（ア） 都市地域における土地利用規制

都市計画法では、 （ａ） 都市計画区域の指定 （令和４年３月末現在、 １，３５２市町村、 約１，０２８万

ｈａ、 うち市街化区域約１４５万ｈａ）、 （ｂ） 市街化区域及び市街化調整区域の区分、 （ｃ） 用途地域等

の決定、 （ｄ） 開発行為の許可等に関する措置を定めている （図表７５、 図表７６）。
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図表７５ 都市計画区域の指定状況

（件、面積：千ha、割合：％）

区　　　　　　分
総　　　　　　数

計
都　市
計　画
区域数

面　積
市 町 村

都 市 計 画 区 域 （A） 787� 529� 36� 1,352� 996� 10,284�
区 域区分決定済 438� 173� 11� 622� 252� 5,214�
用 途 地 域 759� 413� 20� 1,192� 816� 1,874�
全 国 （B） 793� 743� 183� 1,719� － 37,797�

（A）／（B） 99.2 71.2 19.7 78.7 － 27.2
資料：国土交通省「都市計画現況調査」

注１：東京都区部は、１市とした。

注２：線引き完了済み都市計画区域の内訳は、市街化区域１，４５４千ｈａ、市街化調整区域３，７６１千ｈａである。

注３：令和４年３月３１日現在の数値。

図表７６ 都市計画法第29条に基づく開発許可の状況

（件、面積：ha）

年度

区域区分設定済都市計画区域 非線引都市
計画区域

準都市
計画区域

「都市計画区域・
準都市計画区域」外 合計

市街化区域 市街化調整区域 小計
件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積

平成 14 8,539� 2,534� 8,494� 2,022� 17,033� 4,556� 1,117� 1,484� 0� 0� 88� 270� 18,238� 6,310�
15 10,157� 2,996� 10,637� 1,370� 20,794� 4,366� 1,153� 1,218� 0� 0� 63� 272� 22,010� 5,856�
16 10,330� 3,399� 11,870� 1,716� 22,200� 5,115� 1,620� 1,399� 0� 0� 54� 174� 23,874� 6,688�
17 9,947� 3,119� 12,808� 1,933� 22,755� 5,052� 1,580� 1,608� 0� 0� 70� 215� 24,405� 6,875�
18 10,057� 3,137� 14,232� 2,150� 24,289� 5,287� 1,672� 1,566� 0� 0� 81� 442� 26,042� 7,295�
19 9,535� 3,386� 13,650� 2,503� 23,185� 5,889� 1,634� 2,276� 0� 0� 74� 272� 24,893� 8,437�
20 8,608� 2,910� 13,834� 2,297� 22,442� 5,207� 1,459� 1,729� 13� 40� 78� 549� 23,992� 7,525�
21 6,876� 2,282� 12,847� 1,712� 19,723� 3,994� 1,012� 1,162� 21� 143� 49� 263� 20,805� 5,562�
22 8,082� 2,657� 12,450� 1,829� 20,532� 4,486� 1,159� 1,266� 16� 21� 48� 194� 21,755� 5,967�
23 8,577� 2,612� 12,096� 1,495� 20,673� 4,107� 1,241� 1,394� 13� 12� 52� 619� 21,979� 6,132�
24 9,452� 2,869� 12,586� 1,918� 22,038� 4,787� 1,443� 1,195� 14� 30� 51� 174� 23,546� 6,186�
25 9,899� 3,000� 13,321� 1,703� 23,220� 4,703� 1,537� 1,520� 11� 13� 95� 498� 24,863� 6,734�
26 8,989� 2,602� 11,057� 1,739� 20,046� 4,341� 1,338� 1,510� 21� 119� 103� 354� 21,508� 6,324�
27 8,765� 2,933� 11,058� 1,738� 19,823� 4,671� 1,324� 1,113� 9� 9� 59� 280� 21,215� 6,073�
28 9,070� 2,702� 11,587� 1,749� 20,657� 4,451� 1,498� 1,252� 9� 8� 61� 439� 22,225� 6,150�
29 8,792� 2,910� 11,339� 1,851� 20,131� 4,761� 1,518� 1,864� 19� 39� 50� 217� 21,718� 6,881�
30 8,733� 2,564� 11,618� 1,534� 20,351� 4,098� 1,566� 1,375� 19� 56� 58� 270� 21,994� 5,799�

令和 元 7,862� 2,344� 11,149� 1,733� 19,011� 4,077� 1,417� 1,226� 11� 29� 33� 162� 20,472� 5,494�
2 7,142� 2,247� 10,606� 1,727� 17,748� 3,974� 1,296� 1,103� 15� 41� 35� 191� 19,094� 5,308�

資料：国土交通省

（イ）　農業地域における土地利用規制

農振法では、 （ａ） 農業振興地域の指定、 （ｂ） 農用地区域の設定等を内容とする農業振興地域整

備計画の策定、 （ｃ） 農用地区域内における開発行為の制限、 （ｄ） 土地利用に関する勧告及び交換

分合等を定めている （図表７７）。

また、 農地法では、 耕作者の地位の安定、 土地の農業上の効率的な利用の促進及び農業生産力

の増進を図る観点から、 農地等の権利移転や転用の制限等の措置を定めている （図表７８）。
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図表７７ 農用地区域の状況

（万ha）

総面積 農用地 混牧林地 混牧林地以外の
山林原野 農業用施設用地 その他

466 419 6 32 5 4

資料：農林水産省

注１：市町村から報告のあった数値を集計したもの。

注２：農用地の面積は、田、畑、樹園地及び採草放牧地の面積の合計。

注３：令和３年１２月３１日現在の数値。

注４：数値は四捨五入の関係で一致しない場合がある。

図表７８ 転用用途別にみた農地転用の状況

（ha）
区分

年
住宅用地 工・鉱業

用　　地 学校用地 公園、運
動場用地

道路、水
路、鉄道
等 用 地

商業サー
ビ ス 等
用 地

そ の 他
建設施設
用 地

植 林
そ の 他 合 計

平成18 5,271 439 55 123 1,775 1,705 5,762 1,827 16,959
19 4,970 575 74 101 1,369 1,779 5,594 1,720 16,182
20 4,546 471 56 117 1,327 1,113 4,979 3,236 15,846
21 3,708 382 63 109 1,360 870 4,079 3,121 13,692
22 3,794 323 80 88 841 808 4,197 2,157 12,288
23 3,864 258 80 98 842 764 3,564 1,823 11,292
24 4,160 291 93 86 837 938 3,902 1,688 11,996
25 4,537 251 65 100 1,032 1,022 4,721 2,076 13,804
26 4,065 406 97 109 1,143 960 5,843 2,610 15,233
27 4,204 316 101 73 855 1,017 6,004 3,938 16,508
28 4,193 384 98 65 759 913 6,217 3,814 16,443
29 4,093 444 79 65 643 884 6,622 4,850 17,681
30 4,115 476 66 71 757 935 7,114 3,770 17,304

令和元 3,924 529 94 54 584 811 7,292 3,489 16,778
2 3,388 496 99 56 636 682 6,440 4,268 16,066

資料：農林水産省「農地の移動と転用」、「農地の権利移動・借賃等調査」

（ウ）　森林地域における土地利用規制

森林法では、 （ａ） 保安林及び保安施設地区の指定並びにそれらの区域内における立木の伐採、

土地の形質の変更等についての許可制、 （ｂ） 地域森林計画の対象となっている民有林 （保安林等を

除く。） における一定規模を超える開発行為の許可制等に関する措置を定めている （図表７９、 図表

８０）。

図表７９ 森林面積及び保安林面積の推移

（面積：千ha、割合：％）
年度

区分 昭和55 60 平成元 6 13 18 23 28 令和元 3

森林面積
総　数（A） 25,279� 25,255� 25,212� 25,146� 25,121� 25,097� 25,081� 25,048� 25,048� 25,048�
国 有 林 7,907� 7,887� 7,861� 7,844� 7,838� 7,686� 7,674� 7,659� 7,659� 7,659�
民 有 林 17,372� 17,368� 17,351� 17,302� 17,283� 17,411� 17,407� 17,389� 17,389� 17,389�

保安林面積
総　数（B） 7,317� 7,981� 8,224� 8,512� 9,052� 11,763� 12,053� 12,184� 12,230� 12,261�
国 有 林 3,727� 3,936� 3,984� 4,072� 4,309� 6,763� 6,899� 6,919� 6,918� 6,917�
民 有 林 3,591� 4,046� 4,240� 4,440� 4,743� 4,999� 5,155� 5,265� 5,312� 5,344�

（B）／（A） 29� 32� 33� 34� 36� 47� 48� 49� 49� 49�

資料：林野庁

注１：森林面積は、森林法第２条第１項に規定する森林の面積。

注２：保安林面積は、実面積。

注３：国有林は、林野庁所管以外の国有林を含む。

注４：各年度末現在の数値である。ただし、令和元、３年度の森林面積は平成２８年度末の数値。
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図表８０ 森林法第10条の２に基づく林地開発許可の状況

（件）

年度

開発行為の目的

件　　　　　　数
平成
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和

元 2 3

工事・事業場用地の造成 75� 72� 61� 43� 46� 70� 175� 304� 322� 322� 271� 297� 296� 161� 110�
住 宅 用 地 の 造 成 29� 15� 9� 8� 6� 10� 10� 9� 9� 10� 9� 6� 9� 5� 2�
別 荘 地 の 造 成 2� 2� 1� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 1� 0�
ゴ ル フ 場 の 設 置 1� 2� 0� 1� 1� 0� 0� 0� 0� 0� 1� 0� 0� 0� 0�
レジャー施設の設置 8� 6� 7� 5� 4� 4� 4� 2� 4� 3� 3� 3� 4� 7� 4�
農 用 地 の 造 成 61� 58� 44� 48� 53� 38� 18� 23� 35� 34� 23� 26� 28� 31� 17�
土 石 の 採 掘 108� 111� 82� 94� 85� 79� 103� 110� 103� 92� 79� 63� 53� 71� 55�
道路の新設又は改築 15� 18� 11� 21� 19� 10� 13� 12� 20� 13� 7� 7� 6� 3� 2�
そ の 他 34� 27� 23� 27� 24� 17� 35� 28� 25� 27� 30� 36� 41� 39� 40�

計 333� 311� 238� 247� 238� 228� 358� 488� 518� 501� 423 438 437 318 230
（ha）

年度

開発行為の目的

面　　　　　　積
平成
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和

元 2 3

工事・事業場用地の造成 518� 465� 297� 213� 128� 489� 869� 1,941� 2,302� 2,861� 2,547� 2,421� 3,569� 1,306� 872�
住 宅 用 地 の 造 成 111� 34� 38� 36� 35� 28� -14� -37� 36� 62� 85� 11� 36� 17� 9�
別 荘 地 の 造 成 10� 12� 1� 0� 0� -1� 0� 0� 9� 0� 0� -2� 0� 7� 0�
ゴ ル フ 場 の 設 置 9� 9� 0� 1� 3� 8� 0� -29� -25� 0� -56� 5� -55� 0� 0�
レジャー施設の設置 23� -33� 9� 22� 11� 53� 29� 13� 17� 9� 7� 44� 34� 50� 29�
農 用 地 の 造 成 292� 231� 223� 184� 195� 205� 126� 128� 162� 138� 96� 105� 131� 163� 90�
土 石 の 採 掘 1,009� 899� 788� 879� 784� 720� 1,066� 1,148� 954� 999� 682� 669� 716� 627� 721�
道路の新設又は改築 249� 87� 146� 170� 215� 133� 89� 66� 113� 45� 43� 76� 37� 21� 9�
そ の 他 181� 186� 102� 84� 87� 146� 169� 90� 167� 167� 220� 203� 183� 219� 251�

計 2,402� 1,890� 1,604� 1,589� 1,458� 1,781� 2,334� 3,320� 3,735� 4,281� 3,624 3,532 4,651 2,410 1,981

資料：農林水産省

注１：面積は、土地の形質の変更に係る面積であって、開発区域に残置する森林の面積を含まない。

注２：件数は、新規許可処分に係るものであって、面積は、当該年度の新規許可処分面積に当該年度の変更許可処分による

増減面積を加えたもの。

注３：「その他」には産業廃棄物処理場、残土処理場、福祉施設、墓地等を含む。�

（エ）　自然公園地域における土地利用規制

自然公園法では、 国立公園 ・ 国定公園等を指定しており、 公園内の特別保護地区、 特別地域、

普通地域等における工作物の新改増築、 木竹の伐採、 植物採取、 土石の採取等の行為について、

環境大臣又は都道府県知事への許可申請や届出等が必要である （図表８１）。

図表８１ 国立公園等の指定状況

（面積：千ha、割合：％）

区分
公園数

公園面積

（A）

特別地域
面　　積
（B）

（B／A）
特別保護
地区面積
（C）

（C／A）
普通地域
面　　積
（D）

（D／A）

国 立 公 園 34 2,196� 1,620 73.8 292� 13.3 576� 26.2
国 定 公 園 58 1,494� 1,360 91.0 66� 4.4 135� 9.0
都道府県立自然公園 310 1,913� 678 35.5 - - 1,235 64.5

資料：環境省

注１：特別地域の面積には、特別保護地区の面積を含む。

注２：令和５年３月末現在の数値。
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（オ） 自然環境保全地域における土地利用規制

自然環境保全法では、 （ａ） 原生自然環境保全地域 ・ 自然環境保全地域等の指定並びに原生自然

環境保全地域内における立入制限地区及び自然環境保全地域内における特別地区等の指定、 （ｂ）

原生自然環境保全地域内における開発行為等の禁止及び立入制限地区における立入禁止、 （ｃ） 自

然環境保全地域内の特別地区等における開発行為等の許可及び普通地区における届出等に関する措

置を定めている （図表８２）。

図表８２ 自然環境保全地域等の面積

（面積・地区：ha、比率：％）

区分
地域数 面　積

特別地区及び
海域特別地区

［野生動植物保護地区］
比　率

（A） （B） （B／A）
原生自然環境保全地域 5� 5,631� － －

自然環境保全地域 10� 22,542� 18,343 81.4�
（14,868） （66.0）

都道府県自然環境保全地域 546� 77,413� 25,492 32.9�
（2,826） （3.7）

資料：環境省

注１：原生自然環境保全地域は、南硫黄島、屋久島、大井川源流部、十勝川源流部、遠音別岳の５か所である。

注２：自然環境保全地域は、早池峰、稲尾岳、大平山、利根川源流部、白髪岳、大佐飛山、和賀岳、笹ヶ峰、

　　　崎山湾・網取湾、白神山地の１０か所である。

注３：令和５年３月末現在の数値。

（２） 自然環境保全等のための土地利用規制

①　生息地等保護区における土地利用規制等

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 に基づき指定された国内希少野生動

植物種の保存のため必要があるときは、 その生息 ・ 生育地を生息地等保護区に指定することができ、

また、 生息地等保護区の区域内で特に必要があると認める区域を管理地区として指定することができ

るとされている。 生息地等保護区においては工作物の新築等を行う際にはあらかじめ環境大臣に届け

出る必要があり、 また、 管理地区内においては上記届出を必要とする行為に加えて木竹の伐採等の

行為を行う際には、 あらかじめ環境大臣の許可が必要である （図表８３）。

図表８３ 生息地等保護区の現況

（面積：ha）

区分 箇所数 面積

生息地等保護区 10 1,489.18
うち管理地区 10 651.07

資料：環境省

　注：令和５年６月末現在の数値。
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②　鳥獣保護区における土地利用規制等

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」 に基づき、 鳥獣の保護を図るため特に

必要があるときは、 環境大臣又は都道府県知事は、 国指定鳥獣保護区又は都道府県指定鳥獣保護

区を指定することができる。 また、 鳥獣保護区の区域内に特別保護地区及び特別保護指定区域を指

定し、 これらの地域における工作物の設置等には、 環境大臣又は都道府県知事の許可が必要となっ

ている （図表８４）。

図表８４ 鳥獣保護区の現況

（面積：千ha）

区分
国指定 都道府県指定 計

箇所数 面積 箇所数 面積 箇所数 面積
鳥獣保護区 86� 592� 3,628� 2,910� 3,714� 3,502�
うち特別保護地区 71� 165� 539� 142� 610� 307�
うち特別保護指定区域 2� 1� 3� 6� 5� 7�

資料：環境省

　注：令和５年３月３１日現在の数値。

③　特別緑地保全地区等における行為制限や土地の買入れの実施等

「都市緑地法」 に基づき、 市町村による 「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画 （緑の基

本計画）」 の策定を促進している。 また、 同法に基づく 「特別緑地保全地区」 の指定を促進し、 緑地

の保全に支障を生じるおそれのある一定の行為について許可制による制限を行うとともに、 地方公共

団体による土地の買入れ等を促進している。

また、 「首都圏近郊緑地保全法」 及び 「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」 に基づき 「近郊

緑地保全区域」 を指定し、 区域内における一定の開発行為について届出制を設けるとともに、 近郊

緑地保全区域内の枢要な部分を構成している地域については 「近郊緑地特別保全地区」 の指定を促

進し、 一定の開発行為について許可制による制限を行うとともに、 地方公共団体による土地の買入れ

等を促進している。

さらに、 「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」 に基づき 「歴史的風土保存区域」

を指定し、 区域内の一定の開発行為について届出制を設け、 また、 歴史的風土保存区域内の枢要な

部分を構成している地域については 「歴史的風土特別保存地区」 の指定を促進し、 一定の開発行為

について許可制による制限を行うとともに、 地方公共団体による土地の買入れ等を促進している。

各区域及び地区の指定状況は、 図表８５のとおりである。 なお、 令和３年度末までに、 約１，７８１ｈａ

の特別緑地保全地区 （近郊緑地特別保全地区を含む。） の土地の買入れが行われ、 約９４６ｈａの歴

史的風土特別保存地区の土地の買入れが行われた。

図表８５ 特別緑地保全地区等の指定状況

（面積：ha）

区分 箇所数 面積
特別緑地保全地区 642 2,910
近郊緑地保全区域 25 97,330
　うち近郊緑地特別保全地区 30 3,754
歴史的風土保存区域 32 20,083
歴史的風土特別保存地区 60 6,428
資料：国土交通省

注１：特別緑地保全地区は平成１６年の都市緑地法改正で緑地保全地区より名称変更。

注２：令和４年３月末現在の数値。

注３：歴史的風土特別保存地区の箇所数及び面積には、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備に関する

特別措置法に基づく第１種歴史的風土保存地区及び第２種歴史的風土保存地区を含まない。
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④　保安林制度

水源の涵
かん

養、 災害の防備、 生活環境の保全 ・ 形成等の公共目的を達成するため、 特にこれらの

機能を発揮させる必要のある森林を保安林として指定し、 その森林の保全と適切な森林施業の確保

を図ることによって、 森林の有する公益的機能を高度に発揮させることが重要である。 このため、 全

国森林計画に基づいた保安林の計画的な配備に努め、 令和４年３月末現在の保安林の指定面積は約

１，２２６万ｈａ （実面積） となっている （図表８６）。

図表８６ 保安林の指定状況

（千ha）
年

区分
平成
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和

元 2 3

水源涵養のための保安林 8,966� 9,001� 9,033� 9,080� 9,100� 9,128� 9,152� 9,167� 9,185� 9,195� 9,204� 9,224� 9,235� 9,244� 9,254�
災害防備のための保安林 2,855� 2,860� 2,876� 2,898� 2,911� 2,919� 2,926� 2,933� 2,940� 2,945� 2,952� 2,959� 2,963� 2,967� 2,972�
保健･風致の保存等のための保安林 785� 785� 787� 788� 788� 789� 790� 790� 790� 791� 793� 793� 793� 793� 793�
合　　　　　　計 11,876�11,915�11,964�12,023�12,053�12,091�12,122�12,143�12,170�12,184�12,197�12,214�12,230�12,245�12,261�

資料：農林水産省

注１：各年度とも３月３１日現在の数値。

注２：水源涵養のための保安林とは、森林法第２５条第１項第１号の目的、災害防備のための保安林とは、土砂の流出の防

備、土砂の崩壊の防備などの第２号から第７号までの目的、保健･風致の保存等のための保安林とは、第８号から第

１１号までの目的を達成するために指定する保安林をいう。

注３：保安林面積の合計欄は、２以上の目的を達成するために指定する保安林があるため、内訳の合計に合致しない。

⑤　国有林野における保護林　

国土面積の約２割、 森林面積の約３割を占める国有林野については、 「国有林野の管理経営に関

する法律」 に基づき管理経営を行っており、 世界遺産一覧表に記載された 「知床」 （北海道）、 「白神

山地」 （青森県、 秋田県）、 「小笠原諸島」 （東京都）、 「屋久島」 （鹿児島県） 及び 「奄美大島、 徳之

島、 沖縄島北部及び西表島」 （鹿児島県、 沖縄県） を始めとする、 原生的な天然林や希少な野生生

物の生育 ・ 生息の場となっている森林が多く所在している。 国有林野事業では、 このような生物多様

性の核となる森林を保護林 （令和５年４月１日現在、 ６５８箇所、 １，０１４千ｈａ） に設定して、 厳格な

保護 ・ 管理を行っている （図表８７）。

図表８７ 保護林の現況

（面積：千ha）
保護林区分 特　　　　　　　　徴 箇所数 面積

森林生態系保護地域 我が国の気候帯又は森林帯を代表する原生的な天然林を保護・管理 31� 736�
生物群集保護林 地域固有の生物群集を有する森林を保護・管理 96� 237�
希少個体群保護林 希少な野生生物の生育・生息に必要な森林を保護・管理 531� 40�

合　　　計 658� 1,014�

資料：農林水産省

　注：令和５年４月１日現在の数値。
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６． 土地関連諸制度の動向

（１） 土地取引規制等

　国土利用計画法においては、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、

かつ、 適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、 ①事後届出制、 ②注視区域及び監視区域に

おける事前届出制、 ③規制区域における許可制を設けている （図表８８、 図表８９）。

図表８８ 土地取引規制制度について

制度 事後届出制 事前届出制 許可制
区域 右３区域以外の地域 注視区域 監視区域 規制区域

区域指定要件

なし
（右３区域以外の地域）

・地価の社会的経済的に相
当な程度を越えた上昇又
はそのおそれ

・適正かつ合理的な土地利
用の確保に支障を生ずる
おそれ

・地価の急激な上昇又はそ
のおそれ
・適正かつ合理的な土地利
用の確保が困難となるお
それ

・投機的取引の相当範囲に
わたる集中又はそのおそ
れ及び地価の急激な上昇
又はそのおそれ（都市計
画区域）等

届出対象面積
都市計画区域内�市街化区域 2,000m2以上 都道府県知事等が規則で定

める面積（左の面積未満）
以上

面積要件なし
（許可制）　　　〃　　�その他の区域 5,000m2以上

都市計画区域外 10,000m2以上

届出時期 契約締結後 契約締結前 契約締結前
（許可制）

勧告要件

利用目的のみ
・公表された土地利用計画
に適合しないこと等

価格及び利用目的
・届出時の相当な価額に照
らし著しく適正を欠くこ
と

・土地利用計画に適合しな
いこと等

価格及び利用目的
・届出時の相当な価額に照
らし著しく適正を欠くこ
と
・土地利用計画に適合しな
いこと等
・投機的取引に当たること

価格及び利用目的（不許可
基準）
・区域指定時の相当な価額
に照らし適正を欠くこと
・土地利用計画に適合しな
いこと等
・投機的取引に当たること

勧告内容 利用目的の変更 契約締結中止など 同左

資料：国土交通省

図表８９ 届出制フロー

一定規模以上※の土地について売買等の契約の
締結をしたもののうち権利取得者（買主）

届　出 届　出

都道府県知事
（指定都市の長）

都道府県知事
（指定都市の長）

利用目的について審査 価格及び利用目的について審査

不　勧　告 不　勧　告 中止又は変更勧告

あっせん等

変更勧告 助　　言

公　表 あっせん等 公　表

一定規模以上の土地について売買等の契約の
締結をしようとするもの（売主及び買主）

（締結後2週間以内）

事後届出

（締結前）

事前届出（注視区域・監視区域）

（市町村長経由）（市町村長経由）

従わないとき 従わないとき中止勧告に従うとき

○事後届出、注視区域

○監視区域

※届出の対象面積
・市街化区域 2,000m2
・その他の都市計画区域 5,000m2
・都市計画区域外 10,000m2

・知事等が定める面積以上

資料：国土交通省
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①　事後届出制

大規模な土地取引に関する土地売買等の契約を締結した者のうち、 権利取得者は、 当該契約に係

る土地の利用目的、 価格等を、 契約締結後２週間以内に都道府県知事又は指定都市の長 （以下 「都

道府県知事等」 という。） に届け出なければならず、 都道府県知事等は、 土地の利用目的が不適当

な場合には、 利用目的の変更を勧告することができ、 勧告に従わないときにはその旨を公表すること

ができることとされている。

事後届出の件数及び面積の推移は、 図表１－２－３のとおりである。 また、 届出された取引のうち

利用目的を審査した結果、 勧告 ・ 助言をした件数及びその割合は図表９０のとおりである。

図表９０ 事後届出があった場合において勧告 ・助言をした割合

（件数：件、割合：％）
年 平成

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和
元 2 3 4

事後届出件数（Ａ） 3,332 14,894�12,512�10,603� 9,668�10,790�11,989�12,683�15,624�16,439�14,179�10,139�10,931�11,051�12,407�13,367�14,736�15,176�15,785�17,699�16,723�17,039�15,694�18,147�18,379�
勧告件数（Ｂ） 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助言件数（Ｃ） 17 168 243 137 139 243 280 261 320 366 251 463 425 310 337 383 291 475 365 272 424 287 353 566 652
（Ｂ＋Ｃ）／Ａ 0.5 1.1 2.0 1.3 1.4 2.3 2.3 2.1 2.0 2.2 1.8 4.6 3.9 2.8 2.7 2.9 2.0 3.1 2.3 1.5 2.5 1.7 2.2 3.1 3.5

資料：国土交通省

注１：事後届出件数は、届出の処理月ベースである。

注２：「勧告」とは、国土利用計画法第２４条の規定による土地の利用目的に関する勧告をいう。

注３：「助言」とは、国土利用計画法第２７条の２の規定による土地の利用目的に関する助言をいう。

②　注視区域又は監視区域における事前届出制

ア　注視区域制度

都道府県知事等は、 地価が相当程度上昇し、 又はそのおそれがあり、 これによって適正かつ合理

的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を、 注視区域として指定すること

ができる。

注視区域においては、 大規模な土地取引について土地売買等の契約を締結しようとする者は、 当

該契約に係る予定価格及び土地の利用目的を届け出なければならず、 都道府県知事等は、 予定価格

又は土地の利用目的が不適切な場合には、 契約の中止等の措置を講ずるよう勧告することができ、

勧告に従わない場合には、 その旨及び当該勧告の内容を公表することができることとされている。

令和５年４月１日現在、 その指定は行われていない。

イ　監視区域制度

都道府県知事等は、 地価が急激に上昇し、 又はそのおそれがあり、 これによって適正かつ合理的

な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を、 監視区域として指定することが

できる。

監視区域においては、 都道府県又は指定都市の規則により定められた面積以上の土地取引につい

て土地売買等の契約を締結しようとする者は、 当該契約に係る予定価格、 土地の利用目的等を届け

出なければならず、 都道府県知事等は、 予定価格又は土地の利用目的が不適切な場合には、 契約

の中止等の措置を講ずるよう勧告することができ、 勧告に従わない場合には、 その旨及び当該勧告の

内容を公表することができるとされている。

監視区域は、 平成５年のピーク時には５８団体 （１，２１２市町村） において指定されていた。 その後、

地価の下落 ・ 沈静化傾向等を踏まえ、 都道府県知事等が監視区域の指定解除を機動的かつ弾力的

に行い、 平成１１年末には、 監視区域を指定している団体は１都 （１村） となった （図表９１）。

その後、 国会等移転審議会答申において国会等の移転先候補地が選定されたことに伴い、 平成１２
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年１月に関係８府県 （４８市町村） で監視区域が指定されていたが、 令和５年４月１日現在、 監視区域

を指定している団体は、 １都 （１村） となっている （図表９２）。

図表９１ 監視区域指定市町村数の推移

41

262

527

857

1,136
1,1981,2121,174

336

122
64
10 3

49 49 49 49 44
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

414141

262262262

527527527

857857857

1,1361,1361,136
1,1981,1981,1981,2121,2121,212

1,1741,1741,174

336336336

122122122
646464
101010 333

494949 494949 494949 494949 444444
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1110

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400
（市町村数）

62
（昭和）

63元
（平成）

2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930元
（令和）

2 3 4 5（年）

資料：国土交通省

　注：昭和６２年は８月１日現在、昭和６３年～令和５年は４月１日現在の数値。

図表９２ 監視区域の指定を行っている団体

都道府県名
（市町村数） 市　町　村　名 届出対象面積

（下記の面積以上） 指定期間

東　京　都（1村） 小笠原村
（都市計画区域のみ） 500m2 令和２年１月５日

〜令和７年１月４日

資料：国土交通省

　注：令和５年４月１日現在の数値。

③　規制区域における許可制

都道府県知事は、 土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、 又はそのおそれがあっ

て、 地価が急激に上昇し又は上昇するおそれがあると認められる区域等を、 規制区域として指定する

ことができる。

規制区域においては、 原則として、 全ての土地取引を許可に係らしめ、 自己利用等の一定の場合

を除き、 土地取引が規制されている。

令和５年４月１日現在、 その指定は行われていない。

④　遊休土地制度

国土利用計画法の遊休土地制度は、 遊休土地の積極的な活用を図るとともに、 土地に関する権利

の移転等の許可又は届出に際して行われる土地利用目的の審査を事後的に補完する意味を持つ制度

である。

土地取引の許可又は届出手続きを経た土地のうち、 取得後２年以上経過した一定規模以上の低 ・
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未利用地について、 その利用を促進する必要があると認められる場合に、 都道府県知事がその土地

の所有者等に対し遊休土地である旨の通知を行い、 通知を受けた者はその土地の利用又は処分に関

する計画を届け出なければならない。

都道府県知事は、 届け出られた計画に対して必要な助言、 勧告等を行うとともに、 勧告に従わな

い場合には買取り協議を行う旨の通知をすることとなっている （図表９３、 図表９４）。

制度創設以来、 全国で２４６件、 ２２３．５ｈａの土地に対し遊休土地である旨の通知がなされている。

図表９３ 遊休土地制度の仕組み

※　指定都市においては、指定都市の長
資料：国土交通省

市
町
村
長

①の通知をすべき旨の申出

都
道
府
県
知
事※

①遊休土地である旨の通知

②土地の利用処分計画

④計画に関する助言・勧告

⑤買取協議を行う旨の通知

遊
休
土
地
の
所
有
者

③計画に関し勧告する場合の
　意見聴取

土地利用審査会 地方公共団体等

⑥買取協議

図表９４ 遊休土地の通知条件

①　一定規模以上の一団の土地であること
市街化区域 都市計画区域 都市計画区域外

規制区域 1,000㎡ 3,000㎡ 5,000㎡

監視区域 都道府県（指定都市）が規則で定める面積。
ただし、その面積が規制区域欄に示す面積未満である場合は、規制区域欄の面積。

その他 2,000㎡ 5,000㎡ 10,000㎡

②　国土利用計画法の届出をし、取得後２年経過していること
③　低・未利用地であること
④　周辺地域における計画的な土地利用の増進を図るため、特に有効かつ適切な利用を促進する必要があること

資料：国土交通省
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（２） 国土調査

①　第７次国土調査事業十箇年計画に基づく国土調査事業の推進

国土調査 （基本調査、 土地分類調査、 水調査、 地籍調査） は、 国土調査法及び国土調査促進特

別措置法等に基づき、 国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、 あわせて地

籍の明確化を図るため、 国土の実態を科学的かつ総合的に調査するものである。 国土調査は、 土地

に関する最も基礎的な情報を整備するものであり、 大きく３つに分けることができる （図表９５）。

図表９５ 国土調査の種類

地籍調査関係
個々の土地の境界や
面積等の調査

国土調査 土地分類調査関係

土地利用、土壌、
自然的要素、
生産力の調査

水調査関係

資料：国土交通省

気象、陸水の流量、
水質等、水利の調査

基準点測量（国）
効率的手法導入推進基本調査（国）
地籍調査（市町村等）
土地分類基本調査（土地履歴調査）（国）
土地分類基本調査（垂直調査）（国）
土地分類基本調査（50万分の1）（国）
土地分類基本調査（20万分の1）（国）
土地分類基本調査(5万分の1）（都道府県）
土地保全基本調査（20万分の1）（国）
土地保全基本調査（5万分の1）（国）
土地保全調査（細部調査）（市町村）
水系調査（主要水系調査）（国）
水系調査（都道府県水調査）（都道府県）
水基本調査（全国地下水資料台帳）（国）
水基本調査（地下水マップ）（国）
水基本調査(地下水の見える化調査）（国）

国土調査の緊急かつ計画的な実施の促進を図るため、 昭和３７年に国土調査促進特別措置法が制

定され、 昭和３８年以降、 同法に基づく国土調査事業十箇年計画を策定し、 その推進を図ってきたと

ころである。

令和２年３月に国土調査促進特別措置法が改正され、 これに基づき、 令和２年５月に第７次国土調

査事業十箇年計画 （計画期間 ： 令和２年度から令和１１年度まで） が閣議決定されており、 国土調査

のより一層の推進に取り組んでいる （図表９６）。

図表９６ 第７次国土調査事業十箇年計画の事業量

調　　査　　名 実　　績 第７次計画
地籍調査（k㎡） 2,440� 15,000�
地籍基本調査�（k㎡） 123� 450�

土地分類調査（土地履歴調査）�（k㎡） 2,635� 20,000�

資料：国土交通省

注１：「実績」は、令和４年度末現在の数値。

注２：実績面積は、地籍調査以外の成果の活用（１９条５項指定）による地籍の明確化を含

む、地籍整備が実施された面積である。

②　地籍調査の実施

地籍調査は、 個々の土地の境界や面積等を調査し、 その結果を地籍図及び地籍簿に取りまとめる

ものである。

我が国では、 土地の位置や形状を示す図面が登記所に備え付けられているが、 その約４割は、 明
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治時代の地租改正等に由来する 「地図に準ずる図面」 （その大部分が旧土地台帳附属地図） である。

そのため、 一般的に精度が劣っているものが多いことに加え、 登記記録上の面積も不正確な場合が

あり、 現代の社会経済上の要請に応えきれていない面がある。 このような状況を改善するため、 地籍

調査では、 国家基準点に基づく正確な測量を行い、 現地において復元できる地籍図と地籍簿を作成

することになっている （図表９７）。

図表９７ 公図と地籍図

＜地籍調査実施前＞ ＜地籍調査実施後＞

公図（旧土地台帳付属地図） 地籍図

（土地の位置等を把握するための参考図としての位置付け） （不動産登記法第14条第１項の地図として登記所に備
え付けられる）

資料：国土交通省

ア　地籍調査の重要性

地籍調査の成果は、 ２０日間の閲覧後に、 都道府県知事の認証等を経て、 その写しが登記所に送

付される。 登記所では、 地籍簿に基づき登記記録の内容が改められるとともに、 地籍図が原則として

不動産登記法第１４条第１項の地図として備え付けられることになり、 土地取引の円滑化や土地資産の

保全に貢献する。

また、 地籍調査の成果は、 公共事業や民間開発事業のコスト縮減、 公共物管理の適正化、 まちづ

くり等の様々な場面において広く活用されている。

さらに、 地籍調査が実施された地域では、 地震、 土砂崩れ、 水害等の災害により土地の形状が変

わってしまった場合にも、 土地の境界を正確に復元し、 復旧活動に迅速に取りかかることが可能とな

るため、 災害復旧 ・ 復興の迅速化という点からも地籍調査の推進が強く望まれている。

イ　地籍調査の進捗状況

地籍調査の進捗率は、 令和４年度末現在、 全国で約５２％となっており、 人口集中地区 （ＤＩＤ） に

おいては約２７％と特に低い状況にある （図表９８）。 この原因としては、 都市部では、 土地が細分化

され筆数が多く、 土地の権利関係が複雑化している上に、 地価が高く所有者の権利意識が強いため、

他の地域に比べて境界確認の合意を得ることが困難であることなどが挙げられる。

また、 林地における進捗率が約４６％にとどまっており、 全国平均に比べて低い状況にある。 この原

因としては、 土地所有者の高齢化に伴い、 地形が急峻な山村地域における現地立会いが困難になる

などの調査 ・ 測量上の課題が挙げられる。
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図表９８ 地籍調査の地域区分別の進捗率

地籍調査対象
地域全体

対象面積
（k㎡）

実績面積
（k㎡）

進捗率
（％）

Ｄ Ｉ Ｄ
宅 地
農 用 地
林 地

12,673�
19,453�
77,690�
178,150�

3,384�
10,051�
54,940�
82,555�

27�
52�
71�
46�

合 計 287,966� 150,930� 52�

優先実施地域 対象面積
（k㎡）

実績面積
（k㎡）

進捗率
（％）

Ｄ Ｉ Ｄ
宅 地
農 用 地
林 地

9,895�
13,517�
61,410�
103,872

3,384�
10,051�
54,940�
82,555�

34
74
89
78

合 計 188,694� 150,930� 80�

資料：国土交通省

注１：「地籍調査対象地域」とは、全国土から国有林野及び公有水面等を除いた地域である。

注２：優先実施地域とは、土地区画整理事業等の実施により地籍が一定程度明らかになっている

地域及び大規模な国・公有地等の土地取引が行われる可能性が低い地域（防災対策、社会

資本整備等のために調査の優先度が高い地域を除く。）を、地籍調査対象地域から除いた

地域である。

注３：対象面積等は、第７次国土調査事業十箇年計画の作成に当たって精査したものである。

注４：実績面積は、地籍調査以外の成果の活用（１９条５項指定）による地籍の明確化を含む、

地籍整備が実施された面積である。

注５：「ＤＩＤ」とは、国勢調査による人口集中地区（Densely� Inhabited� Districtsの略）を

指し、具体的には、人口密度４，０００人／ｋ㎡以上の国勢調査上の基本単位区が互いに

隣接して、５，０００人以上の人口となる地区のことである。

注６：宅地、農用地、林地については、ＤＩＤ以外の地域を分類したものである。

注７：令和４年度末現在の数値。

注８：計数は、それぞれ四捨五入によっているので合計は一致しない場合がある。
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